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厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

総括研究報告書 

 

 

かかりつけ薬剤師の本質的業務と機能強化のための調査研究 

 

研究代表者 望月 正隆  東京理科大学薬学部教授 

 

研究要旨 

薬局における薬剤師の業務は、処方箋に基づく薬の調製を中心とした「対物業務」から服薬指導、

疑義照会、一般用医薬品の情報提供、健康相談対応などの患者を中心とした「対人業務」まで多岐

に渡る。厚生労働省は平成27年10月に「患者のための薬局ビジョン」を公表し、従来の対物業務

中心の業務から、服薬指導などの対人業務中心へとシフトすることとし、同ビジョンにおいて、今

後は、医薬分業の量から質への転換を見据え、かかりつけ薬剤師・薬局の普及を見える化する指標

（KPI: Key Performance Indicator）を設定し、政策評価を実施していくこととしている。 

薬局における薬剤師の業務について、従来の対物業務を中心としたものから、患者が医薬分業

のメリットを実感できる対人業務中心へとシフトするためには、薬剤師の本質的な業務が何かを

整理することが重要であるといえる。しかしながらこれまでに、薬剤師・薬局の本質的業務を整

理し、かかりつけ薬剤師・薬局の具体的な実践論を提言した研究は存在しない。また、ICT や機

械化の進展・普及を見据えた業務や適切な薬学的管理・指導の質を向上させるための方策につい

て、検討した研究はまだまだ少ない現状である。このため、本研究では薬剤師の業務のうち、薬

局において、かかりつけ薬剤師が実施すべき本質的業務の内容、薬学的管理・指導の質を向上さ

せるための方策等について整理を行うとともに、対人業務の質の向上に向けた取組を実施してい

る薬剤師にヒアリングを行い、対人業務の推進に向けた課題を検討した。 

また、患者のための薬局ビジョンの実現に向けて、患者本位の医薬分業の質を評価するKPIを

全国的に把握する調査手法等を考える必要がある。さらに、医薬分業の質を評価するためには、

かかりつけ薬剤師・薬局としての多様な取組を明らかにすることが可能な複数の指標についても

評価することが適当である。このため、本研究の分担研究では、①KPI以外の評価指標の探索と

ともに調査手法を検討し、②実際に設定した項目について調査を実施し、③アンケート調査を通

じて指標や調査手法の妥当性を検証し、④医薬分業の質の評価により効果的な具体的方法につい

て検討した。 
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Ａ．研究目的 

薬剤師法第１条では、薬剤師の任務として、

『薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛

生をつかさどることによって、公衆衛生の向上

及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を

確保するものとする。』と規定されており、こ

れまでも、薬剤師は、「調剤」、「医薬品の供

給」、「その他薬事衛生」においてその職能を

広く発揮してきたところである。 

こうした薬剤師の業務のうち、薬局における

薬剤師の業務は薬の調製等の対物業務から服

薬指導、疑義照会、一般用医薬品の情報提供、

健康相談対応などの対人業務まで多岐に亘る。

1994 年に世界保健機関（WHO）が、The Role of 

the Pharmacist in the Health Care System

の中で、「薬剤師行動の中心に患者の利益を据

える行動哲学（ファーマシューティカルケア）」

に言及するなど、薬剤師・薬局による対人業務

の実践が謳われて久しく、日本においても薬剤

師の養成課程を４年制から６年制に変更し、臨

床へのシフトが試みられてきた。しかし、現実

には、未だに薬局の業務が薬の調製等の対物業

務に偏ってしまっている（平成 27 年度厚生労

働科学研究費補助金「薬局・薬剤師の業務実態

の把握とそのあり方に関する調査研究」（主任

研究者：桐野豊 徳島文理大学学長））。これ

は、薬剤師・薬局の業務に関して抜本的な見直

しが必要となっていることの証左といえる。そ

の一方で、電子版お薬手帳の普及など薬局業務

の ICT （情報通信技術 Information and 

Communication Technology）化が急速に進んで

おり、調剤機器や調剤鑑査システムの高度化な

ど調剤業務関連の機械化も最近は進んでいる。

このように、薬剤師・薬局業務を取り巻く環境

は大きく変化している。 

薬局における薬剤師の業務について、従来の

対物業務を中心としたものから、患者が医薬分

業のメリットを実感できる対人業務中心のも

のへとシフトするためには、薬剤師の本質的な

業務が何かを整理することが重要であるとい

える。しかしながらこれまでに、薬剤師・薬局

の本質的業務を整理し、かかりつけ薬剤師・薬

局の具体的な実践論を提言した研究は存在し

ない。また、ICT や機械化の進展・普及を見据

えた業務や適切な薬学的管理・指導の質を向上

させるための方策について、検討した研究はま

だまだ少ない現状である。 

このため、本研究では薬剤師の業務のうち、

薬局において、かかりつけ薬剤師が実施すべき

本質的業務の内容、薬学的管理・指導の質を向

上させるための方策等について整理を行うと

ともに、対人業務の推進に向けた課題を検討す

ることを目的とした。 

また、規制改革実行計画（平成 27 年６月 30

日閣議決定）では、今後の医薬分業推進におけ

る政策目標や評価指標を明確化し、PDCA サイ

クル【Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評

価）→ Act（改善）】での政策評価を実施し、

制度の見直しに反映させること等が盛り込ま

れ、平成27年10月に厚生労働省が公表した「患

分担研究者 
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赤羽根秀宜  弁護士 

石井伊都子  千葉大学医学部附属病院薬 

剤部教授 

益山 光一  東京薬科大学教授 
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者のための薬局ビジョン」においては、医薬分

業の量から質への転換を見据え、かかりつけ薬

剤師・薬局の普及を目指した新たな指標（KPI: 

Key Performance Indicator）を設定して政策

評価を実施していくとされた。経済・財政一体

改革推進委員会においては、この KPI について

検討され、６つの KPI が提示されている。その

うち、５項目については、調剤報酬の算定件数

等の既存の数値を活用することになっている

が、「かかりつけ薬剤師としての役割を発揮で

きる薬剤師を配置している薬局数」については、

その具体的な定義について平成 28 年度中に検

討することとされている。 

本研究の分担研究では、患者のための薬局ビ

ジョンの実現に向けて、患者本位の医薬分業の

質を評価する指標を全国的に把握する調査手

法等について検討することを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 

本研究を実施するため、薬事関係法令や病

院・薬局における薬剤師の業務実態に知見を有

するメンバーとして、赤羽根秀宜（弁護士）、

石井伊都子（千葉大学医学部附属病院薬剤部教

授）、森昌平（日本薬剤師会副会長）、横井正

之（株式会社パスカルシステム代表取締役）、

益山光一（東京薬科大学教授）の５名が研究協

力者として参加した。 

まず、薬剤師・薬局や医薬品に関連する歴史

的な流れやとりまく環境の変化、医薬分業のあ

り方について、これまでの経緯の整理を実施し

た。 

その上で、対物業務から対人業務へのシフト

のため、薬局における薬剤師の業務の現状を整

理し、かかりつけ薬剤師が実施すべき本質的業

務に関する検討を行った。 

さらに、薬学的管理・指導の質の向上につな

がる様々な取組（活動）について、公益社団法

人日本薬剤師会や一般社団法人日本病院薬剤

会の協力を得て、薬剤師へのヒアリングを実施

するとともに、調剤や薬学的管理・指導の質の

向上に資する最新機器や ICT の現状について

も、関係業界のヒアリングを実施した。最終的

に、これらのヒアリング結果の整理と薬学的管

理・指導の質の向上のための方策の検討及び対

人業務の推進に向けた課題の検討を行った。 

また、分担研究においては、「「患者のため

の薬局ビジョン」の指標探索と実績評価手法に

関する研究」を、日本薬剤師会のほか、疫学統

計学の専門家である佐藤嗣道講師（東京理科大

学薬学部）の協力を得て実施した。具体的には、

分担研究報告書で報告している。 

 

Ｃ．結果 

１．これまでの経緯の整理 

（１）薬剤師・薬局や医薬品に関連する歴史的

な流れやとりまく環境の変化 

欧米では、医薬分業は一般的であり、その歴

史も古いが、我が国では、明治以降にドイツ医

学が導入された中で医薬分業についても導入

の試みはあったものの、欧米のような定着には

至らなかった。 

昭和 31 年度版の厚生白書 2の『第二章  国

民の健康はいかに守られているか 第二節  医

療制度はどうなっているか 四  医薬分業と新

医療費体系 医薬分業の意義と、沿革・医薬分

業法の成立』において、その歴史的な状況につ

いて、以下の旨が紹介されている。 

  かつて、漢方医の時代に、医師が「くす

し」と呼ばれ、薬礼または薬価という形で

報酬を受けていた流れが踏襲され、医学が

急速に進歩した近年においても、診療報酬

については、従来の方式が踏襲され、物と
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技術に対する評価が分離されず、物の対価

と技術に対する報酬が漫然と込みになって

支払われるという昔ながらの薬価の形が存

続してきた。 

  このため、医薬分業は、薬価に含まれて

いる診療、調剤という専門技術に対する適

正な報酬と薬品原価その他の物の対価とを

切り離し、医師、薬剤師等の技術料を独立

に評価することが、その実施の前提として

要求され、直接、医師、歯科医師、薬剤師

の所得に影響することとなった。 

  昭和 24 年７月アメリカ薬剤師協会の使

節団が来朝し、分業の早期実現について勧

告したのを契機として、昭和 25年８月には、

厚生省に臨時診療報酬調査会と臨時医薬制

度調査会が設置され、それぞれ、「診療報

酬を、まず「物」と「技術」の「報酬」に

それぞれ区分して考えることが必要であり、

特に技術料については、医師が長時間かか

り、高度な熟練を要するもの程高く評価す

ることを原則とすべき、｢一、医師及び歯科

医師の処方箋発行を義務づけること。二、

薬剤師の調剤は、医師、歯科医師又は獣医

師の処方箋によるべきこと。三、医師、歯

科医師の調剤は、診療上必要がある場合、

薬局の普及が充分でない地域で行う場合に

限定し、これらの場合については審議会の

審査を経て定めること。四、分業は昭和二

八年度から実施すること。」等を内容とす

る答申が行われ、これらの答申に基づいて、

いわゆる医薬分業法が昭和 30 年１月１日

を施行期日として成立をみた。 

これらの状況を背景に、昭和 40 年代から、

医薬分業率は少しずつ増え、平成 27 年度現在

での医薬分業率の全国平均は、70.0％となって

いる。 

（２）医薬分業のあり方～「患者のための薬局

ビジョン」の策定～ 

平成 28 年度の厚生労働白書 3では、「医薬

分業とは、医師が患者に処方せんを交付し、薬

局の薬剤師がその処方せんに基づき調剤を行

い、医師と薬剤師がそれぞれの専門分野で業務

を分担し国民医療の質的向上を図るものであ

る。」として、５点の医薬分業の利点が記載さ

れている。 

1）使用したい医薬品が手元に無くても、患者

に必要な医薬品を医師・歯科医師が自由に処方

できること。  

2）処方せんを患者に交付することにより、患

者自身が服用している薬について知ることが

できること。  

3）「かかりつけ薬剤師・薬局」において薬歴

管理を行うことにより、複数診療科受診による

重複投薬、相互作用の有無の確認などができ、

薬物療法の有効性・安全性が向上すること。  

4）病院薬剤師の外来調剤業務が軽減すること

により、本来病院薬剤師が行うべき入院患者に

対する病棟活動が可能となること。 

5）薬の効果、副作用、用法などについて薬剤

師が、処方した医師・歯科医師と連携して、患

者に説明（服薬指導）することにより、患者の

薬に対する理解が深まり、調剤された薬を用法

どおり服用することが期待でき、薬物療法の有

効性、安全性が向上すること。 

 このように、薬物療法の安全性・有効性の向

上やそれに伴う医療保険財政の効率化といっ

た医薬分業の意義は大きく、医薬分業率も上昇

してきた。その一方で、患者が受診した医療機

関の近くの薬局で調剤を受ける機会が多く、複

数科を受診する場合はそれぞれ別の薬局を利

用することになるため患者の服薬状況が一元

的・継続的に把握されておらず、医薬分業にお
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ける薬局の役割が十分に発揮されていないと

する指摘も見られた。 

平成 27 年３月の規制改革会議の公開ディ

スカッションで、「医薬分業推進の下での規制

の見直し」が取り上げられたが、その議論にお

いても、以下のような問題が指摘された。  

・ 医療機関の周りにいわゆる門前薬局が乱立

し、患者の服薬情報の一元的な把握などの機能

が必ずしも発揮できていないなど、患者本位の

医薬分業になっていない。  

・ 医薬分業を推進するため、患者の負担が大

きくなっている一方で、負担の増加に見合うサ

ービスの向上や分業の効果などを実感できて

いない。 

こうした問題に対応するため、「規制改革実

施計画」(平成 27 年６月 30 日閣議決定)では、

以下のような内容が盛り込まれた。  

・ 地域包括ケアの推進において、薬局及び薬

剤師が薬学的管理・指導を適切に実施する環境

を整える観点から、かかりつけ薬局の要件を具

体的に明確化するなど、薬局全体の改革の方向

性について検討すること。 

 ・ 薬局の機能やサービスに応じた診療報酬と

なるように、調剤報酬の在り方について抜本的

な見直しを行い、サービスの質の向上と保険財

政の健全化に資する仕組みに改めること。門前

薬局の評価を見直すとともに、患者にとってメ

リットが実感できる薬局の機能は評価し、実際

に提供したサービスの内容に応じて報酬を支

払う仕組みに改めるなど、努力した薬剤師・薬

局が評価されるようにすること。  

・ 薬局においてサービス内容とその価格を利

用者に分かりやすく表示し、利用者が薬局を選

択できるようにすること。  

・ 今後の医薬分業推進における政策目標や評

価指標を明確化し、PDCA サイクルでの政策評

価を実施し、制度の見直しに反映させること。 

また、これらの検討が進められている時期に

は、一部の薬局で患者の薬剤服用歴が記載され

ないままになっていた薬剤服用歴の未記載問

題や、薬剤師以外の職員が調剤に関わった無資

格調剤問題のように、本来、薬局の薬剤師が行

うべき業務が実施されておらず、国民からの薬

剤師・薬局への信頼を揺るがしかねない事案が

発生するなど、薬剤師・薬局のあり方自体が大

きく問われる状況となった。 

これらの状況を踏まえ、平成 27 年５月 26

日の経済財政諮問会議において、厚生労働大臣

から、医薬分業の原点に立ち返り、57,000 の

薬局を患者本位のかかりつけ薬局に再編する

ため、年内に「患者のための薬局ビジョン」を

策定する旨が表明され、厚生労働省は同年 10

月 23 日にビジョンを公表した。また、「経済

財政運営と改革の基本方針 2015」（平成 27 年

６月 30 日閣議決定）4においても、かかりつけ

薬局の推進のため、薬局全体の改革について検

討することが明記された。 

 

２．対物業務から対人業務へのシフトのための

検討 

薬剤師は、薬剤師法第１条により、「調剤、

医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどるこ

とによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、

もって国民の健康な生活を確保する」ことが求

められており、薬局の薬剤師についても、「調

剤」のみならず、「医薬品の供給」や「薬事衛

生」全般に係る大きな責務を負っていることは

言うまでもない。その中で、本研究においては、

上記１．（２）も踏まえ、薬局における薬剤師

の調剤に係る業務に着目し、従来の対物業務を

中心としたものから、患者が医薬分業のメリッ

トを実感できる対人業務を中心としたものへ
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とシフトするため、その業務に係る法の規定の

現状と本質的な業務が何かという観点からの

整理をする必要があると考え、検討を行った。 

（１）薬剤師の業務の現状 

まず、薬剤師の業務について、薬剤師法の規

定等を踏まえ以下のとおり整理した。 

１）調剤 

 薬剤師法第 19 条の規定により、「調剤」

は、薬剤師の独占業務である。 

 大審院判決（大正６年３月 19 日）や最高

裁判決（昭和45年４月16日）に基づくと、

「調剤」とは、①一定の処方に従い、②特

定人の特定の疾病に対する、③薬剤の調製、

を指すと捉えられる。 

＜大審院判決大正６年３月 19日＞ 

一定ノ処方ニ従ヒテ一種以上ノ薬品ヲ配

合シ若クハ一種ノ薬品ヲ使用シテ特定ノ

分量ニ従ヒ特定ノ用途ニ適合スル如ク特

定人ノ特定ノ疾病ニ対スル薬剤ヲ調製ス

ルコトヲ謂フ 

＜最高裁判決昭和 45 年４月 16日＞ 

同法（麻薬取締法）二条一一号にいう「調

剤」とは、一定の処方に従い、特定人の特

定の疾病に対する薬剤を調製することを

いう 

２）処方せん中の疑義 

 薬剤師法第 24 条に規定される「処方せん

中の疑義」については、上述の①～③に直

接当てはまる訳ではないが、①～③の行為

をするために生じた疑義の照会は、薬剤師

が行うこととされており、独占業務である

「調剤」に含まれる行為と考えられる。 

 薬剤師法施行規則第 13 条の２は、薬剤師

法第 22 条に規定する厚生労働省令で定め

る調剤の業務を規定したものであるが、同

条第１号には、疑義照会の業務が規定され

ており、「調剤」には疑義照会が含まれる

と考えられる。 

３）調剤された薬剤の表示、情報の提供及び

指導、処方せんへの記入等 

 薬剤師法第 25 条、第 25 条の２及び第 26

条にそれぞれ規定されるこれらの業務は、

独占業務である「調剤」に伴う薬剤師の義

務（「しなければならない」こと）である。

しかし、③薬剤の調製に直結した業務では

なく、独占業務である「調剤」に該当する

ものと断定することはできない。 

 

さらに、以上の整理と併せて、薬剤師の業務

について、独占業務である「調剤」に含まれて

いるか否かにかかわらず、その業務の実施者に

関する論点についても、検討を行った。 

 前提として、薬剤師は、「調剤、医薬品の

供給その他薬事衛生をつかさどる」ことに

よって、その責務を果たすこととされてお

り、その観点から、薬剤師の業務に際して

は、その全体について薬剤師が責任を持っ

て臨む（＝つかさどる）必要があると考え

られる。 

 独占業務である「調剤」については、当然

に薬剤師自らが責任を持って実施しなけ

ればならない。 

 独占業務以外の薬剤師に行うことを義務

付けている業務については、当該行為その

もの（例えば、薬に関する情報の提供等）

を薬剤師以外の者に行わせることは可能

との解釈をとり得るが、独占業務である

「調剤」に伴い薬剤師に義務として求めら

れている場合については、やはり調剤の実

施者である薬剤師自らが責任を持って実

施しなければその義務を果たしたことに

はならないと考えられる。 
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しかしながら、薬剤師の調剤業務等について、

機器化が進んでいることなども踏まえ、これら

の場合の「薬剤師自らが責任を持って実施」と

いうことが、機械の使用や薬剤師の指示により

他の従業者に行わせることについてどこまで

許容可能なのかという点について、さらなる検

討を行った。 

 東京高裁の判決（平成１年２月 23 日判決

判例タイムズ 691 号 152 頁）において、医

師は、診療を行うに当たり、常に看護婦等

の法定の診療補助者しか使えないものと

断ずることはできず、各種の医療機器を使

用できるのと同様、無資格者を助手として

使える場合があり、条件として①医師の目

が現実に届く限度の場所で、②患者に危害

の及ぶことがなく、③判断作用を加える余

地に乏しい機械的な作業を行わせる程度

にとどめられるべきと解されている。 

 薬剤師の業務についても、これと同じこと

が当てはまると考えられ、同様の条件下で

機器や薬剤師以外の者に薬剤師の業務を

行わせることができるといえる。ただし、

②に関しては、医師とは異なり、薬剤師に

おいては、「調剤した薬の品質等に影響が

及ぶことがなく」、その結果として調剤し

た薬を服用する「患者に危害の及ぶことが

なく」と捉えるべきものといえる。 

 「薬剤師以外の者による調剤行為事案の

発生について」（平成 27年６月 25日薬食

総発 0625 第１号医薬食品局総務課長通知）

において、軟膏剤、水剤、散剤等の計量・

混合する行為を薬剤師以外の者が行うこ

とは薬剤師法に違反する旨が示されてい

る。これらの行為について、計量・混合調

製後の薬剤は、調製前の状態も含め、もは

や何かを判断することはできず、誤った調

製であれば、その結果患者に危害を及ぼす

おそれがあることから、上述した①と②に

反する行為として、機器や薬剤師以外の者

に行わせることはできない行為であると

いえる。 

 

（２）薬剤師の本質的業務に関する議論 

薬剤師の業務について、特に独占業務である

「調剤」を中心に法的な観点から整理すると上

述のように整理できた。しかしながら、実際に

は、調剤業務のほかに、薬剤師がその専門性を

発揮し、患者を中心とした良質かつ適切な医療

の提供や医療安全に貢献できる業務があり、そ

れらについては、法的に独占業務か否か、ある

いは、薬剤師自らが責任を持って業務を実施す

る義務があるか否かによるものではない。この

ため、これらの業務も含め、薬剤師が実施すべ

き本質的業務を整理することが必要である。 

２．（１）のとおり、薬局における業務の基

本的な考え方としては、処方箋の受付・確認か

ら処方監査、疑義照会、薬剤の調製、調製され

た薬の鑑査、服薬指導、モニタリングまでの一

連の行為（※参考参照）が調剤又はそれに伴う

業務であり、薬剤師自らが責任を持って実施し

なければならない業務である。さらに、その後

の、服薬指導やモニタリング・処方提案などの

業務は、良質かつ適切な医療の提供や医療安全

のための業務であり、薬剤師が実施すべき本質

的業務といえるだろう。また、（１）の整理を

踏まえれば、誤った対応がとられた際に、患者

に危害が及ぶおそれがあること等から、機器や

薬剤師以外の者に任せるのではなく、薬剤師自

らが責任を持って実施しなければならない業

務であるといえる。 

一方、これらの一連の業務であっても、薬袋

の作成や処方箋に基づき錠剤やカプセル剤な
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どを取り揃える計数調剤（麻薬等の薬剤師のみ

が扱うべき薬剤は除く）は、薬剤師の業務では

あるが、（１）で述べたように、薬剤師の目が

確実に届く範囲であれば、機器や薬剤師以外の

者に実施させることはあり得ると考えられる。

ただし、これらの場合であっても、調剤業務と

しては薬剤師が責任を持つことになるのは言

うまでもない。 

患者本位の医薬分業のため、患者を中心とし

た対人業務へのシフトを推進している一方で、

処方箋に基づく薬の調製を中心とした対物業

務の重要性が低下するわけではない。例えば、

処方箋に基づき正しく調剤をすることは当然

のことであるし、患者や住民に品質の担保され

た医薬品を供給するという観点から、医薬品の

流通管理（発注、検品、棚入れ、製造番号又は

製造記号、期限、光、温度、湿度等）について

も、薬剤師自らが責任を持って実施しなければ

ならない業務である。また、薬の調製に関連し

て、物性等の基礎知識を生かせるのは薬剤師だ

けであり、このことは「調剤」が薬剤師の独占

業務とされている理由とも推察される。「調剤」

は、薬剤師の専門性を発揮すべきところであり、

求められている対人業務は、対物業務が適正に

実施できている前提の下で、さらに患者に対し

て実施すべき業務として発生した業務と考え

るべきである。 

「患者への良質かつ適切な医療の提供」及び

「医療安全」という観点から考えると、薬に関

わる業務は薬剤師自らが責任を持って実施し

なければならない業務であることは言うまで

もない。 

 

（３）対人業務のあり方 

（１）及び（２）では、薬剤師の業務に関し

て、法的な観点、また患者を中心とした良質か

つ適切な医療の提供や医療安全に貢献すると

いう観点から整理を行ってきた。ここでは、薬

剤師として今後より質の向上が求められてい

る対人業務について、薬学的管理・指導を中心

にとりまとめる。 

まず、患者にとって質の高い薬学的管理・指

導とは何かを薬剤師自ら考える必要がある。現

在の医薬分業に対する厳しい指摘は、薬剤師の

業務が患者にとってメリットがあるかどうか

十分理解されていないことが背景にあること

から、業務に携わる個々の薬剤師が意識を変え

て考えることが何よりも重要である。難しく考

える必要はなく、患者の個別の状況を踏まえた

処方監査を実施し、調剤した薬剤の交付時には、

その結果も含め、患者にとって最適な情報の提

供と指導を行うことが重要である。また、患者

の様態によっては、薬剤交付後にも電話や自宅

への訪問等により服薬状況や副作用の発現状

況の確認等の丁寧な対応が必要となる場合も

あるが、その点については、現時点では十分な

対応ができていないという課題がある。具体的

なポイントを以下にまとめる。 

 患者からの情報収集 

初めて薬局に来訪した患者に対して行う服

薬関連のアンケート結果も含めて患者から聞

いた情報を活用することが必要である。処方

箋の内容だけをみて調剤を行い、カウンター

越しに患者に対応するものの、前回と同様の

内容の薬剤情報提供文書を交付して一方的に

その内容を伝えるだけでは、対人業務をしっ

かり行ったことにはならない。処方箋中の疑

義を薬剤師が見つけて医師に照会する場合、

そのきっかけの多くは患者との対話による情

報収集に基づくものであることを念頭に入れ

ておくべきである。つまり、患者からの情報

を来局の都度、十分に収集できなければ、必
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要な処方監査ができなくなる恐れが生じてし

まう。 

 患者への情報提供 

処方内容や患者の服薬状況についてアン

ケートや聞き取りなどでチェックした内容

に問題がなくても、そのことを患者に説明し

ない薬剤師が多い。患者に理解してもらうた

めには、この場合、患者にどのようなことを

確認し、その結果問題がなかったということ

をきちんと伝える、いわゆる「薬剤師の仕事

の見える化」を進めることが重要である。さ

らに、そこから少し掘り下げた会話をしてい

くことにより、患者からそれに対する質問な

どの反応が返ってくることが多い。こうした

やり取りを通じて得られた患者の個別の情

報に対して、薬剤師が専門的な立場から話を

することで、患者の信頼感が生まれるのであ

る。 

 患者の生活を考慮した対応 

薬剤師が有する薬に関する知識を、患者の

生活という視点で上手に活用することも重

要である。例えば、薬を飲み忘れた時の対処

や薬の効果が速いか遅いか、車の運転に注意

が必要かなどの患者に必要な情報の提供が、

その患者ごとの状況に応じて適時適切にで

きることで初めて患者は薬剤師からの説明

に意義を感じられるのである。 

 

３．薬学的管理・指導の質の向上に資する様々

な取組 

  対人業務をより充実させるためには、処方

箋や患者から聞き取る情報だけではなく、医

療機関などの関係機関との連携、医師、歯科

医師、看護師等の多職種との連携の中で、薬

剤師の専門性が発揮できる情報収集等の取

組を行うことで、さらに薬学的管理・指導の

質の向上が期待できる。本研究では、これら

の取組事例を調査した。 

 

（１）臨床検査値の処方箋への記載に関する取

組 

 ２．（３）に記載したとおり、多くの患者情

報を把握することは、薬剤師が質の高い薬学的

管理・指導を行うために重要である。しかしな

がら、院内と異なり、薬局において薬剤師が把

握できる情報は、処方箋に記載されている処方

情報と患者から収集した情報に限られる。この

ため、近年、処方箋発行元である医療機関が中

心となり、処方箋に検査値等の情報を記載し、

薬局がその情報を活用する取組が広まってい

る。ここでは、その代表的な事例を報告する。 

 

① 千葉大学医学部附属病院 5 

千葉大学医学部附属病院では、全ての処方箋

に共通の 16 項目（AST、ALT、ALP、T-BIL、CRE、

eGFR、ｼｽﾀﾁﾝ C、K、CPK、WBC、HGB、PLT、SEG、

ST、TSH、HbA1c）の検査値（固定検査値）を印

字するようにしている。固定検査値は厚生労働

省 重篤副作用疾患別対応マニュアル「早期発

見と早期対応のポイント」に由来し、副作用の

重篤化回避のため薬局の薬剤師がその情報を

活用することを目的とする。検査値は数字の他

に、基準値を超える場合は H、下回る場合には

Lを並記することで、薬剤師が患者の状態を一

見してわかるようにしている。この固定検査値

に加え、薬剤ごとに表示する検査値（医薬品別

検査値）を定め、その検査値も印字しているの

が特徴である。 

この医薬品別検査値は、添付文書の禁忌・警

告に具体的に検査値項目が記載されている医

薬品、腎機能調整が必要な医薬品を対象に、禁

忌投与や過量投与の回避につなげることを目
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的としている。また、検査値情報加工の工夫と

して、例えば、「骨髄抑制」という病態禁忌が

ある薬（抗がん剤のティーエスワン等）が処方

されている場合には、WBC、SEG、ST、HGB、PLT

等の骨髄抑制と関連する検査値に置き換え、そ

れらの検査値を特に注意するように記載する

ことで、固定検査値の結果を薬局において積極

的にチェックできるようにしている。また、腎

機能に応じて投与量調整が必要な医薬品の横

には「腎機能（CRE、eGFR、ｼｽﾀﾁﾝ C）」を並記

している。 

このような取組により、薬局から検査値と症

状に基づく疑義照会が増えてきたのみならず、

検査値異常に伴う症状を聴取するなど、患者の

状態を踏まえた疑義照会となっているなど、薬

局薬剤師の疑義照会がその内容も変化しつつ

ある。また、検査値異常があった場合、きめ細

かな服薬指導を行うことにより、患者が副作用

の発現に早期に気付き、患者の安全が確保でき

た事例など、検査値表示をきっかけに薬局での

疑義照会、服薬指導に変化が生じ始めている。 

 

② 滋賀医科大学医学部附属病院（別添１） 

平成 23 年から、腎臓学会による CKD(慢性腎

臓病)の疾病概念を普及させる目的の一貫とし

て、CKD の患者の情報を共有するために、お薬

手帳に CKD シールを貼る取組が実施されてい

る。CKD シールに加え、処方箋に検査値を掲載

しているため、CKD シールが貼られたお薬手帳

を持参した患者については、検査結果の服薬指

導への活用など、薬局における患者の薬学的管

理の手助けになっている。 

また、腎機能低下患者のお薬手帳の表紙に

CKD シールを貼付することで、医師・薬剤師間

の情報共有が図られ、患者情報に基づいた疑義

照会が増えている。 

今後の課題としては、さらなる情報共有の促

進に向けて、カルテの見方・書き方についても

薬局薬剤師が理解できるようにしておくこと

や、薬局薬剤師の出席が難しいケースの多い

『退院時カンファレンス』に関して、主治医、

患者、看護師、介護支援専門員と薬剤師との情

報共有を推進するため、患者情報を、様式を決

めて書面で共有するなどの取組も必要と考え

ている。 

 

（２）地域に根ざした薬局の取組 

今後、全国で高齢化がさらに進展し、高齢者

を始めとする住民の多くが、地域で在宅医療を

含めた必要な医療や介護サービスを受けるよ

うになることを考慮すると、薬局においても、

地域包括ケアシステムの下で、在宅医療への対

応や多職種との連携の取組を含めたかかりつ

け薬剤師・薬局としての機能を強化していくこ

とが必要となる。このため、在宅訪問を実施す

るとともに、患者の生活を踏まえた質の高い薬

学的管理・指導の実践に取り組む薬局について、

その代表的な事例を報告する。 

 

① うえまつ調剤薬局（宮城県）における在宅

業務に関する取組事例（別添２） 

うえまつ調剤薬局では、処方箋の半数程度が

在宅対応である。 

患者とのコミュニケーションについては、終

末期の緩和医療の患者が多いこともあり、患者

の家族へのサポートが大事になっている。また、

例えば、デルマトームを用いたしびれに関する

服薬指導を行っているが、患者にわかりやすい

説明を行う上で、Web 上の情報を上手く利用す

るなどの工夫をすると理解が得られやすい。 

一方、患者が自ら調べた Web 上の情報に関す

る説明等の対応が大事であり、また、アドヒア
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ランスの確保の観点からは、翌日に電話でフォ

ローアップを実施するケースもある。 

多職種との連携において、薬剤師が薬物療法

を行うに当たっては、医師・看護師・作業療法

士など、それぞれの視点による薬に関する情報

を得ることが重要である。また、当薬局では、

患者や医師との連携により、診療所の電子カル

テにアクセスできるようにしており、例えば、

退院時カンファレンスに薬局薬剤師が参加で

きなくても、電子カルテから最低限の情報は得

ることが可能となっている。 

在宅では患者の生活全体が見え、より患者個

人に合わせた薬物治療ができるのでその特徴

を生かして、薬学的管理・指導を実施している。 

なお、業務上の課題については、薬歴等につ

いて、薬剤師が理解できるようにまとめること

は大した労力ではないが、多職種との情報共有

のための資料作成となると時間がかかる傾向

にある。また、薬剤師が２名しかいないため、

多職種との連携となると、次の患者への応対に

反映させるために、素早い対応が求められるケ

ースも多々ある。地方での在宅医療では、移動

に時間がかかることも多いため、その時間のロ

スが負担となっている。 

 

② アクア薬局本店（長崎県）における ICT

化とあじさいネットを活用した服薬指導に

関する取組事例（別添３） 

長崎県の特徴として、特定非営利活動法人長

崎地域医療連携ネットワークシステム協議会

による「あじさいネット」が県内で広がってお

り、アクア薬局も参加している。 

アクア薬局は、薬局に勤める薬剤師数の減少

等の課題から、積極的に調剤機器や鑑査支援機

器を導入している。 

患者とのコミュニケーションの向上に関す

る内容として、自動集薬機の導入が挙げられる。

これを薬局に導入することにより、調剤に必要

な医薬品の集薬の時間が大幅に短縮でき、結果

として、服薬指導に時間をかけられるようにな

ったものである。このほか、薬剤自動鑑査シス

テムの導入により、例えば、薬剤が処方された

とおり入っていなかったという高齢者からの

相談について、薬局では交付した根拠として使

用することも可能となっている。 

また、あじさいネットの活用により、情報を

モバイル端末で確認しながらの服薬指導、検体

検査結果の検査値を参考にしながらの処方監

査や詳しい服薬指導が可能となった。 

多職種との連携についても、あじさいネット

により、診療情報の連携がスムーズに実施でき

ており、服薬状況等を医師へフィードバックす

ることも可能となっている。今後、あじさいネ

ットは、連携の円滑化のため、TV 会議システ

ムなどを盛り込み、退院時カンファレンスを行

えるような仕組みを作るなど、さらなる機能追

加を行うこととしている。さらに、あじさいネ

ットの情報がモバイル端末で確認できるよう

な普及が進むと、在宅における服薬情報の管理

に関する連携にも生かせる面が多くなると思

われる。 

今後の業務上の課題としては、集薬や鑑査業

務に関する機械を導入すれば、服薬指導のため

の時間・質ともに確保ができるが、それにより

得られた情報の薬歴の記載など、増加する情報

への対応も考えておく必要がある。 

機器導入に向けた大きな課題は価格の問題

である。特に、PTP 包装シートの集薬機はシー

トのサイズによってカスタムする必要がある

ため、費用がかさむ。さらに鑑査の観点からは、

バーコード表示が重要である。このように、包

装等の工夫は調剤業務の効率化だけでなく、医
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療安全にも大きく影響すると考えられる。 

 

③ 豊里薬局（長野県南佐久郡）における無薬

局地域等での取組事例（別添４） 

長野県南佐久郡小海町は人口が 5000 人を下

回っており、高齢化率は 36.5％を超えている

（平成 25 年時点）。周りには似たような町村

（南佐久郡５カ町村）があり、中には人口が

1000 人を下回り、診療所のみの無薬局村も 2

か所ある（患者のための薬局ビジョン推進事業

を活用した取組・資料１）。高齢化に伴い薬局

の職員自体も高齢化し、このエリアでは地域に

出ていく薬剤師がいなかったため、平成 26 年

４月から NPO 法人が地域の薬局を一つ譲り受

けて、周辺の無薬局地域も含めて調剤応需を確

保する取組を開始した（昨年 1年間の地域活動

一覧・資料２）。 

1 日の処方箋枚数は 30枚程度。常勤薬剤師 2

名と先代の薬剤師 1名で取り組んでいる。ドラ

ッグストアも近くにないため、薬剤師会の当番

薬局として年 360 日程度（年に４回休み）営業

している。 

また、中山間地域における終末期の患者との

関わりについても取り組んでおり、そこからみ

えてくるもののポイントを以下に記載する。

（資料３） 

在宅医療におけるコミュニケーションは、体

調チェックフローチャートを使った基本的な

薬学的管理の話から、患者や家族の希望や考え

方を伺うなど多岐にわたる。患者や家族の意思

をしっかりくみ取り、その人たちの生活の中で

薬剤がどう効果を発揮することがその人たち

の満足・納得につながるかを考え、医師や看護

師、介護支援専門員と相談しながら対応してい

る。 

多職種との連携について、状態の変化に応じ

た処方変更が多い場合には、薬剤師・看護師の

どちらかが必ず毎日訪問するなど、土日関係な

く対応し、家族の不安解消と患者の痛みの度合

いに合わせた薬剤量の調整を行うこともある。

ICT として ID リンク（地域情報連携ネットワ

ークサービスの一種）を使用して患者情報を共

有できる環境にはあるが、基本的に訪問看護師

と薬剤師が直接ほぼ毎日会って情報交換をし

ている。 

 薬学的管理・指導については、疼痛コントロ

ールが最重要ポイントであり、さまざまな薬剤

が処方されている場合には、使い方などをいつ

でも薬剤師と相談できる体制を取っている。服

用記録を家族に取ってもらうなどの工夫も重

要である。 

業務上の課題は、在宅医療において、医療機

関で使用している院内製剤は薬局で取扱いが

できないなどの制限があるため、結局院内処方

で対応することがあるということである。 

 

④ 一般社団法人福井県薬剤師会水仙薬局に

おけるかかりつけ薬剤師・薬局に関する取組

事例（別添５） 

一般社団法人福井県薬剤師会水仙薬局は、福

井大学附属病院の処方箋を主に受け付けてい

る薬局で、薬剤師は８名（パート５名を含む）、

処方箋は 1日平均 100 枚程度である。福井大学

附属病院は、平成 23 年３月より臨床検査値表

示院外処方箋を全国に先駆けて発行しており、

薬局では受付を開始してすでに６年目となる。 

また、在宅業務については、無菌調剤室を有

しているため、無菌調剤が必要な HPN（在宅中

心静脈栄養法 Home Parenteral Nutrition）や

PCA（自己調節鎮痛法 Patient-Controlled 

Analgesia）ポンプが必要な在宅緩和ケア症例

を中心に実施している。また、会営薬局という
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立場でもあり、無菌調剤室の共同利用の拠点と

しても機能している。 

（ⅰ）処方箋に表示された臨床検査値の活用 

処方箋に表示された臨床検査値の活用によ

り、例えば、ワーファリンに関する PT-INR 値

の大きなばらつきが認められた症例に対して、

服薬ノンコンプライアンスを疑い、患者の服薬

状況を確認するとともに、医師と相談して患者

が服用しやすくするため一包化調剤を行った

結果、値のばらつきが見られなくなったなど、

臨床検査値の情報から薬剤師としての気づき

や提案が可能となり、薬学的管理の向上が可能

となっている。 

また、処方箋に表示されている臨床検査値を

処方監査・疑義照会に活用し、必要に応じ、服

薬情報提供書（トレーシングレポート）の提供

を行うなど、多職種との連携にも活用している。 

（ⅱ）在宅緩和ケアにおける多職種連携につい

て 

在宅緩和ケアにおけるがん性疼痛コントロ

ールおよびその他の症状は、訪問時、面談によ

り痛みの状況をモニタリングするとともに、疼

痛シートを作成し、レスキュー状況についても

家族に記載していただき、把握している。また、

在宅訪問報告書をはじめとして、すべての職種

が閲覧できるメーリングリストを作成して、医

師からの相談内容や薬剤師からの処方提案な

どの意見交換の様子を他の職種も把握できる

ようにするなど、在宅主治医、訪問看護師とも

連携をとっている。 

 薬学的管理・指導については、福井県薬剤師

会が作成したお薬カレンダーを活用し、残薬も

毎回、確認を行い、次回の処方に反映するよう

にしている。 

 

 

⑤ トライアドジャパン株式会社かもめ薬局

（神奈川県相模原市）における在宅医療及び

一般外来での取組事例（別添６） 

トライアドジャパン株式会社は神奈川県相

模原市に本社を置き、「かもめ薬局」を屋号と

し、神奈川県を中心に、東京都や埼玉県に 25

店舗展開している。 

平成 14 年に神奈川の店舗に無菌調剤室を設

置し、地域の在宅患者の訪問に携わりはじめた。

現在、個人在宅患者及び施設患者、合計約 3800

名をサポートしている。在宅専門チーム（薬剤

師 24名）は、調剤業務は店舗スタッフに任せ、

患者宅や施設を訪問し、薬学的管理・指導を専

門に行っている。 

また、精神科医師との連携にも力を入れてい

ることが特徴の一つであり、精神科受診患者数

は多い。 

患者とのコミュニケーションについて、在宅

の場合では、訪問前に看護師・介護支援専門員

等と連絡を取ることを原則として、その際、患

者や家族のキャラクターなどを確認できる範

囲でチェックしている（具体的に「こだわりが

強い」「不安が強い」「細かい」「ネガティブ」

「患者さんと家族の関係性」等）。 

必ずしも薬剤師の訪問を積極的に受け入れ

てくれる患者・患者家族ばかりでは無いため、

事前情報に加え、実際に会ってから患者への指

導方法や信頼関係構築のためのアプローチを

考察しながら訪問している。また、終末期の患

者に関しては、患者家族のスピリチュアルケア

にも配慮し、患者さんとは別の場所で聞き取り

や指導を行う工夫もしている。 

また、患者とのコミュニケーションについて、

一般外来の場合では、精神疾患患者では薬局の

窓口対応であるため、患者の希望により、ゆっ

くり話せる環境（相談コーナー、予約制など）
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を一部導入している。 

電子薬歴情報をスマートフォンやタブレッ

ト端末から確認できるソフトをレセコンに搭

載することにより、かかりつけ薬剤師はどこに

いても患者情報を確認しながら、24 時間対応

できる体制整備に取り組んでいる（一部店舗で

トライアル中）。 

多職種との連携について、在宅の場合は、自

宅の申し送りノートへ記載し、多職種間で情報

共有している。各職種の訪問スケジュールを確

認し、薬の変更時など不定期に他職種のサービ

ス時間に合わせて訪問し、直接看護師や介護支

援専門員、ヘルパーへ指導や申し送りを行った

りしている。往診同行、担当者会議、退院時カ

ンファレンスへの参加も積極的に実施し、食

事・睡眠・排泄などの ADL（日常生活動作 

activities of daily living）のささいな変化

やイベントについて、薬の副作用との関連を疑

うために、それらの情報を多職種から集めるこ

とを意識している。多職種との連携手段は、メ

ール会議を利用することもあるが、時間が許せ

ば、やはり face to face が正確で密度の濃い

ものとなる。 

薬学的管理について、仮に医師がその患者の

療養のために最善と思われる薬剤を処方して

いても、在宅療養の場合、自宅環境、患者本人

や介護力の問題、入居施設の方針・ルールなど

の理由でその薬剤の服用に制約が発生してし

まう事例も少なくない。「代替薬の処方提案」

「剤形変更」「服用回数を減らす（処方提案）」

「服用タイミングの変更（指導）」など、処方

設計への助言により適切な服薬を担保すべく

努めている。 

患者情報の管理は訪問薬局支援システム

「P-PASS」を利用し、タブレット端末で薬剤師

同士の情報共有を可能としている。このシステ

ムを利用することで、一人の患者（施設）に対

して、メイン、サブの管理体制を持たせ、24

時間対応を可能としている。 

また医療用麻薬については、弊社独自の「医

療用麻薬チェックシート」を用いて服薬指導を

行い、服薬情報の管理について漏れを防ぐよう

に努めている。 

業務上の課題については、以下のような点が

挙げられる。 

患者の介護力（独居・実質独居、老老介護・

認認介護）や、特定の疾患の有無（認知症・精

神疾患）により、薬学的管理・指導に困難を呈

するケースもある。一包化調剤で服薬時点をわ

かりやすくするため、色線を引くなどしている

場合、線の色が病院や施設ごとに異なっている

ために、作業が煩雑であるだけでなく、患者の

服薬ミスにもつながる可能性がある。このため、

全国的な統一も必要である。 

緩和ケアの場合、医療用麻薬は入院中に導入

されているものの、ローテーション（内服から

経皮、経皮から静注）の施行や終末期では全身

管理も含め、ほぼ毎日訪問する事例がある。人

員的な余裕がない薬局では緩和ケアには対応

できず、かかりつけ薬局から患者対応が回って

くることがある。また患者が亡くなることによ

り麻薬の処方が止まり、期限切れの廃棄医薬品

量も増えている。 

入院を挟んで退院後に薬剤が変わると、「な

ぜその薬剤が中止や減量になったのか？」「入

院中の処方の変更点」など入院中の「薬歴」を

知る方法が無いため、薬剤師の「薬歴管理」に

空白ができてしまう。このため、医療機関との

薬薬連携による入院中の患者情報の共有が必

要である。 

精神疾患患者に対しては、医薬品の適応外使

用が他科より多い傾向にあり、診断名や検査デ
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ータなどの医療情報を確認できないまま服薬

指導していると、医師との説明の食い違いが発

生する可能性がある。このため、検査値や処方

内容を電子化し、情報共有できるシステムの構

築が望まれる。 

居宅療養契約や会計など患者宅での事務作

業に割く時間も多く、薬剤師本来の業務の時間

が短くなっている。 

 

４．薬学的管理・指導の質を向上させる機器や

ICT の現状 

これまでに、薬局における薬剤師の業務を整

理するとともに、薬学的管理・指導の質の向上

のために今後参考となる取組事例を示した。し

かしながら、これらの取組を実施しようとして

も、既に薬剤師には多くの業務があり、限られ

た時間では十分な対応ができないという意見

がある。そのような背景もあり、近年、業務の

効率化や正確性の向上を目的とした調剤機器

や鑑査支援機器の開発が進んでいる。ここでは、

時間の短縮や正確性について有用な機器の現

状をヒアリングするとともに、薬剤師自らが責

任を持って実施しなければならない業務につ

いて、これらの機器を使用する際の薬剤師の考

え方について検討した。 

 

（１）調剤機器等の現状について 

調剤機器・鑑査支援機器について、日本薬科

機器協会にご協力いただき、ヒアリングを行っ

た。 

〇PTP シート自動払出機 

  PTP シートの払い出しを行う機器は、作業

が単純なため、自動化するメリットに注目が

集まるのが遅かったこともあり、最近になっ

て自動化が進んできた。１台の機器に 100

以上の品目をセットすることができ、１患者

分の薬剤が１トレイに払い出されるものが

主流となっている。当然、薬局内の全ての薬

剤を機器にセットすることはできないため、

実際は、セットできていない品目を取り揃え

る作業が残ることが多く、この機器だけで

PTP シートの取り揃えが完結する割合は約

30～50％と推定されている。 

○錠剤分包機 

  手まきにより服用時ごとの分包を実施す

る機器だけでなく、カセットに錠剤を充填す

ると、自動で分包できる機器を導入している

薬局もある。カセットに搭載できていない錠

剤等は手まきで対応可能になっており、高齢

化が進み、多剤服用が増えている現在、需要

が大きい機器である。 

〇散剤分包機 

  古く（1960 年代）からある機器であり、

散剤を分包し、印字も可能。以前は、散剤の

秤量は自ら天秤で実施し、分包・印字を実施

する機器が中心であったが、最近では、散剤

のカセットを取り、秤量するところも含めて

自動化が進んでいる。１ユニットで数十品目

をセットすることができ、散剤の調剤におけ

る完結率は約 50～80％と高い。 

○水剤定量分注機 

  最近、機器化が進んでいる領域である。会

社により異なるが、散剤と同様に機器内にセ

ットされた水剤のボトルを取り、秤量すると

ころまで自動化されている機器もある。 

○鑑査支援機器 

鑑査については薬剤師が自ら責任を持っ

て行う業務であり、薬の調製とは異なり、あ

くまで「支援」という扱いであるが、重量の

計測等により、薬剤師による鑑査を手助けす

る機器である。薬局では、交付した薬剤の個

数等に間違いがないことを画像等で証拠と
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して残すことができることから、導入が進ん

でいる。 

 

その他、医療機関で導入されている機器と

して抗がん剤調製関連機器や注射返品薬自

動仕分け機（病棟から未使用のまま返品され

た注射薬を確認して棚に戻すことを自動で

実施する機器）などがある。今後、在宅医療

が進む中で、抗がん剤調製に関連した機器等

については薬局内への導入が進む可能性が

ある。 

 

これらの機器を活用することにより薬剤師

業務の効率化につながる面もあるが、機器の導

入費用の問題や小規模な薬局においてはスペ

ースの問題もある。 

日本薬科機器協会によると、機器の開発メー

カーとしては、薬剤師が薬局での患者対応や在

宅訪問などの対応に時間を確保できるよう、将

来的には、医薬品の調製については 90％（半

自動化分を含む）、鑑査支援については 50％

程度までカバーできるように開発を進めたい

と考えている。ただし、専門家である薬剤師の

チェックは不可欠であるため、薬剤師の業務の

うち機器が実施できる割合はこれらの数字が

限界であると推察している。 

 

（２）ICT の活用による薬歴管理や情報提供の

質の向上 

 薬歴管理や情報提供の質の向上のため、ICT

の活用の現状を、一般社団法人保健医療福祉情

報システム工業会（JAHIS）にご協力いただき、

ヒアリングを実施した。 

○受付・交付窓口 

処方箋を受け付ける窓口では二次元コー

ド等の読み取りなどのシステム化が進んで

いる。電子薬歴システムから患者の情報が呼

び出され、そこに読み取った新たな情報を記

載することができる。これらのシステムは医

事会計システムとも連動し、薬剤の交付・服

薬指導、そして会計を円滑に進めることがで

きる。また、これらの情報はレセプト請求シ

ステムとつながり、簡便に調剤報酬の請求が

可能となっている。 

○調剤室 

受付で入力された処方内容・調剤データ等

が調剤室の機器に送られ、薬袋発行システム

により自動的に必要事項が記載された薬袋

発行が行われることが多い。また、調剤デー

タが調剤室の散剤・錠剤分包機に送られ、機

械にセットされている薬剤であれば自動的

に分包作業を開始することも可能となって

いる。 

 

（３）ヒアリングを踏まえた議論 

・ 調剤機器の開発が急速に発展しており、調

剤業務の全自動化に向けた取組が進んでい

ることが明らかとなった。このような状況の

中で、特に散剤や水剤の調製については、調

製後の薬剤では元の薬剤がわからないこと

から、薬剤師の業務を機器や薬剤師以外の者

に行わせるということは厳重な注意が必要

であるとの指摘がヒアリング協力者や研究

班のメンバーからなされた。 

・ ヒアリングでは、散剤の分包機や水剤の分

注機により調剤を実施する際には、調製過程

の録画データや、秤量前後における薬剤の重

量測定結果などの記録を残すことにより、薬

の調製後に薬剤師が確認することができる

ようになっているという説明があった。これ

らの機器側の工夫は、調剤機器の開発企業が

機器を利用する薬剤師からのヒアリングに
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基づいて機能を追加しているということで

あった。 

・ 様々な機能をもった機器が新たに開発され

てる中で、それらの機器を使用して調剤を行

う際に、薬剤師が自らの責任の下で調剤を行

わなければならないこととの関係に注意を

払わなければならず、どのような条件が充足

されていれば、薬剤師の責任の下、機器や薬

剤師以外の者に調剤行為の一部を担わせる

ことが妥当と判断できるのか、今後、更に詳

細に議論する必要があるものとされた。 

・ ICT の活用は、現時点では、薬局内の調剤

報酬請求や薬歴管理のためのシステムがほ

とんどであった。調剤機器との連携が進んで

いることや薬歴管理が電子化されているこ

とから、ICT は業務の効率化に寄与している

と期待されるが、現段階では、調剤報酬の請

求作業を効率的に行うための機能が優先的

に開発されているという実態であった。 

・ 今後は、服薬指導や薬学的管理・指導の質

を向上させるためという観点で ICT を活用

した機器やシステムが開発されることが期

待される。 

  薬局内だけでなく、携帯電話等のアプリに

搭載されている服薬タイミングをアラーム

で通知する機能や服薬指導ツールなど、電子

版お薬手帳に付随する機能として、患者自身

が使用できる ICT を活用したツールの普及

も推進する必要がある。 

  ICT の活用という観点では、地域医療情報

連携ネットワークの発展が重要であるが、シ

ステムの統一ができていないことや、地域に

より整備状況が異なる点が課題となってい

る。特に、薬歴については、記載方式がシス

テムや薬局ごとに異なるため、地域医療情報

連携ネットワークとの連携については今後

議論が必要である。 

 また、これらの ICT の活用については、単に

薬局が情報共有するだけでは意味がなく、薬

剤師がこれらの情報を活用して患者の薬学

的管理・指導に役立てることが重要である。 

 

Ｄ．考察 

 本研究では、薬局における薬剤師の業務につ

いて、主に調剤に焦点を当てながら、その業務

の法的な整理と本質的業務の整理を行うとと

もに、対人業務を推進していく上で特に重要と

思われる薬学的管理・指導について、そのあり

方をとりまとめた。また、薬学的管理・指導の

質の向上のための様々な取組事例、薬局・医療

機関における薬剤師の業務に関わる調剤機

器・ICT の現状についてヒアリングを行った。

その結果に基づき、各方面の研究協力者と議論

した結果、今後、薬剤師の対人業務を推進する

ため課題として、以下のような考察をした。 

○対物業務の重要性 

・ 本研究では、対人業務の質の向上を目指

した議論を展開し、その中で、調剤におけ

る薬剤師の業務内容の整理を行った。しか

しながら、その検討に際して、薬剤師は患

者や住民に品質の担保された医薬品を供

給するという役割を担っており、また、調

剤の過程においても、薬剤の有効成分を始

めとした化学物質の専門家としての役割

を発揮することの重要性が改めて確認さ

れた。 

・ 患者のための薬局ビジョンで示された対

物業務から対人業務へのシフトについて

は、対物業務を適正に実施することを前提

にしたものであり、医薬品を対象とした対

物業務をおろそかにせず、対人業務へ重点

化することが求められており、その点を改
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めて薬剤師へ啓発する必要がある。 

○薬剤師の資質向上 

・ 薬局の薬剤師は、患者に対して服薬指導

等の業務を行っているものの、実際には調

剤した薬剤を交付することでその役割を

終えていることもあり、患者の薬物療法と

いう臨床に関する内容を意識することが

十分にできておらず、患者にとって真に意

味のある対人業務の質には至っていない

といえる。現在、薬学教育は６年制となり、

従来の薬剤学、薬理学等を始めとした基礎

教育に加え、実務実習等で臨床に関する業

務を学んでいることから、薬局の薬剤師は

これらの知識を臨床現場で生かす考え方

を鍛える必要がある。処方解析や患者・多

職種とのコミュニケーションの取り方な

どにより力を入れて教育を実施するとと

もに、例えば、去痰薬のアセチルシステイ

ンなどは痰の粘性を増加させる原因とな

っているムチンのジスルフィド結合を化

学的に切断することで薬効を発現するな

ど、臨床現場で患者の身に生じる様々な事

象が、有機化学や薬剤学等の基礎知識の応

用により理解できることを改めて教育す

ることも重要である。 

・ 薬学教育において、医療は常に進歩して

いることを学び、薬剤師は、薬剤師免許取

得後における生涯教育の重要性を理解す

る必要がある。 

・ 患者本位の医薬分業を実現するためには、

医師の処方に基づき調剤するだけでなく、

薬剤師が有する薬学的知見を活かし、処方

医と連携の下で、主体的に患者に対する医

療の提供に関与するとともに、それに伴う

責任を薬剤師は負っているということを

自覚させるような意識改革が必要である。

責任を持たずしては対人業務の充実は達

成できない。 

○薬剤師の職能に関する普及・啓発 

・ 薬剤師は、対人業務の質の向上に努める

だけでなく、薬剤師の業務について、地域

住民、患者及び多職種に対して自ら普及・

啓発していかなければならない。薬剤師が

薬剤の有効成分を始めとした化学物質の

専門家であり、その知識に基づいた薬学的

管理・指導という対人業務をも職能として

いることを伝えていく必要がある。薬局薬

剤師の業務が見えないことが現在の医薬

分業の批判にもつながっていることを考

えると、職能に関する普及・啓発は重要で

ある。また、薬剤師が自身の対人業務の重

要性を他者に伝えることは、自身の業務に

責任を持つことにもつながり、さらに精力

的に対人業務を実施することが期待でき

る。 

○薬局における薬学的管理・指導の手法 

・ 薬局における薬学的管理・指導の手法や

そのことにシステムを活用することでど

のように業務が効率化し、医療の質を向上

させられるかを考えていかなければなら

ない。 

・ 薬学的管理・指導の効果に関する研究

例・エビデンスは現時点では少ないことか

ら、薬剤師がその役割を自ら発信していく

努力が必要である。 

・ 機器や ICT の活用に関しても、その活用

方策、効果（質的効果と量的効果）に関す

る研究をより推進していかなければなら

ない。 

○薬剤師の業務内容の整理 

・ 本研究で薬剤師の業務内容について整理

を行った。薬剤師は、薬剤師法第１条によ
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り、「調剤、医薬品の供給その他薬事衛生

をつかさどることによって、公衆衛生の向

上及び増進に寄与し、もって国民の健康な

生活を確保する」ことが求められており、

薬局の薬剤師についても、「調剤」のみな

らず、「医薬品の供給」や「薬事衛生」全

般に係る大きな責務を負っていることは

言うまでもない。薬剤師の負っている責任

を理解したうえで、薬剤師の指示の下、機

器や薬剤師以外の者に業務を行わせるこ

と、またその際の注意点等については、本

研究において明らかになった点に加え、今

後さらに詳細に議論していく必要がある。 

○薬剤師の業務における AI の活用 

・  近 年 、 AI （ 人 工 知 能 Artificial 

Intelligence）技術の進展は目覚ましく、

今後、薬剤師の業務に活用可能な技術が開

発される可能性は大きい。その際は、薬剤

師の責任の下、患者に最適な医療を提供す

るという観点から、どのように AI 技術を

活用することが可能か、改めて薬剤師業務

のあり方について、検討しなければならな

いと考える。 

○薬剤師業務の実態 

・ 薬局における薬剤師の業務は、医薬分業

の推進の流れの中で、これまで時代ととも

に様々に変化してきた。それに伴い、薬局

に関する規制も変わっており、例えば、従

来、医薬品の販売高によって定められてい

た薬剤師の人員配置基準が、現在では取扱

処方箋枚数によるものに変更されている

ことなどはその象徴的なものといえる。 

・ 対人業務へのシフトを推進するため、従

来から行っている対物業務を薬剤師の責

任の下で実施しながら、質の高い対人業務

にさらに取り組むには、業務負担が増加す

る観点から課題があり、簡単に対人業務を

増加させることは難しいとの指摘もある。 

・ 「患者のための薬局ビジョン」の実現に

向けて、今後、薬局における薬剤師の業務

は大きく変化していくことが予想される。

今後、薬剤師の業務内容や規制のあり方の

検討の際には、平成 27 年度に厚生労働科

学研究として実施された「薬局・薬剤師の

業務実態の把握とそのあり方に関する調

査研究」（主任研究者：桐野豊 徳島文理

大学学長）における薬局の業務実態に関す

るタイムスタディ研究のように、薬剤師・

薬局における業務の実態をさらに詳細に

把握した上で議論することが必要である。 

・ 例えば、上記研究における調査において

は、調剤機器等がどれほど活用されていた

かについては、調査を行っておらず、また、

対人業務については、服薬指導の時間を主

に把握しており、今後は、在宅対応や地

域・多職種との連携会議への参加など、薬

剤師のあらゆる業務の実態を含めて調査

する必要があると考えられる。 

 

Ｅ．結論 

本研究では、過去から現在の医薬分業の流れ

を踏まえつつ、法的な観点、患者中心の医療及

び医療安全の確保という観点から、薬剤師業務

について整理した。また、「患者のための薬局

ビジョン」で求められている対物業務から対人

業務へのシフトについて、対人業務の質の向上

のための取組事例を示した。さらに、対人業務

を推進するために必要な時間の確保や業務の

正確性を高める目的で調剤機器・鑑査支援機器

の現状を調査した。 

「患者のための薬局ビジョン」の実現に向け

て、議論・検討すべき課題は残されているが、
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薬剤師・薬局は地域包括ケアシステムの下で患

者に医療を提供する地域のチーム医療の一員

としての自覚を持ち、患者の薬物療法の安全

性・有効性の向上に資するよう、本研究により

収集された事例等を参考にして、薬学的管理・

指導の質の向上を目指して継続的な自己研鑽

を行い、個々の患者に応じた業務に努めること

が必要である。これにより、真の患者本位の薬

分業が実現できるものと考える。 

 

Ｆ. 参考文献 

1.患者のための薬局ビジョン 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouha

ppyou-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soum

uka/vision_1.pdf 

2.厚生白書（昭和 31 年度版） 

http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/h

akusho/kousei/1956/ 

3.平成 28年度版厚生労働白書 資料編 

http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kouse

i/16-2/dl/03.pdf 

4. 「経済財政運営と改革の基本方針 2015」

（平成 27年６月 30日閣議決定） 

http://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/ka

igi/cabinet/2015/2015_basicpolicies_ja

.pdf 

5. THE 薬学的管理 - 臨床検査値を活かした

処方鑑査と服薬指導（薬事日報社）2016

年 10 月 

 石井伊都子（千葉大学医学部附属病院） 

 

Ｇ. 研究発表 

1.論文発表 

  なし 

2.学会発表 

  なし 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況（予定を含

む）  

1.特許取得 

  なし 

2.実用新案登録 

  なし 

3.その他 

 

I. 倫理面への配慮 

本研究は、患者の治療に介入せず、患者個人

を特定する情報収集もないため、倫理面の問題

はない。 
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平成 28 年度厚生労働行政推進調査事業補助金(厚生労働科学特別研究事業) 

「かかりつけ薬剤師の本質的業務と機能強化のための調査研究」 

 

第１回班会議 

日 時：平成 28 年 7 月 20 日（火）17:30～19:30 

場 所：東京理科大学ポルタ神楽坂 

出席者：望月、赤羽根、石井、益山、森、横井 

議 題：本研究方法及びスケジュール等について 

 

第 2 回班会議 

日 時：平成 28 年 10 月 3 日（月）15:00～17:00 

場 所：東京理科大学森戸記念館 

出席者：望月、益山、森、横井 

議 題：薬剤師業務に関するヒアリング 

 

第 3 回班会議 

日 時：平成 28 年 12 月 8 日（木）10:00～12:20 

場 所：東京理科大学森戸記念館 

出席者：望月、赤羽根、益山、森、横井 

議 題：海外研修報告 

    調剤機器・ICT メーカーのヒアリング 

     

第 4 回班会議 

日 時：平成 29 年 1 月 12 日（木）13:00～15:00 

場 所：東京理科大学森戸記念館 

出席者：望月、赤羽根、石井、益山、森、横井 

議 題：法的整理の検討 

 

第 5 回班会議 

日 時：平成 29 年 2 月 2日（木）15:00～18:00 

場 所：東京理科大学森戸記念館 

出席者：望月、赤羽根、益山、森、横井 

議 題：薬剤師業務に関するヒアリング 

    報告書（案）に関する議論 
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（参考）調剤の一般的な流れと業務について 

 

 

1. 処方箋の受付・確認   

 ↓   

２.  

 

処方監査 

処方情報の決定 

（調剤の中止） 

 ① 患者からの情報収集 

・体調の変化、服薬状況、他科受診等 

 の確認 

② 処方内容の確認 

③ 薬歴の確認 

④ お薬手帳の確認 

⑤ 処方情報の決定 

 ↓   

３. 調剤情報の決定 

① 調剤薬 

② 用法・用量、投与日数等 

③ 調剤方法 

  

 

 ↓   

４.  

 

 

薬剤の調製 

 

 劇薬、麻薬、毒薬、向精神薬 

覚せい剤原料 

① 計数調剤 

② 計量調剤（混合含む） 

③ 一包化調剤 

④ 自家製剤 

⑤ 無菌製剤 

 ↓   

５. 薬袋の作成  ① 薬袋の作成 

② 薬袋の確認 

 ↓   

６. 薬剤情報提供文書の作成   

 ↓   

７. お薬手帳の作成   

 ↓   

８. 調製された薬剤の鑑査   

 ↓   
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９.  

服薬指導・記録の作成 

 ① 情報提供 

② 薬学的知見に基づく指導 

③ 記録（薬歴）の作成 

 ↓   

10. 薬剤の交付  ① 交付する薬剤の確認 

 ↓   

11. 調剤録の作成   

 ↓   

12.  

モニタリング 

 

 ① 経過の観察、結果の確認  

② 薬物療法の評価 

③ 記録（薬歴）の作成 

 

13.  

上記全過程での監査・疑義照会 

 ① 監査 

② 疑義照会 

③ 処方提案 

④ 記録（薬歴）の作成 
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（１）② 滋賀医科大学医学部附属病院（滋賀県）における臨床検査値の処方箋への

記載に関する取組事例

１．はじめに

ＣＫＤシールについては、腎臓学会の CKD 普及が最初の目的で開始された。薬物

動態については、薬剤師が慣れている情報であるともいえるために、薬剤師の積極

的な関与が期待される分野でもあるが、病院と薬局の情報格差の実態が問題でもあ

った。

２．ヒアリングでのポイント

① 患者とのコミュニケーションについて（参考スライド）

CKD シールのみならず、検査値の掲載も実施しているので、患者への服薬指導の

手助けになっていると思われる

② 他職種との連携について

腎機能低下患者のお薬手帳の表紙に貼付することにより、医師・薬剤師間で情報

共有を図っている。また、薬局薬剤師が鑑査・疑義照会を行うことにより、大きな情報

源となっている点も感じるし、患者情報に基づいた疑義照会が、薬局薬剤師の意識

醸成に貢献しているようにも感じる。実際、ＣＫＤシール導入後、疑義照会件数が 10

倍ほどに増えている。

③ 業務上の課題について（工夫の提案含む）

薬局の薬剤師が病院薬剤師の仕事を知ることは重要であり、情報共有の促進に

むけては、カルテの見方・書き方も必要である。また、退院時カンファレンスは主治医、

患者、看護師、ケアマネがメインの様で、薬局薬剤師が出てくるのは難しいように感じ

られる。薬局薬剤師への情報共有推進に向けては、患者情報を、様式を決めて求め

ることも一案であると思う。
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＜現病歴＞

他院からの紹介。大腸がん疑いにて当院紹

介。精査の結果、大腸がんと診断された。１次
治療（ XELOX + アバスチン）が選択された。院
外処方せんは次ページ。

＜既往歴＞
2型糖尿病
非弁膜症性発作性心房細動

合併症を有する
大腸がん患者

1

どのように

疑義照会し
ますか？

2

滋賀県における連携に

関する取組みの経過
年度 内 容 実 施

2010 レジメン内容をお薬手帳に貼付 滋賀医大

2011 CKDシール 県内統一
2013 定期的検査の内容を処方箋のコメント欄に記

載
滋賀医大

2014 施設間情報連絡書 県内統一

2015 ①薬局薬剤師の臨床薬剤業務研修
②検査値の院外処方箋への記載
③電子お薬手帳harmo（ハルモ）の導入

滋賀医大
滋賀医大

薬剤師会・滋
賀医大

2016 吸入療法に関する実施指導・報告に関する
FAX方式の導入（予定）

滋賀医大
3

CKDシールの作成と運用
CKDシールとは、腎臓と薬を組み合
わせたイラストが印刷されたシール

腎機能低下患者のお

薬手帳の表紙に貼付
することにより、

医師・薬剤師間で情
報共有を図るもの 4

外来診察時、eGFRが60mL/min/1.73m2未
満の患者のお薬手帳の表紙にCKDシール
を貼付

貼付：腎臓専門医がいる県下9病院

運用開始時の基準

腎排泄型薬剤の鑑査・疑義照会を行う。ま
た、お薬手帳が一杯になったら、薬局側で
シールの張り替えを行う。

チェック：薬局薬剤師

5

CKDシールを貼付する病院の拡大

シール運用拡大
時の病院
13病院
（2012年9月）

シール運用開始
時の9病院
（2012年3月）

6

恵明
テキストボックス
-27- 



滋賀県医師会・会報での
CKDシールの紹介（2013.12月号）

7

CKD連携推進会議の発足
〜医療圏毎に医師、薬局薬剤師、

病院薬剤師のメンバーを選出〜

8

CKDシールのメリット

運用面
■低コスト
■簡便性

ネットワーク作り
■連携促進
■意識醸成

9

処方箋への検査値の掲載
(2015年5月～)

152.0

50.0

1.45

1.91

2016/3/1 2016/3/1 2016/3/1 2016/3/1 2016/3/1 2016/3/1 2016/3/1

3.8 6.2 277 16 18 0.34

2016/3/1 2016/3/1 2016/3/1 2016/3/1 2016/3/1 2016/3/1 2016/3/1

0.121.15 36.3 62 4.2 7.1

Ccr=36 mL/min

71歳

10

外来診察時、eGFRが60mL/min/1.73m2未
満の患者のお薬手帳の表紙にCKDシール
を貼付

貼付：腎臓専門医、病院薬剤師、薬局
薬剤師（検査値を確認で
きた場合）

CKDシール貼付の
現在の基準

11

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

H26年度(H26.4～H27.3) H27年度(H27.4～H27.12)

照会後変更となった件数 照会後未変更の件数

(件 )

疑義照会の多かった診療科
１）泌尿器科
２）皮膚科
３）循環器内科

ある薬局における腎機能に
よる疑義照会件数

12

恵明
テキストボックス
-28- 
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（２）① うえまつ調剤薬局（宮城県）における在宅業務に関する取組事例 

 

１．はじめに 

うえまつ調剤薬局は、仙台市の南に位置する名取市にあり、地域としては、古風な

地域環境にあるといえる。 

 薬局としては、薬剤師は２名で、処方箋は１日平均 20 枚程度、半数が在宅であり、

残りの半数が介護施設である。 

 在宅医療に着手した背景としては、地域の医師が往診を積極的に実施しており、結

果として、薬剤師の在宅業務が要請され、過去においては、うえまつ調剤薬局で地域

のほぼ全ての在宅要請に応えていたが、現在、往診する地域が拡大したこともあり、

各々の地域の薬局に対応をお願いしている状況にある。 

 

２．ヒアリングでのポイント 

① 患者とのコミュニケーションについて 

終末期の緩和医療の患者が多いこともあり、患者さんの家族へのサポートが大

事になっている。また、例えば、デルマトームを用いたしびれに関する服薬指導を

行っているが、患者にわかりやすい説明を行う上で、Web 上の情報を上手く利用

するなどの工夫をすると理解が得られやすい。 

一方、患者から寄せられる Web 上の情報に関する対応が大事であり、また、アド

ヒアランスの確保の観点からは、翌日にテレフォンフォローアップを実施するケー

スもある。 

 

② 他職種との連携について 

医師・看護師・作業療法士など、それぞれの視点で薬に関する情報を得ることが重

要である。また、当薬局では、患者や医師との連携で、診療所の電子カルテにアクセ

スできるようにしており、例えば、退院時カンファレンスができなくても、電子カルテか

ら最小限の情報は得ることが可能となっている。 

 

③ 薬学的管理・指導について 

薬剤師としては、副作用観察が重要であると考え、機序別分類注１)薬理作用、毒性、

アレルギー）を含めて把握し、対応することとしている。 

在宅では患者の生活全体が見え、より患者個人に合わせた薬物治療ができるの

でその特徴を生かして活用している。一方、外来でも薬理作用に伴う副作用の把握

に努めている。 
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④ 業務上の課題について（工夫の提案含む） 

薬歴等について、薬剤師が理解できるようにまとめる分には大した労力ではないが、

他職種との情報共有のための資料作成となると時間がかかる傾向にある。また、薬

剤師が２名しかいないが、他職種との連携となると、次の患者への応対に反映させる

ために、素早い対応が求められるケースも多々ある。地方での在宅医療では、移動

に時間がかかることも多いため、その時間のロスが負担となっている。調剤を手伝う

助手がいると作業が捗る面もある。 

 

 

注１：副作用の機序別分類とは（NPO法人どんぐり未来塾： http://donguri-ph.org/よ

り抜粋） 

 薬理作用について 

まず、薬理作用による副作用は、期待される薬理作用が過剰に発現して起こる副作

用、副次的な薬理作用によって起こる副作用、薬理作用の消失によって現れる副作

用の３つに分けて考えます。 

これらは発生頻度が高く、投与量に依存します。あらかじめ患者さんに伝えておいた

方がよいでしょう。また、薬を急にやめると発現する副作用もあるので、自己判断で服

薬を中止しないように伝えておく事も必要です。 

薬物毒性について 

薬物毒性は、薬の代謝負荷や通過刺激によって生じるものです。 

投与量が多いほど、投与期間が長いほど起こる可能性が高くなります。 

投与初期から発現することはすこないので、最初から伝える必要はありませんが、肝

臓、腎臓は薬物の排出器官のため、他の臓器に比べ薬物毒性が出やすいです。 

定期的な検査で毒性の発現をチェックしていくことが重要です。 

薬物過敏症について 

最後に薬物過敏症による副作用は、薬理作用や毒性による副作用と違って、起きた

らすぐに投与を中止することが重要です。薬物過敏症は重篤な者が多く、あらゆる薬

であらゆる臓器に起こります。 

チェックや予防の難しい副作用ですが、頻度は低く、多くの場合、服用6ヶ月以内に発

現します。ため、投与開始 6 ヶ月間は、しっかりとチェックしていきましょう。 
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（２）② アクア薬局本店（長崎県）における ICT 化とあじさいネットを活用した服薬指

導に関する取組事例

１．はじめに

アクア薬局は、薬局に勤める薬剤師の数の減少等の課題から、積極的に調剤機

器や鑑査支援機器を導入している。

現在、薬剤師は、常勤が２名、非常勤２名、事務員４名で、処方箋は１日平均８０枚

程度で、在宅患者は３０名程度対応しているが、１名の薬剤師で実施している状況で

ある。なお、特徴としては、特定非営利活動法人長崎地域医療連携ネットワークシス

テム協議会によるあじさいネットが長崎県内で広がっており、アクア薬局も参加してい

る。

あじさいネットとは（http://www.ajisai-net.org/ajisai/07_outline/index.html）
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２．ヒアリングでのポイント

① 患者とのコミュニケーションについて（参考スライド）

自動集約機（ティアラ；百種類ほどシートで収納タイプ）の導入により、局内の ICT

化を図り、集薬の時間が大幅に短縮し、結果として、服薬指導に時間をかけられるよ

うになった。

薬剤自動鑑査システム（アテルノ）の導入により、時間の短縮はもちろんだが、例え

ば、処方された薬が入っていなかった等高齢者からの相談について、薬局では交付

した根拠として使用することもある。（導入前は、携帯電話のカメラで対応）

自動鑑査システムは事務員が実施しており、最終監査から投薬までを薬剤師が行

い、鑑査と服薬指導の効率性・質の担保が図れている。

あじさいネットのメリットとして、

・あじさいネットの情報をモバイル端末で確認しながら、服薬指導が可能。

・検体検査結果や画像等も見ることができ、検査値を参考にした処方監査やカルテ

を参照した詳しい服薬指導が可能

・検査値の変化に伴い、処方の変更提案なども行うことがある

といったような点が挙げられる。

② 他職種との連携について

あじさいネットにより、診療情報の連携がスムーズに実施できており、例えば、服薬

状況等を医師へフィードバックすることも可能となっている。また、現在、あじさいネット

に新たな機能追加を行い、高セキュリティネットワークによる iPad/iPad mini を使用し

たあじさいネットへの接続を可能にし、更なる連携の円滑化を図っている。

今後、TV 会議システムなどを盛り込み、退院時カンファレンスを行えるような仕組

みを作ることとしている。

③ 薬学的管理・指導について

薬剤自動監査システムは、レセコンの情報と連動しているため、規格違いや薬品

の間違いがなくなり、医療安全への貢献は大きいと思う。

また、検査値の情報は服薬情報の管理においても非常に重要であり、その情報を

得られるメリットは多い。

あじさいネットのモバイル端末の普及は在宅における服薬情報の管理に関する連

携にも生かせる面が多い。

④ 業務上の課題について（工夫の提案含む）

集薬や鑑査は機械を導入すれば、服薬指導のための時間・質ともに確保ができる



- 33 -

が、薬歴の記載に時間がかかってしまう

薬剤師がとったメモから薬歴や他職種への情報提供書を作るのは難しい

ＩＣＴ化できると、調剤を手伝う助手的な役割もあり、調剤機器の導入で対応可能な

ことも多い。

だが、機器導入の課題は価格の問題である。特に、PTP シートの集薬機はシート

のサイズによってカスタムする必要があるため、費用がかさむ。

鑑査の観点からは、バーコードは重要である。また、包装等の工夫（シートの規格

化など）は調剤業務に大きく影響すると感じる。
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アクア薬局本店

佐田悦子

局内のICT化

１．自動集薬機（ティアラ）の導入

レセコンと連動 → 機械に収納されている薬剤の

払い出し

機械にないものは集薬を行う

集薬に要する時間が短縮され、薬歴の確認や服薬指導の

準備をする時間に充てられるようになっている。

２．薬剤自動監査システム（アテルノ）の導入

集薬されたものを、バーコードや画像で認識させ

数量の確認を行う

薬剤師が集薬したものを、機械監査行う。湿布の材数まで

確認ができるため、調剤ミスが減少。

また、レセコンの情報と連動しているため、規格違いや薬品の

間違いがなくなる。処方箋と突合させて確認を行うため、処方入
力の間違いにも気づくことができ、調剤録のチェック時間が短縮
された。この機械での監査は事務員で行い、その間に薬剤師は患
者と話をしたり、薬歴をチェックできるようになっている。

長崎市内の基幹病院の処方せん拡散状況
1【大学病院】院外処方せんコーナー 2【市民病院】院外処方せんコーナー

送信枚数 集中率 門前集中率計 送信枚数 集中率 門前集中率計

門前① 647 11%

30%

門前① 1,271 27%

41%
門前② 567 10% 門前② 255 5%
門前③ 395 7% 門前③ 218 5%
門前④ 144 2% 門前④ 177 4%

その他薬局 4,137 70% その他薬局 2,745 59%
総枚数 5,890 総枚数 4,666 

4【十善会病院 】院外処方せんコーナー 5【光晴会病院 】院外処方せんコーナー

送信枚数 集中率 門前集中率計 送信枚数 集中率

門前① 832 39%
74%

門前① 1,039 66%
門前② 742 35% その他薬局 526 34%

その他薬局 540 26% 総枚数 1,565 

総枚数 2,114 

長崎市薬剤師会よりデータ提供

開局薬剤師の現状

すべての診療科
基本的にすべての医薬品（注射薬を除く）
ローリスクからハイリスクな医薬品の区別し

診断名も検査値もわからない状態のまま調剤することの不安
ＴＤＭ対象薬・・・有効域と中毒域が近接
抗ガン薬、免疫抑制薬・・・厳しい副作用、患者特性

処方箋発行率約６５％ ２０１２年度

基幹病院の患者は病診連携により地域の診療所へ
重篤、先進的、難病

患者情報の圧倒的不足
医師と薬剤師で情報量の非対称

6

佐世保総合病院
長崎労災病院
佐世保共済病院

佐世保中央病院

光晴会病院

十善会病院

長崎大学病院

長崎市立市民病院

日赤長崎原爆病院

済生会長崎病院

聖フランシスコ病院

井上病院

長崎記念病院

長崎北病院

虹が丘病院

長崎県五島中央病院

長崎県上五島病院

長崎医療センター
市立大村市民病院

長崎川棚医療センター
健康保険諫早総合病院

健康保険諫早総合病院

恵明
テキストボックス

恵明
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あじさいネットの診療情報連携

診療所

カルテ共有同意 カルテ共有同意

同意取得した患者カルテのみ閲覧可

カルテ参照
（15分以内）

情報提供病院

地域連携室

訪問薬剤師

画像

2号用紙

薬剤情報
検体検査結果

あじさいネット最大のメリット

患者さんが持参した
処方せんの調剤に必
要な情報をリアルタ
イムに入手できる

かかりつけ薬局

あじさいネットの利用（薬局での利用）

服薬指導の質向上！
処方箋情報＜＜カルテ情報

Ａ総合病院
Ｂ救急病院

Ｄ専門病院

Ｃ病院

カルテを参照に
詳しい服薬指導！

検査値を参考に
した処方監査

あじさいネットを使用中！

同意書記入中

モバイル端末で説明中

同意書と同意撤回書

患者のサイン

薬を安全に使ってもらう為に
処方せん内容を確認しているが、

その質をレベルアップしたい

あじさいネットに加入

・検査値

・ノート

・レポート

恵明
テキストボックス
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あじさいネットの情報を閲覧して

<処方>

コデインリン酸塩1% 6g 3X毎食後

レブラミドの副作用である咳嗽に対するもの

→腎機能を考慮し、コデイン以外の鎮咳薬への変更を
咳嗽以外に何か症状がでていないか

あじさいネットの情報を閲覧

「疼痛に対しリン酸コデインを投与する」との記載あり

副作用ではなかったが、減量を提案

→4ｇ（1日量）に減薬

傾眠などの副作用を出さずに

痛みのコントロールをすることが出来た

参考？検査値

4/18 7/18 8/1 9/5 10/10
アルブミン 3.5 3.7 3.7 3.2 3.4
総タンパク 6.2 6.5 6.5 5.9 6.1
HbA1c - 7.6 7.6 7.8 7.5
Pt-INR 2.12 1.77 2.34 3.73 0.97
ｅ-ＧＦＲ 83.71 55.52 52.11 49.67 63.77

症例 Ａ氏 （54歳 女性）

＜診断＞
#1 糖尿病 #2 高度肥満（BMI：144）

#3 睡眠時無呼吸症候群#4 深部静脈血栓症

#5 うつ病 #6 気管支喘息 #7 ＳＬＥ

#8 ループス腹膜炎・穿孔性腹膜炎 #9 狭心症

＜家族歴＞
母･おば 膠原病 祖母 ペースメーカー

＜家族構成＞
子供2名（息子、娘：ダウン症） 離婚歴あり 母：五島在住

＜プロブレム＞

血糖コントロール

体重過多

睡眠リズムの乱れ

独居

65歳以下 介護保険適用外

多数の医療機関

多職種のかかわり

→ 情報の一元化が図れない？

退院前カンファに参加できていない
→ 関連する多職種の状況が

把握できてない
生活保護、医療保険での訪問

患者

長崎大学病院

在宅医

三和中央病院

地域連携室

ＳＷ

薬 局

障害福祉課

生活福祉課

相談事業所
ＣＭの代行？

訪 看

訪 看

あじさいネットを閲覧

・検査値

・ノート

・レポート

恵明
テキストボックス
 -37-



高ｾｷｭﾘﾃｨﾈｯﾄﾜｰｸを有効活用

診療所

薬局

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
訪問診療

検査ﾃﾞｰﾀ

あじさいネットのVPN基盤を使った新たな機能追加

病診連携

薬局連携

病病連携

総合病院

専門病院

病院ﾃﾞｰﾀ

健診ﾃﾞｰﾀ

検
査
セ
ン
タ
ー

健
診
事
業1次病院 2次病院

在宅連携

訪問診療
ﾃﾞｰﾀ

調剤ﾃﾞｰﾀ

薬
局

ライセンス利用料
（月当たり）500円/1台

モバイルVPNサービス(iPad)
iPad / iPad miniを使用したIPsec+IKE接続により、

あじさいネットへの接続が可能。

ID-Link

HumanBridge

ＮＴＴデータ
データセンタ

あじさいネット
ポータル
（SSO） Secure Mail 

Service

モ バ イル

VPN接続

TV会議システム

周産期システム

IPsec+IKE

あ じ さいネット

セ キ ュリティ要件を

ク リ アした接続

訪問記録の共有！

ノート機能の利用
（在宅側からの情報提供）

入院中の記録 在宅移行後の記録

62歳女性
進行卵巣癌
癌性腹膜炎

TPN
サンドスタチン投与
MTパッチ4.2
胃チューブ留置

写真使用のご了承を頂いております

市 民
（患 者さんやご家族）

連携
連携

病 院
（地域医療連携室）

地域の介護・福祉
サービス事業所

連携

連携

地域の診療所

連携

連携

市内の各地域包括
支援センター

介護・福祉・保健
などの各種支援

相 談

がんと 診断さ れ たが 、

自宅で療養したい

がんのつ らさや不安を 軽く

する 緩和ケアを 受け たい

自宅で自立した

生活がしたい

家族の介護で

悩んでい る

在宅医療の提供

介護・福祉
サービス
の提供

在宅医療提供機関
・訪問看護ステーション
・長崎在宅Dr.ネット
・ナースネット長崎など

長崎市包括ケア
まちんなかラウンジ

⑴ 医療・介護・福祉の総合相談窓口
⑵ 緩和ケアや在宅医療等の普及啓発
⑶ 在宅医療機関等との連携

⑷ 地域ケア会議モデル事業業務

長崎市包括ケアまちんなかラウンジ
2011年 OPTIMのがん相談支援
センターから発展的に成立。
長崎市事業（医師会へ委託）

【医療に関する相談】【介護や福祉に関する相談】

恵明
テキストボックス
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（２）③ 豊里薬局（長野県南佐久郡）における無薬局地域等での取組事例

１．はじめに

豊里薬局が所在する長野県南佐久郡小海町は人口が 5000 人を切っており、高齢

化率も 36.5％を超えている（平成 25 年時点）。周りには似たような町村があり、南佐

久郡５カ町村と呼ばれている。中には人口が 1000 人を切り、診療所のみがある無薬

局村も 2 か所ある。（患者のための薬局ビジョン推進事業を活用した取組・資料１）高

齢化に伴い薬局自体も高齢化し、このエリアでは地域に出ていく薬剤師がいなかっ

た。

平成 26 年 4 月からＮＰＯ法人として地域の薬局を一つ譲り受けて地域の取組を行

っている。（昨年 1年間の地域活動一覧・資料２）

1日の処方箋枚数は30枚程度 常勤薬剤師2名と先代の薬剤師1名で取り組んで

いる。地域的にドラッグストアも近くにないため、薬剤師会の当番薬局として年 360 日

程度（年に 4回休み）営業している。

事例 1 中山間地域におけるターミナル患者との関わり そこから見えてくるもの（資

料３）

２．ヒアリングでのポイント

①患者とのコミュニケーションについて

在宅医療におけるコミュニケーションは、体調チェックフローチャートを使った基本的

な薬学管理の話から、ご本人様やご家族の希望や考え方を伺うなど多岐にわたる。

ナラティブなところをしっかりくみ取り、その人たちの生活の中で薬剤がどう効果を発

揮することがその人たちの満足・納得につながるかを考えながら医師や看護師、ＣＭ

と相談しながら検討していく。

本事例ではご本人様の前で私が奥様に「奥様もしっかりお休みできていますか？」

という声掛けをしたら、激怒され「夫がこんなに頑張っているのにそんなこと言わない

で」と言われた経験もあった。もっと相手の立場に立った上で発言すべきだったと反省

している。

② 多職種との連携について

最終的に本事例では揺れる状態に対して処方の変更が多かったために、薬剤師・

看護師のどちらかが必ず毎日訪問することになった。土日関係なく対応し、ご家族の

不安解消とご本人様の痛みの度合いに合わせて薬剤の量を調整していった。ＩＣＴと

してＩＤリンクは使用できる環境にはあったが、基本的に直接訪問看護師と薬剤師が

直接ほぼ毎日会って情報交換をした。
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③ 薬学的管理・指導について

本事例に関してはご家族がしっかりしていたため、薬剤カレンダーなどは使わなか

った。疼痛コントロールが最重要ポイントだったため、さまざまな薬剤が処方されてい

た。使い方などいつでも薬剤師と相談できる体制を取り、服用記録もご家族に取って

もらっていた。

④ 業務上の課題

・ 保険適用外医薬品のあり方

薬局において保険適用になる薬品は限られており、年々使用できる医薬品の数は

増えてきてはいるが、まだ万全ではない。保険適用の関係で物資が提供できず、致し

方なく院内対応になることがあり、薬局が最後まで患者様に訪問することがかなわな

いことがある。



無薬局地域における医薬品等の提供および服薬支援

「お薬相談ブース」の設置

１．事業の背景 南相木村の現状

世帯数：４２８ 総人口：１０８３ 男：５１４ 女：５６９ 高齢化率：４０．９％

医療提供施設：南相木村診療所のみ

南相木村には薬局が無いため、診療所からの薬は隣接する町の薬局が配達に行くことが多い。
したがって、薬剤師がかかわる機会が少なく、薬の服薬指導が不十分な状態になっている。
村の「おったっしゃ教室」で薬剤師が呼ばれた際に質問が多く、薬剤師の必要性を感じ、本事業につながる。

２．事業の目的

中山間地域等では、人口の減少、中心地からの距離、広域にわたる人口分布などの地域性から
事業所の参入が採算性・効率性の観点から進まない現状がある。
このため高齢者が住み慣れた家や地域で安心して生活を継続することができるよう

中山間地域当における適切な薬物治療の仕組みづくりを推進し
地域の実情に応じた医療の基盤づくりを支援する。

３.事業概要

平成28年11月～12月までの2カ月間、週1回の計7回（スケジュールはポスター参照）薬剤師が
相談役として「お薬健康ブース」を南相木村診療所内に設けて、飲んでいる薬の話や健康相談などを
行う。診療所の医師と連携することで服薬指導の精度も向上させ、患者さんの生活に沿った相談を受ける。
患者さん本人のことだけではなく、ご家族全体の相談にも対応し地域の健康レベル向上に努める。
15分程度のミニレクチャーも開催し、相談しやすい環境を作る。
午後は、診療所の在宅往診に同行し、在宅患者さんにも服薬指導を行う。また、ご家庭での残薬や

コンプライアンス低下で服薬がうまくいってないケースも関連職種と訪問し対応する。

恵明
テキストボックス
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お

南相木診療所

南相木村

お薬健康相談ブース

村民へ広報活動

医師・看護師

協同

・飲んでいる薬の服薬支援 ・健康相談

・介護用品、紙パンツなどの相談 ・家庭の衛生状態の相談

11月から12月末日まで計7回開催予定

在宅患者宅

医師・看護師と同行し
訪問

一般のご家庭

服薬困難者へ
地域の保健師やＣＭ
ヘルパーさんからの要望が
あれば同行訪問

・その他対応

相
談
者
・
診
療
所
・
行
政
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
シ
ー
ト
に
基
づ
く
今
回

の
事
業
の
成
果
を
回
収
し
、
今
後
の
展
開
に
繋
げ
て
い
く
。

南相木村「お薬健康相談ブース」全体像

送迎も考慮する

相談ブースだけでも来れるような配慮を行う毎回違う内容でミニレクチャーを行う。

（南相木村バス停）

（南相木村診療所入口）

恵明
テキストボックス

恵明
テキストボックス
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国際医療福祉大学大学院 公開シンポジウム
平成２８年１０月２３日

特定非営利活動法人 縁
豊里薬局 岩下 誠

がんと在宅医療
～地域包括ケアにおけるチーム連携～

「在宅患者訪問薬剤管理の実際と課題」

長野県南佐久郡5カ町村

面積 ５７９．８ K㎡

人口密度 ３３．３/K㎡

人口 高齢化率

長野県 ２１２万人 ２８．３

小海町 ４９３７ ３６．５

北相木村 ８３７ ３７．９

南相木村 １０６５ ３８．３

南牧村 ３４７７ ２６．９

川上村 ４７５６ ２４．６

（平成２５年１０月）

長野県南佐久郡5カ町村

病院・診療所

小海分院
小海診療所
国保診療所 ５か所
開業医 ２か所

国保診療所 ５か所 内訪問診療者数 １４０名
開業医 ２か所 内訪問診療者数 ４名
小海診療所 内訪問診療者数 １４０名

平成２５年４月～平成２６年１月までの６５歳以上死亡者数 １９４名
自宅で死亡 ３１％

長野県南佐久郡5カ町村 長野県南佐久郡5カ町村

５薬局あるが全薬局が個人経営であり、後継者問題がある。
薬局自体の高齢化が進んでいる。

在宅医療先進地区で薬局薬剤師が
地域医療にかかっていない

-45-

薬剤師視点の問題点
南佐久郡は２０５０年の日本と

呼ばれた限界集落モデル

それぞれの町村で
地域包括ケアシステムが完成している。

在宅死亡率も４０％を超えており日本の
在宅医療の目指す未来像がこの地域にある。
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目的及び事業
この法人は、中山間地域など過疎化が進む地域の人々に対して、医薬品を

安定・継続して供給する体制を構築するとともに、環境保全・災害対策及び地域
活性化に関する事業を行うことにより、地域の医療・福祉・介護・司法の連携を
増進し、活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
（１）保険、医療または福祉の増進を図る活動
（２）まちづくりの推進を図る活動
（３）環境保全を図る活動
（４）災害救援活動
（５）前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は救助の活動

この法人は、その目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
（１）保険薬局の運営事業
（２）薬剤師の育成支援事業
（３）関連専門職種の育成支援事業
（４）地域活性化支援事業
（５）環境保全に関する調査、分析及び資料の作成事業
（６）医薬品・非常食等の備蓄及び被災地への供給事業
（７）その他この法人の目的を達成するために必要な事業

特定非営利活動法人（NPO） 縁
えん

特定非営利活動法人に至った経緯

薬局の在り方 個人薬局とチェーン薬局

・薬学生と薬局現場・薬剤師と在宅医療

・医医薬薬分分業業・医医薬薬分分業業
・薬学生と薬局現場

特定非営利活動法人（NPO） 縁
えん

「薬剤師の必要性」に関して
国民目線のエビデンスの確立

「法人」としての地域貢献活動

として今後の課題・目標

NPO「縁」

「保険薬局」部門

薬学生の研修

薬剤師のスキルアップ

実地臨床研究

様々な職種によるフリーランス活動

地域健康づくり

環境保全 地域活性化

交流窓口

在宅医療 専門職種育成支援

専門職種支援

医療・介護・福祉・司法 連携
健やかに安心して暮らせるように

Ｍさん （75歳） 男性

主たる傷病 悪性胸膜中皮腫（右肺は中皮腫で機能不全・左肺は多発肺転移）
予後は数週間との予想

訪問開始時の薬剤
オキシコンチン２０ｍｇ 朝・夕食後 1回2錠
マグミット３３０ｍｇ 朝・昼・夕 食後
センノシド錠 寝る前 1回2錠
オキノーム散１０ｍｇ 疼痛時

家族背景 妻と未婚の娘と同居。娘は日中働きに出ている。

特記すべき留意事項
奥様は一見なんともないようだが
認知症がかなり進んでいるようなので薬の管理はしてもらえない。

医師の訪問指示書より抜粋 課題 誤解から生まれる軋轢課題 誤解から生まれる軋轢

「薬の管理ができていない」

「薬剤への理解不足」

他科受診していたので薬剤数は多いが状況に合わせて服薬できている

ネットなども活用し薬剤の理解を深め服用させている。

奥様が認知症の疑いがあるので下記の点に注意しながら訪問を

医療人としての薬剤師 商売としての薬局

二律背反

個 組織
商売としての薬局

医療人としての薬剤師

個

商売としての薬局

組織

非営利活動法人としての薬局
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課題 誤解から生まれる軋轢課題 誤解から生まれる軋轢

奥様

治る

医療を信頼しない

治らない

Ｍさん

終末期 回復期

患者や利用者 立派な人間

医療介護関係者

認識の違いから生まれる誤解

奥さんは認知症奥さんは認知症

民間治療否定的

訴訟問題まで発展する可能性

民間療法も混ぜて対応

奥様の人となりや考え方を関係者で把握し
奥様を交えて今後について話し合った。

患者扱いしない 人間として接する

在宅での積極的治療を行うが
病状の移り変わりは理解してもらう

患者ご家族を含めてチームとして
共通認識を持つ大切さを学んだ

課題 誤解から生まれる軋轢課題 誤解から生まれる軋轢

課題 薬剤等の制限がある中での取り組み（前半）

腹部から背部までの強い痛み

張った腹部が起こす便秘で常時唸ったような状態になってしまう。

当地域では無菌調剤室がない中で
それでも使える薬剤や方法の中でさまざまなパターンを検討

シリンジポンプを使った持続皮下注を開始
・サンドスタチン
・モルヒネ

状態の変化による薬剤量の変更や
感染防止の観点から1日分の払い出しで対応

薬局薬剤師と訪問看護が連携し土日を問わず、薬剤を提供し
医師に情報をフィードバックし、患者ご家族の意向に沿って対応した。

課題 薬剤等の制限がある中での取り組み（前半）

当地域では無菌調剤室がない中で
それでも使える薬剤や方法の中でさまざまなパターンを検討

・地域よって医療資源やソーシャルキャピタルは全く異なる。

・最高の質でしか最良にならないわけではない。

・制限がある中でも、十分に最良になりえる。

また最良ではなくとも患者、ご家族が満足、納得できるものであればいいのではなか。

地域の特性に沿った対応をすることが重要
地域包括ケアに沿った対応ともいえる。

地域格差による医療の質における課題

腹水による炎症や痛みは軽減し、一時は食事を少しとれるまでに回復した。

しかし、長くはもたずに最後の時は近くなる。

奥様の強い希望で、Ｍさんの痛みを最後はできる限り取ってほしいとの要望

セデーションをシリンジポンプを用いた皮下注射で開始
・ドルミカム （調剤薬局では保険適用外）
・セレネース （調剤薬局では保険適用外）

課題 薬剤等の制限がある中での取り組み（後半）

セデーションをシリンジポンプを用いた皮下注射で開始
・ドルミカム （調剤薬局では保険適用外）
・セレネース （調剤薬局では保険適用外）

課題 薬剤等の制限がある中での取り組み（後半）

・調剤薬局において保険適用になる薬品が院内とは違いかなり限られている現状。

・年々、使用出来る医薬品の数は増えてきてはいるがまだ万全ではない

・調剤薬局の現場では一番この部分で混乱してしまう。

・また、保険適用の関係で物資が提供できず致し方なく院内対応になり
薬局が最後まで患者様に訪問することがかなわないこともある。

保険適用外医薬品による課題
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社会保険研究所
「在宅で使う注射薬・特材リスト」より抜粋

課題 薬剤等の制限がある中での取り組み（後半）

セデーションを開始して2日後に亡くなったが
奥様から最後の二日間は家族でさまざまな話ができて本当によかったと言っていただく。

１事例からでも多くのことを学ぶことができる。
・コミュニケーションの重要性
・チーム連携
・地域包括ケアの中でどう対応するか
・保険適用問題

結語

地域医療は患者さんやご家族を下から横から支えて共に進んでいきます。

薬剤師もどこの地域でも患者さんを支えられ必要とされるように精進します。

地域と共に歩む医療者となれるように。

ご清聴ありがとうございました
Thank you for your attention

日本薬剤師会 地域・保険医療委員会 委員
長野県薬剤師会 介護保険委員会 委員長
佐久薬剤師会 在宅医療推進委員会 委員長
NPO法人 縁 理事長 岩下 誠

課題 薬剤等の制限がある中での取り組み（後半）

現場で実際に必要な医薬品を医師や薬剤師が
声を上げて伝えることで増えていく。
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（２）④ 一般社団法人福井県薬剤師会水仙薬局におけるかかりつけ薬剤師・薬局に

関する取組事例

１．はじめに

一般社団法人福井県薬剤師会水仙薬局は、福井市の東に位置する吉田郡永平寺

町にある福井大学附属病院の前にある。薬剤師は 8 名（パート 5 名を含む）で、処方

せんは1日平均100枚程度。処方せん受付のほとんどを占める福井大学附属病院か

ら、平成 23 年 3 月から臨床検査値表示院外処方せんを全国に先駆けて発行しており、

受付を開始してすでに 6 年目となる。

また、在宅業務については、無菌調剤室を有しているため、無菌調剤が必要な

HPN や PCA が必要な在宅緩和ケア症例を中心に実施している。また、会営薬局とい

う立場でもあり、無菌調剤室の共同利用の拠点としても機能している。

今回はかかりつけ薬剤師・かかりつけ薬局として「服薬カウンターで貢献できた事

例」と「在宅で貢献できた事例」の２事例を紹介する（参考スライド）。

事例１：「処方せんに表示された臨床検査値が服薬コンプライアンスの向上につなが

った事例」

２．ヒアリングでのポイント

① 患者とのコミュニケーションについて

服薬指導時に入手できる患者情報は、処方せん、薬剤管理記録、患者面談である

が、患者情報の質・量ともに限界があり、薬剤管理指導の質の向上の大きな障害に

なっている。新たな情報として処方せんに表示された臨床検査値を服薬指導に活用

している。

② 他職種との連携について

処方せんに表示されている臨床検査値を処方監査・疑義照会に活用している。

③ 薬学的管理・指導について

一包化を拒否されていたため、PTP での調剤・お渡しであったが、ﾜｰﾌｧﾘﾝに関する

PT-INR 値の大きなばらつきが認められ、服薬ノンコンプライアンスが考えられたため、

医師と相談して一包化調剤を行い、お薬を服用していただいた。
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④ 業務上の課題について（工夫の提案含む）

PTP での調剤を希望されていたが、処方せんに表示された臨床検査値のデータを

活用することで服薬ノンコンプライアンスの把握および服薬コンプライアンス向上に活

用している。

＜文献＞

「検査値の把握が服薬コンプライアンスの向上につながった事例

調剤と情報 Vol.22 No.1 19 2016

事例２ 在宅緩和ケアにおいて退院時共同カンファレンス情報が活用できた症例

２．ヒアリングでのポイント

① 患者とのコミュニケーションについて

在宅緩和ケアにおけるがん性疼痛コントロールおよびその他の症状は、訪問時、

面談により痛みの状況をモニタリングするとともに、疼痛シートを作成、ﾚｽｷｭｰ状況に

ついてもご家族に記載していただき、把握して活用している。

② 他職種との連携について

患者およびその家族に疼痛シートに記載していただくことはもちろんのこと、在宅主

治医、訪問看護師とも連携をとった。具体的には、在宅訪問報告書をはじめとして、

すべての職種が閲覧できるメーリングを作成して、医師からの相談内容や薬剤師か

らの処方提案などの意見交換を関与している様子を他の職種も把握できるようにし

た。

③ 薬学的管理・指導について

・ 福井県薬剤師会が作成したお薬カレンダーを活用

・ 残薬も毎回確認し、次回の処方に反映した

・ レスキュードーズに関しては疼痛シートに記載していただき、状況を把握

＜文献＞

事例で学ぶ在宅患者ケアのこつ

退院時共同指導カンファレンスに参加して訪問薬剤管理指導の質を上げよう！

調剤と情報 .Vol.18 No5 73(721) 2012



一般社団法人福井県薬剤師会

研修教育室 室長 木村 嘉明

「かかりつけ薬剤師の本質的業務と

機能強化のための調査研究」

日時：平成29年2月2日（木）15:00～
場所：東京理科大学 森戸記念館

平成28年度厚生労働科学特別研究事業

「処方せんに表示された臨床検査値が服薬
コンプライアンスの向上につながった事例」

提出事例１

服薬カウンターにおけるかかりつけ薬剤師業務

添付資料
「検査値の把握が服薬コンプライアンスの向上につながった事例」

調剤と情報 第22巻 第1号 19 2016

「医薬品情報＋患者情報」の入手・管理がポイント
患者情報の入手：処方箋・薬剤管理指導記録・患者面談が主

患者情報の質・量ともに限界

➡薬剤管理指導の質の向上の大きな壁

保険薬局における医薬品を適正に使用

病院が発行した検査値シートは閲覧可能！
↓
しかし、

薬局薬剤師のコミュニケーション不足や業務
の煩雑さから閲覧は現実には困難

患者さんの臨床検査値情報を入手するには？

➡薬局薬剤師による患者の検査値情報の
入手は容易ではない

≪従 来≫

平成23年3月より

処方箋に

臨床検査値表示

保険薬局 ●医薬品情報
（医薬品適正使用のために） ●患者情報の入手・管理

・処方箋
・薬剤管理指導記録
・患者面談

記録

処方箋

面談

患者情報の質・量ともに限界

薬剤管理指導の質の向上に大きな壁

臨床検査値表示処方せん例

基本臨床検査値
13項目

薬剤個別検査値

禁忌薬＋注意薬

京大病院と異なる点 CRPではなくAｌｂ

千葉大学形式 基本＋薬剤個別

恵明
テキストボックス
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処方せんに検査値表示の意義！

薬剤師による副作用の早期発見
医師への疑義照会へ活用

調剤・処方監査・服薬指導時の質が向上！

 効果・副作用のモニタリング
血糖値・HbA1ｃなど治療効果の確認
重篤な副作用を生じる薬剤の臨床検査値による確認

 処方設計への関与
腎機能や肝機能低下などによる服用量の調節
外来化学療法中における骨髄抑制・肝機能・腎機能

 その他
服薬管理への活用

検査値情報活用事例の背景

0

5

10

15

20

25

男性
64%

女性
36%

症例数 男性 女性

６１名 ３９名 ２２名
検
査
値
活
用
の
症
例
数

期間 平成23年3月～平成24年5月中旬

活用した臨床検査値の頻度と割合

0

5

10

15

20

25

30

PT-INR
32%

Cr
17%

K
15%

ALT
10%

CK
8%

WBC
7%

AST
7%

PLT
3%

Hb-A1ｃ

1%

期間 平成23年3月～平成24年5月中旬

計70件

効果確認

30%

副作用確認

56%

処方設計

11%

その他

3%

疑義照会に至った事例 計3件 処方設計2件と副作用１件

内容別の臨床検査値の活用割合

臨床検査値 主な活用事例

PT-INR ワルファリンカリウムの効果および副作用を確認後、服薬指導に活用

Cｒ
腎機能低下時における用量調節に関する処方鑑査

例 アロプリノール錠、レボフロキサシン錠TM

K 高カリウム血症改善剤の効果確認および服薬指導に活用
例 ポリスチレンスルホン酸カルシウム散

ALT
AST

薬剤性肝障害の副作用確認及び服薬指導に活用
例 チクロピジン錠、メソトレキセートカプセル

テガフール・ウラシル配合カプセル・ホリナート錠併用

CK
横紋筋融解症の副作用確認

例 プラバスタチン錠、アトルバスタチン錠、ビタバスタチン錠、フルバスタチン錠、
アトルバスタチン錠・ベザフィブラート錠併用

WBC
Plt

骨髄抑制の副作用確認
例 スニチニブカプセル、メソトレキセートカプセル

テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウムカプセル
テガフール・ウラシル配合カプセル・ホリナート錠併用

HｂA1c 糖尿病治療剤の効果確認
例 グリメピリド錠

臨床検査値を活用した主な事例

ワーファリン投与量継続にもかかわらず
PT-INRが極端な上昇を示していたが

一包化薬での服用で推移が安定した症例

臨床検査値の活用事例

服薬ノンコンプライアンスへの活用

恵明
テキストボックス
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症例の当日処方内容とPT-INR値

Rp ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄ配合錠

ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠5mg
ﾊｰﾌｼﾞｺﾞｷｼﾝKY0.125mg
ｱｸﾄｽ錠 15mg
ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠5mg
ﾈｼｰﾅ錠25mg
ｸﾚｽﾄｰﾙ錠 1錠

Rｐ ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg
ﾜﾙﾌｧﾘﾝK錠0.5ｍｇ

Rp ｱﾏﾘｰﾙ錠1mg
Rp ﾜｿﾗﾝ錠40ｍｇ 3錠

１錠

１錠

１錠

１錠

１錠

１錠

１錠

1日1回 朝食後 36日分

1日1回 夕食後 36日分

1日1回 夕食後 34日分

2錠

1.5錠

2錠

3錠

1日2回 朝夕食後 36日分

1日3回毎食後 36日分

女性 70歳代 病名 心房細動 認知症 糖尿病

PT-INR値
3.46

ワーファリン
1日2.75mg

本日、ワーファリン2.75mg/日投与で
あったがPT-INRが、3.46と高い値であっ
たため、ワーファリン減量を提案

ワーファリン（2.75mg/日）を2回分服用した
可能性を考え、減量はせず、2日間休薬後
再開する予定

医師からの回答

3.46

2.14

1.76

1.661.68

2.182.14

2.48

2.36

3.05

1.38

2.99

2.33

2.65

1.79

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

ワーファリン1日処方量とPT-INR値の推移

PT-INR値

来局年月日

ワーファリン
1日処方量
（ｍｇ／日） 3mg 2.75mg 3mg 2.75mg

70歳以上PT-INR1.6～2.6

2日間休薬

PT-INR値は電子薬歴に記憶されたデータを使用

ワーファリン1日処方量とPT-INR値 １

PT-INR値

ワーファリン1日処方量（mg）

70歳以上PT-INR1.6～2.6

PT-INR値上昇の要因分析

１ ワーファリン投与量の増量
２ 相互作用の可能性

医薬品-医薬品
医薬品-食物・健康食品

３ 個体内変動
４ 服薬コンプライアンス
５ その他

PT-INRが高値となる（＝PTが延長する）疾患
１）ビタミンK欠乏症
2）肝不全（肝硬変、劇症肝炎、慢性肝炎など）
3）凝固第VII、X、V因子、プロトロンビン（＝凝固第II因子）

フィブリノゲン（＝凝固第I因子）の欠損症
4）食事摂取 疾病等によるビタミンK不足

→処方継続

→他院処方なし
→特に摂取なし
→可能性は低い

当日の症例の処方内容とPT-INR値

Rp ﾌﾟﾚﾐﾈﾝﾄ配合錠

ﾉﾙﾊﾞｽｸ錠5mg
ﾊｰﾌｼﾞｺﾞｷｼﾝKY0.125mg
ｱｸﾄｽ錠 15mg
ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠5mg
ﾈｼｰﾅ錠25mg
ｸﾚｽﾄｰﾙ錠 1錠

Rｐ ﾜｰﾌｧﾘﾝ錠1mg
ﾜﾙﾌｧﾘﾝK錠0.5ｍｇ

Rp ｱﾏﾘｰﾙ錠1mg
Rp ﾜｿﾗﾝ錠40ｍｇ 3錠

１錠

１錠

１錠

１錠

１錠

１錠

１錠

1日1回 朝食後 36日分

1日1回 夕食後 36日分

1日1回 夕食後 34日分

2錠

1.5錠

2錠

3錠

1日2回 朝夕食後 36日分

1日3回毎食後 36日分

女性 70歳代

PT-INR値
3.46

ワーファリン
1日2.75mg

7か月前より服用開始

恵明
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3.46

2.14

1.76

1.661.68

2.182.14

2.48

2.36

3.05

1.38

2.99

2.33

2.65

1.79

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

ワーファリン1日処方量とPT-INR値の推移

PT-INR値

来局年月日

ワーファリン
1日処方量
（ｍｇ／日） 3mg 2.75mg 3mg 2.75mg

70歳以上PT-INR1.6～2.6

2日間休薬

ｱﾘｾﾌﾟﾄD錠

PT-INR値上昇の要因分析

１ ワーファリン投与量の増量 →処方継続
２ 相互作用の可能性

医薬品-医薬品 →他院処方なし
医薬品-食物・健康食品 →摂取とくになし

３ 個体内変動 →可能性は低い
４ 服薬コンプライアンス
５ その他

PT-INRが高値となる（＝PTが延長する）疾患
１）ビタミンK欠乏症
３）肝不全（肝硬変、劇症肝炎、慢性肝炎など）
４）凝固第VII、X、V因子、プロトロンビン（＝凝固第II因子）

フィブリノゲン（＝凝固第I因子）の欠損症

認知症の進行？

服薬情報提供書（トレーシングレポート）

担当医 神経内科 医師

所見
本日、PT-INRが３．４６と高い値であったため疑義照会をさせ

ていただきました。ワーファリン（2.75mg/日）を2回分服用した
可能性を考え、2日間休養して再開する旨の回答をいただき
ました。

薬剤師としての提案事項

相互作用の可能性も否定はできませんが、まず、患者様に
正確な服薬をしていただくために、次回より、一包化薬にして
みてはどうでしょうか？

ワーファリン３ｍｇ/日服用中 PT-INR値 ２．９９、３．０５

医師からの回答

□ 報告内容を確認しました。
■ 次回から提案通りの内容に変更します
□ 提案の意図は理解しましたが、現状のまま継続し

経過観察します。
□ 提案の内容を考慮し、以下のように対応します。

次回以降の処方を確認するとともに、服薬状況の把握
およびPT-INR値の推移を観察していくことが必要

PT-INR値に対する一包化の影響 ２

ワーファリン1日処方量（mg）

2.99

2.75 2.51
2.82

2.49

2.25

3.07

2.85

3.46

2.14

1.76
1.661.68

2.18
2.14

2.48
2.36

3.05

1.38

2.99

2.33

2.65

1.79

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

2.5 2.75 3 3.252.75mg 2.75mｇ 3.0 mg
一包化無し 一包化あり 一包化無し

PT-INR値

一包化調剤以降、約1年間経過

極端な高値

処方状況 平均値

2.75mg
一包化無し

1.72

2.75mg
一包化有り

2.72

3.0mg
一包化無し

2.44

PT-INR値上昇の要因分析

１ ワーファリン投与量の増量 →処方継続
２ 相互作用の可能性

医薬品-医薬品 →他院処方なし
医薬品-食物・健康食品 →摂取とくになし

３ 個体内変動 →可能性は低い
４ 服薬コンプライアンス
５ その他

PT-INRが高値となる（＝PTが延長する）疾患
１）ビタミンK欠乏症
３）肝不全（肝硬変、劇症肝炎、慢性肝炎など）
４）凝固第VII、X、V因子、プロトロンビン（＝凝固第II因子）

フィブリノゲン（＝凝固第I因子）の欠損症

認知症の進行？
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小 括

１ 今回、ワーファリン投与量継続にもかかわらず、PT-
INR値が極端な上昇を示した症例について報告した。

２ その原因は、服薬ノンコンプライアンス（ワーファリン
の2回分の服用）が考えられた。

３ 対応として、医師に「薬の一包化」を提案した結果、
PT-INR値は安定した推移となった。

４ 本症例は、処方せんに添付された臨床検査値が、
薬局において患者の服薬状況の把握のみならず、
服薬状況の改善に活用できる可能性を示唆している。

臨床検査値を受けるにあたり

薬局薬剤師（薬剤師会）として

何をするか？
①臨床検査値を読む！

②把握した臨床検査値情報を
薬学的管理に活用する！

知識の充実と技能の習得！

（個人＆薬剤師会）

臨床検査値活用のために実施したスキルアップセミナー

計3回実施

研修会開催によるスキルアップ

福井県薬剤師会ホームページ おくすり相談Q&A No33

福井県薬剤師会がHPに掲載した臨床検査値活用事例

臨床検査値を活用するための情報共有

最近、処方箋に臨床検査値を表示する基幹病院が増えて
きた。また、ITを活用した臨床検査値等の把握も可能となっ

ている。さらに、保険薬局でも検体測定室を開設できるよう
になった。

今後、薬局薬剤師は、臨床検査値を入手した後、他職種と
同様、検査値を読む力を修得することはもちろんのこと、今

後、臨床検査値を薬学的視点でどのように活用できるのか
を考えていかなければならない。

しかしながら、現在、薬局薬剤師は臨床検査値情報を最大

限に有効活用できているとは言い難く、かかりつけ薬剤師と

して臨床検査値を業務に処方監査、効果・副作用モニタリン
グ、服薬指導等に責任を持って活用できる薬局薬剤師のス
キルアップ・薬局の環境整備が必要と考える。

最後に
Ｙ．Ｋ

在宅緩和ケアにおいて退院時共同カンファ
レンス情報が活用できた症例

提出事例２

添付資料

事例で学ぶ在宅患者ケアのこつ
退院時共同指導カンファレンスに参加して訪問薬剤管理指導

の質を上げよう！
調剤と情報 .Vol.18 No5 73(721) 2012

在宅緩和ケアにおけるかかりつけ薬剤師業務
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Ｙ．Ｋ

薬剤管理指導

急性期対応病院

在宅医療の地域ネットワーク

6

訪問看護

紹介

在宅療養支援診療所

包括支援センター・介護事業所

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

訪問 診療
保

険

薬

局

連携

後方支援

患者宅（ご本人・ご家族）

介護福祉 サービス

地域連携支援室

退院時共同カファレンス

病 院
医 師
薬剤師
看護師

在 宅
医 師
薬剤師
看護師
ケ ア マ ネ

ジ ャ ー

そ の 他

患
者

＋
家族

地域がん拠点病院

その他の職種
ヘルパー・ＯＴ・ＰＴ・ＳＴ
介護サービス提供者 など

Ｙ．Ｋ

退院時共同カンファレンス

病 院
地域連携

室

医 師
薬剤師

看護師

在 宅
医 師
薬剤師

看護師
ケアマネジャー
福祉用具ﾒｰｶｰ

その他

患者
（患者）
家族の

み

退院時共同指導ｶﾝﾌｧﾚﾝｽから得られた患者情報
に基づいた訪問薬剤管理指導Problem List作成

提供資料（主治医・患者の許可）

退院時共同カンファレンス記録

薬剤管理指導業務記録

その他

Ｙ．Ｋ

大往生・天寿を全う

歩けない（通院困難）

認知の低下

飲めない

疼痛出現

穏やかに

血圧意識レベルの低下

訪問薬剤指導の開始

服薬管理（一包化・お薬ｶﾚﾝﾀﾞｰ）・服薬指導

栄養管理（経腸栄養、中心静脈栄養）

服薬支援（粉末化・簡易懸濁法

疼痛管理・副作用対策・麻薬管理後期高齢者の1/3はガン

11

食べられない

処方 抗ガン剤・麻薬

夜間・休日の緊急対応

麻薬副作用対策

薬

剤

師

の

関

わ

り

Ｙ．Ｋ

①患者情報の収集と共有
②治療（ケア）方針の共有
③薬剤師の専門性の発揮
④境界領域での相互協力

Ｙ．Ｋ

症例 60代男性、下咽頭癌

200X     年8月 下咽頭頭頚部食道摘出術+遊離空腸再建術施行

200X+1年5月 外来通院 水仙薬局で対応 ｵﾋﾟｵｲﾄﾞﾛｰﾃｰｼｮﾝ

200X+1年9月 右頚部再発 放射線化学療法施行

200X+1年10月 外来通院 水仙薬局で対応 ｵﾋﾟｵｲﾄﾞﾛｰﾃｰｼｮﾝ

200X+2年3月 ｵﾋﾟｵｲﾄﾞﾛｰﾃｰｼｮﾝ（ｵｷｼｺﾝﾁﾝ、ﾃﾞｭﾛﾃｯﾌﾟMTパッチ→ﾓﾙﾋﾈ）

200X+2年4月 鎖骨下CVポート、腸ろう増設
退院時共同カンファレンス

5月上旬に退院
7月上旬に看取り
在宅療養約2カ月

通院（かかりつけ薬局）⇒入退院⇒在宅療養

Ｙ．Ｋ

退院時共同指導ｶﾝﾌｧﾚﾝｽから得られた患者情報
に基づいて作成した訪問薬剤管理指導Problem List

＃内服困難
食道摘出術及び空腸再建術施行 嚥下障害

＃経管ﾁｭｰﾌﾞからの薬剤投与 入院時、４回チューブ閉塞
＃経腸栄養
＃癌性疼痛

顔面（鼻周囲）に 突出痛
＃ｵﾋﾟｵｲﾄﾞﾛｰﾃｰｼｮﾝによるﾓﾙﾋﾈ投与

デュロテップＭＴパッチ 29.4mg /72hr で疼痛コントロール不良
薬剤部にて血中ﾌｪﾝﾀﾆﾙ濃度を測定した結果、吸収不良とのデータあり
オキシコンチンにて尿閉

＃ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ増量への不安
モルペス細粒１日360㎎まで増量した際、尿閉と眠気出現
退院時、モルペス細粒 １日300㎎ ほぼ良好にコントロール

＃ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ副作用
便秘にてﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ液１日１本 2-3に1回排便あり

＃けいれん 検査の結果、脳転移はない
＃オピオイド以外の副作用歴

処方変更の都度、たくさんの副作用症状が出現
ＴＳ－１＋ボルタレン錠で全身湿疹出現 ロキソニン錠単独処方はＯＫ

＃口腔内出血 今後予想される症状のひとつ

筆談

恵明
テキストボックス

恵明
テキストボックス

恵明
テキストボックス
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Ｙ．Ｋ

ﾁﾗｰｼﾞﾝS錠50 2錠

ｱﾑﾛｼﾞﾝOD錠2.5㎎ 2錠

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg 3錠

ｱﾙﾌｧﾛｰﾙ内服液 0.5μg/ml      6ml

朝食後

ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠8㎎ 1錠 夕食後

乳酸ｶﾙｼｳﾑ ４g 毎食後

ｴﾝｼｭｱH 250ml缶 ５缶

ﾓﾙﾍﾟｽ細粒6％ 30mg包 10包 8時 20時 →定期投与

ｱﾝﾍﾟｯｸ坐剤30mg 10個 （痛い時） →ﾚｽｷｭｰﾄﾞｰｽﾞ

ﾗｷｿﾍﾞﾛﾝ液 0.75％10ml瓶 1日１回 14本

新ﾚｼｶﾙﾎﾞﾝ坐剤 10個 （便秘時）

退院時処方

粉砕

粉砕

粉砕

液剤

粉砕

散剤

Ｙ．Ｋ

錠剤はすべて粉砕指示
ﾁﾗｰｼﾞﾝS錠50 2錠 ｱﾑﾛｼﾞﾝOD錠2.5㎎ 2錠

ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠0.5mg 3錠 ﾌﾞﾛﾌﾟﾚｽ錠8㎎ 1錠

＃内服困難
食道摘出術及び空腸再建術施行 嚥下障害

＃経管ﾁｭｰﾌﾞからの薬剤投与 入院時、４回チューブ閉塞

薬剤投与
ﾁｭｰﾌﾞ閉塞を避けるため①液剤や坐剤を優先

②投与内容量を少なくする工夫をした

退院以降の処方
ﾅｳｾﾞﾘﾝ坐剤、ｵﾌﾟｿ内服液
ﾛｷｿﾆﾝ錠 細粒ではなく錠剤粉砕
ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠0.5mg 1mg 細粒ではなく錠剤粉砕
ｸﾗﾋﾞｯﾄ錠500mg 細粒ではなく錠剤粉砕
ﾉﾊﾞﾐﾝ錠 2錠寝る前 粉砕 処方支援

Ｙ．Ｋ

その他の服薬管理・支援に関する工夫

薬剤セット後 1週間後

服薬管理・支援を意識した記録様式

残薬状況が報告できる形式を作成服薬状況が一目でわかる！

Ｙ．Ｋ

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

ｵﾌﾟｿ内服液

ｱﾝﾍﾟｯｸ坐剤

0

1

2

3

4

定期投与
ﾓﾙﾍﾟｽ細粒6％

癌性疼痛に関する薬物療法の流れ1

在宅療養
日数

１

日

投

与

量

（
㎎
）

ﾚｽｷｭｰﾄﾞｰｽﾞ

回数 /日

奥様が
記載

Ｙ．Ｋ

＃ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ増量への不安

モルペス細粒１日360㎎まで増量した際、尿閉と眠気出現

退院時、モルペス細粒１日300㎎に減量で ほぼ良好にコントロール

＃オピオイド以外の副作用歴

ＴＳ－１＋ボルタレン錠で全身湿疹出現 ロキソニン錠単独処方はＯＫ

通常、痛みが増強した場合には、

頓用（ﾚｽｷｭｰーﾄﾞｰｽﾞ）で対応

オプソ内服液10㎎＋アンペック坐剤30㎎
→次の処方は
定期ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ量を増量することが基本

モルペス細粒6%

①ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ増量については、在宅主治医と訪問薬剤師から
十分な説明を行い、不安を除いた

③痛み増強時、副作用が生じたﾓﾙﾋﾈ１日量360
mgを超えた投与量を提案した際

在宅スタッフにﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ（尿閉・眠気）を依頼

②ｵﾋﾟｵｲﾄﾞ以外の痛み止めはﾛｷｿﾆﾝを併用すること。

Ｙ．Ｋ

0

100

200

300

400

500

600

700

ｵﾌﾟｿ内服液

ｱﾝﾍﾟｯｸ坐剤

定期投与
ﾓﾙﾍﾟｽ細粒6％

癌性疼痛に関する薬物療法の流れ2

在宅療養
日数

ﾓﾙﾋﾈ

360ｍｇ／日

１

日

投

与

量

（
㎎
）

ﾚｽｷｭｰﾄﾞｰｽﾞ

回数 /日

ﾛｷｿﾆﾝ錠 2錠分２

0

5

10 痛み増強

恵明
テキストボックス
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Ｙ．Ｋ

＃癌性疼痛 顔面（鼻周囲）に 突出痛
＃ｵﾋﾟｵｲﾄﾞﾛｰﾃｰｼｮﾝによるﾓﾙﾋﾈ投与

デュロテップＭＴパッチ 29.4mg /72hr で疼痛コントロール不良
薬剤部：血中ﾌｪﾝﾀﾆﾙ濃度を測定した結果、吸収不良とのデータあり
オキシコンチンにて尿閉

痛み増強
↓
在宅主治医から
ｵﾋﾟｵｲﾄﾞﾛｰﾃｰｼｮﾝ

について相談

主治医、副主治医、訪問看護師、薬局薬剤師

在宅主治医

在宅チーム
メールアドレス登録

day30

Ｙ．Ｋ

痛み増強時、在宅主治医からｵﾋﾟｵｲﾄﾞﾛｰﾃｰｼｮﾝについて相談

カンファレンス情報

＃ｵﾋﾟｵｲﾄﾞﾛｰﾃｰｼｮﾝによるﾓﾙﾋﾈ投与

①デュロテップＭＴパッチ 29.4mg /72hr で疼痛コントロール不良

②薬剤部にて血中ﾌｪﾝﾀﾆﾙ濃度を測定した結果、吸収不良

③オキシコンチンにて尿閉

ﾓﾙﾋﾈ継続
増量を提案

原因疾患(ミオクローヌスてんかんなど） ⇒薬物の治療
オピオイド誘発性ミオクローヌス ⇒処方の変更

ミオクローヌス（myoclonus）
自分の意志とは無関係な運動を起こす不随意運動の一つ
→一つあるいは複数の筋肉が同時に素早く収縮

全身あるいは特定の部位にだけ起こる場合がある
例 手足のミオクローヌスも睡眠中に起こすことがある

対症療法
薬物療法 髄液GABA濃度が低下→GABA賦活薬の使用

クロナゼパム・ミダゾラム・ニトラゼパムなどが有効な場合があり

その他 オピオイドローテーションを検討

ピク ピク

ピク ピク

＃けいれん 検査の結果、脳転移はない！

担当病院薬剤師に確認

①けいれんの原因 ⇒ﾓﾙﾋﾈによるミオクローヌスについては未検討
②けいれんに対して薬物療法はなし

抗てんかん薬ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙを併用を提案

Ｙ．Ｋ

主治医、副主治医、訪問看護師、薬局薬剤師

在宅主治医

メール配信により
主治医の方針が
スタッフへ周知

Ｙ．Ｋ

0

5

10

ﾚｽｷｭｰﾄﾞｰｽﾞ
回数 /日

ﾛｷｿﾆﾝ錠 2錠分２

0

100

200

300

400

500

600

700

ｵﾌﾟｿ内服液

ｱﾝﾍﾟｯｸ坐剤

定期投与

ﾓﾙﾍﾟｽ細粒6％

0

1

2

3

ﾘﾎﾞﾄﾘｰﾙ錠

１

日

投

与

量

（
㎎
）

360ｍｇ／日

癌性疼痛に関する薬物療法の流れ3

ﾓﾙﾋﾈ

けいれん症状 （＋） （＋）

痛み増強

在宅療養
日数

永
眠

（－） （－）

永
眠
さ
れ
る
ま
で
の
20
日
前
後
は
穏
や
か
に
過
ご
さ
れ
た
！

Ｙ．Ｋ

全人的痛み（トータルペイン）

ー痛みの認知に影響する諸因子ー

身体的苦痛
痛み
他の身体症状
日常生活動作の支障

身体的苦痛
痛み
他の身体症状
日常生活動作の支障

精神的苦痛
不安 恐れ

いらだち うつ状態

孤独感 怒り

精神的苦痛
不安 恐れ

いらだち うつ状態

孤独感 怒り

社会的苦痛
仕事上の問題

経済上の問題
家庭内の問題

人間関係
遺産相続

社会的苦痛
仕事上の問題

経済上の問題
家庭内の問題

人間関係
遺産相続

スピリチュアルペイン
人生の意味への問い

苦しみの意味
神の存在の追及 罪の意識
価値体系の変化 死の恐怖

生死観に対する悩み

スピリチュアルペイン
人生の意味への問い

苦しみの意味
神の存在の追及 罪の意識
価値体系の変化 死の恐怖

生死観に対する悩み

全人的苦痛
(total pain)

恵明
テキストボックス
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Ｙ．Ｋ

薬剤管理指導

急性期対応病院

訪問看護

紹介

在宅療養支援診療所

包括支援センター・介護事業所

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

訪問 診療

保

険

薬

局 患者宅（ご本人・ご家族）

介護福祉 サービス

地域連携支援室

地域がん拠点病院

その他の職種
ヘルパー・ＯＴ・ＰＴ・ＳＴ
介護サービス提供者 など

退院時共同カファレンス

病 院
医 師
薬剤師
看護師
緩 和 ケ ア

チ ー ム

在 宅
医 師

薬 剤 師

看 護 師
ケ ア マ ネ ジャー

そ の 他

患者

＋

家族

それぞれの職種・施設が
専門性を実践・連携することが
ＱＯＬ向上の重要な鍵となる！

福
井
県
薬
剤
師
会

薬
事
情
報
セ
ン
タ
ー

医薬品情報の提供
薬学的介入の協議
在宅緩和ケア研修 など

Ｙ．Ｋ

地 域

在宅療養支援診療所
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
包括支援ｾﾝﾀｰ
介護事業所
保険薬局

その他

病 院

地域支援室
病棟（医師看護師薬剤師）

薬剤部

栄養部
理学療法部
その他

チーム医療

情
報

情
報

情
報

地域支援室
ｹｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ﾍﾙﾊﾟｰ 他

在宅医療に関する多職種連携の課題

病院と地域スタッフ間の強固で綿密な連携体制も必要！

Ｙ．Ｋ

大切な場所で

大切な人と

大切な時間を

過ごす！

在宅緩和ケアの本質！
Ｙ．Ｋ

地域包括ケアシステムにおけるかかりつけ薬剤師・薬局の役割

24時間対応・在宅対応

医療機関等との連携

服薬指導に関する

一元的・継続的管理

かかりつけ薬剤師

恵明
テキストボックス
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（２）⑤ トライアドジャパン株式会社かもめ薬局（神奈川県相模原市）における在宅医

療及び一般外来での取組事例 
 
１．はじめに 
 トライアドジャパン株式会社は神奈川県相模原市に本社を置き、かもめ薬局を

屋号とし、神奈川県を中心に、東京都や埼玉県に 25 店舗展開している。 
 2002 年に神奈川の店舗に無菌調剤室を設置し、地域の在宅患者の訪問に携わり

はじめた。2009 年からは社内に在宅専門チームを立ち上げ、訪問エリアを広げ、

現在は個人在宅患者及び施設患者、合計約 3800 名をサポートしている。在宅専

門チーム（薬剤師 24 名）は、調剤業務は店舗スタッフに任せ、患者宅や施設を

訪問し、服薬管理・支援を専門に行っている。 
 また精神科医師との連携にも力を入れていることが弊社の特徴の一つであり、

精神科受診患者数は多い。 
 
２．ヒアリングでのポイント 
① 患者とのコミュニケーションについて 

《在宅の場合》 
訪問前に看護師・ケアマネ等と連絡を取ることを原則としている。その際、患者さん

や家族のキャラクターなどを確認できる範囲でチェックしている（具体的に「こだわりが

強い」「不安が強い」「細かい」「ネガティブ」「患者さんと家族の関係性」等）。 
必ずしも薬剤師の訪問を積極的に受け入れてくれる患者・患者家族ばかりでは無い

ので、事前情報に加え、実際に会ってから患者さんへの指導方法や信頼関係構築の

ためのアプローチを考察している。またターミナル患者に関しては、患者家族のスピリ

チュアルケアにも配慮し、患者さんとは別の場所で聞き取りや指導を行ったりする工夫

もしている。 
《一般外来の場合》 
精神疾患患者では薬局の窓口対応であるため、患者の希望により、ゆっくり話せる

環境（相談コーナー、予約制など）を一部導入している。 
電子薬歴情報をスマホやタブレットから確認できるソフトをレセコンに搭載することに

より、かかりつけ薬剤師はどこにいても患者情報を確認しながら、24 時間対応できる

体制整備に取り組んでいる（一部店舗でトライアル中）。 
 

② 他職種との連携について 
《在宅の場合》 
〇自宅での申し送りノートへ記載し、多職種間で情報共有。 
〇各職種の訪問スケジュールを確認し、薬の変更時など不定期に他職種のサービ
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ス時間に合わせて訪問。直接看護師やケアマネ、ヘルパーへ指導や申し送りを行

ったりしている。 
〇往診同行、担当者会議、退院時カンファレンスへの参加。 
〇食事・睡眠・排泄や ADL のささいな変化やイベントについて、薬の副作用との関

連を疑うため、それらの情報を他職種から集めることを意識している。 
他職種との連携手段は、メール会議なども利用されることもあるが、時間が許せば、

やはり face to face が正確で密度の濃いものとなる。 
 

       具体例 
例１） お薬ケースに訪問看護師と薬剤師が毎週交互に訪問しセット 
例２） お薬カレンダーを「めくる」作業を訪問ヘルパーに依頼 
例３） 独居患者にピロリ除菌薬が処方され、ケアマネと調整しケアプランを変更 
例４） オピオイドローテーションのスケジューリングを医師から一任され、訪問看護

師と打ち合わせしながら予定を作成し、ローテーション施行 
例５） ヘルパーなどのスタッフが与薬やケアサービスすると拒否が見られる認知症

患者に対し、ケアする方法を提案 
例６） 独居の認知症高齢者で医師、ケアマネに相談し、服用時点を 1 日 1 回に集

約させて、デイケアあるいはヘルパーの訪問時間に服薬できるように調整 
 

③ 薬学的管理・指導について 
《在宅の場合》 
仮に医師がその患者の療養のために最善と思われる薬剤を処方しても、在宅療養

の場合、自宅環境、患者本人や介護力の問題、入居施設の方針・ルールなどの理由

でその薬剤の服用に制約が発生してしまう事例も少なくない。「代替薬の処方提案」

「剤形変更」「服用回数を減らす（処方提案）」・「服用タイミングの変更（指導）」など、

処方設計への助言により適切な服薬を担保すべく努めている。 
 患者情報の管理は訪問薬局支援システム「P-PASS」利用し、タブレット端末

で薬剤師同士の情報共有を可能としている。このシステムを利用することで、

一人の患者（施設）に対して、メイン、サブの管理体制を持たせ、24 時間対応

を可能としている。 
また医療用麻薬については、弊社独自の「医療用麻薬チェックシート」を用いて服

薬指導を行い、服薬管理の漏れを防ぐように努めている。 
 
④ 業務上の課題について（工夫の提案含む） 
〇介護力の無い患者（独居・実質独居）、介護力の弱い患者（老老介護・認認介護）、

特定の疾患の患者（認知症・精神疾患）は、それぞれ服薬管理・服薬指導・服薬支援な
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どに困難を呈する。 

➠服薬管理をシンプルにする方法の一つとして一包化調剤があり、さらに服薬時点を

わかりやすくするため、色線を引くなどしているが、現状では線の色が病院や施設ごと

に異なっている。薬剤師として煩雑であるだけでなく、患者の服薬ミスにもつながる可

能性があるので、全国的に統一できないものか。 

➠訪問間隔が居宅算定要件の「中６日」では管理不十分となる場合、訪問回数を増や

しているが、サービスとなってしまうため、条件により算定を増やせないものか。 
 
〇緩和ケアの場合、医療用麻薬は入院中に導入されているものの、ローテーション（内

服から経皮、経皮から静注）の施行や終末期では全身管理も含め、ほぼ毎日の訪問を

必要とする事例がある。人為的な余裕がない薬局では緩和ケアには対応できず、かか

りつけ薬局から患者対応が回ってくることがある。また患者が亡くなることにより麻薬の

処方が止まり、期限切れの医薬品量も増えている。 

➠かかりつけ薬剤師の本質的な機能が果たされないことになる。近隣薬局との連携を

図るなどの手段はないものか。 
 
〇薬薬連携の不十分 
入院を挟んで退院後薬剤が変わると、「なぜその薬剤が中止や減量になったのか？」

「入院中の処方の変更点」など入院中の「薬歴」を知るすべが無いため薬剤師の「薬歴

管理」に空白ができてしまう。 

➠入院中の患者情報の共有方法や手段は無いか？また逆に病院薬剤部が院外（在

宅）の現場を理解する機会は無いか？ 
 
〇医療情報の共有 
精神疾患患者に対しては、医薬品の適応外使用が他科より多い。診断名や検査デー

タなどの医療情報を確認できないまま服薬指導していると医師との説明の食い違いが

発生する可能性がある。 

➠検査値や処方内容を電子化（保険証などに入れる）し、情報開示できるシステム構

築が望まれる。 
 
〇居宅療養契約や会計など患家での事務作業に割く時間も多く、薬剤師本来の業務

の時間が短くなってしまう。 

➠在宅のアシスタント・在宅クラークのような職種があれば移動（運転）・契約・訪問準

備や自宅でのサポートなど薬剤師の業務と線引きして行えるのではないか？ 
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厚生労働科学研究費補助金（厚生労働科学特別研究事業） 

分担研究報告書 

 

 

薬局ビジョンの指標探索と実績評価手法に関する研究 

分担研究者 鹿村 恵明  東京理科大学薬学部教授 

 

研究要旨 

我が国においては、国民の医療の質的向上を図ることを目的として、これまで医薬分業

が推進され、薬局における処方箋受取率（医薬分業率）は増加し続けてきたが、その一方

で、医薬分業のメリットが国民に感じられない等の指摘もなされている。こうした中、規

制改革実行計画（平成27年6月30日閣議決定）では、今後の医薬分業推進における政策目標

や評価指標を明確化し、PDCAサイクルでの政策評価を実施し、制度の見直しに反映させる

こと等が盛り込まれ、平成27年10月には、厚生労働省が「患者のための薬局ビジョン」を

公表し、今後は、医薬分業の量から質への転換を見据え、かかりつけ薬剤師・薬局の普及

を目指した新たな指標（KPI: Key Performance Indicator）を設定して政策評価を実施し

ていくとした。経済・財政一体改革推進委員会においては、このKPIについて検討され、６

つのKPIが提示されている。そのうち、５項目については、調剤報酬の算定件数等の既存の

数値を活用することになっているが、「かかりつけ薬剤師としての役割を発揮できる薬剤師

を配置している薬局数」については、その具体的な定義について平成28年度中に検討する

こととされている。 

本研究では、今後、患者のための薬局ビジョンの実現に向けて、患者本位の医薬分業の

質を評価する指標を全国的に把握する調査手法等について検討する。なお、医薬分業の質

を評価するためには、上記のKPI以外にも、かかりつけ薬剤師・薬局としての多様な取組を

明らかにすることが可能な複数の指標について評価することが適当である。このため、本

研究では、①他の評価指標の探索とともに調査手法を検討し、②実際に設定した項目につ

いて調査を実施し、③アンケート調査を通じて指標や調査手法の妥当性を検証し、④医薬

分業の質の評価により効果的な具体的方法について検討した。 

 

研究協力者 

根岸 健一  東京理科大学薬学部准教授 

真野 泰成  東京理科大学薬学部准教授 

佐藤 嗣道  東京理科大学薬学部講師 
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A. 研究目的 

 医薬分業について、処方箋受取率（いわ

ゆる医薬分業率）は平成 27 年度には 70.0％

（日本薬剤師会調査）まで進展してきた。

しかし、医療機関の周りにいわゆる門前薬

局が乱立し、患者の服薬情報の一元的な把

握などの機能が必ずしも発揮できていない

など、患者本位の医薬分業になっていない

といった指摘がなされている。 

 また、政府の規制改革会議において、医

薬分業の推進のもとでの規制の見直しが議

論され、規制改革実行計画（平成 27 年 6

月 30 日閣議決定）では、今後の医薬分業推

進における政策目標や評価指標を明確化し、

PDCA サイクルでの政策評価を実施し、制

度の見直しに反映させること等が盛り込ま

れた。 

 厚生労働省は、平成 27 年 10 月に「患者

のための薬局ビジョン」を公表し、今後は、

医薬分業の量から質への転換を見据え、か

かりつけ薬剤師・薬局の普及を目指した新

た な 指 標 （ KPI: Key Performance 

Indicator）を設定して政策評価を実施して

いくこと、かかりつけ薬剤師・薬局が果た

すべき役割に沿って、測定しやすく、かつ

医薬分業の質を適切に評価できる指標につ

いて、今後具体的に検討することとした。 

 本研究においては、今後、患者のための

薬局ビジョンの実現に向けて、患者本位の

医薬分業の質を評価する指標を全国的に把

握する調査手法等について検討することを

目的とした。 

 

B. 研究方法 

 本研究では、医薬分業の質を評価するた

めの効率的なデータの入手方法として、各

都道府県で実施されている「薬局機能情報

提供制度」を今後活用することを考え、そ

の運用実態調査により現状の情報収集と公

開方法の把握、および活用にあたっての問

題点の抽出を行うこととした。また、医薬

分業の質を評価するためには、上記の KPI

以外にも、かかりつけ薬剤師・薬局として

の多様な取組を明らかにすることが可能な

複数の指標について評価することが適当で

あることから、かかりつけ薬剤師・薬局の

取組を明らかにすることを可能とする他の

指標についても検討した上で、「薬局機能に

関する実態調査（アンケート調査）」を通じ

て指標や調査手法の妥当性を検証し、医薬

分業の質の評価により効果的な具体的方法

について検討した。 

 

１. 都道府県における薬局機能情報提供

制度の実態調査 

全国の薬局における患者のための薬局ビ

ジョンの実現状況を測る指標を新たに国が

把握する手段として、都道府県における薬

局機能情報提供制度を活用することが考え

られるが、その際には、例えば報告時点や

報告方法、情報の公表方法にかかる事務運

営方法などを全国的に統一する必要がある

と考えられる。また、薬局から都道府県へ

の報告や、都道府県からの情報の公表のた

めにシステムを使用する都道府県が多いと

考えられるが、新たな指標の把握にあたり

システムの改修が必要になることも考えら

れる。 

以上を踏まえ、都道府県に対するアンケ

ート調査を実施し、薬局機能情報提供制度

の運営状況の実態を明らかにした上で、指

標を追加する際に対応が必要な事項や留意
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点等を把握することを目的として本調査を

実施した。 

（１）調査対象 

都道府県の薬局機能情報提供制度の担当

部署 

 

（２）調査方法 

調査対象に対し電子メールで電子ファイ

ルの調査票を送信し、調査対象は、電子メ

ールで回答済みの調査票を返信する。 

 

（３）調査時期 

2016 年 12 月 1 日（木）から 12 月 15 日

（木）まで 

 

（４）調査内容 

１）都道府県における薬局機能情報提供制

度に関する報告方法や公表方法 

・都道府県への報告方法（電子申請システ

ム、紙媒体等） 

・電子申請システムの詳細（ベンダー、兼

用システム、薬局によるシステムへの情報

入力方法） 

・薬局から受領した情報の公表に向けた加

工処理方法 

・薬局から報告された情報の公表方法（公

表システム、他） 

・公表システムの詳細（ベンダー、兼用シ

ステム） 

・定期報告内容の報告時点、報告期限 

・電子システムに登録された定期報告の情

報の公表ルール 

・定期報告、変更報告の公表のタイミング

（定期的、随時） 

等 

 

２）収集した薬局機能情報のデータの活用

等 

・薬局から報告された情報の電子ファイル

の出力可否、出力ファイル形式、出力操作

が可能な者 

・システム改修（報告内容の新規追加、新

たなフォーマットの導入）の可否、費用発

生の有無 

・システム改修の際の予算要求部署 

等 

 

２. 薬局機能に関する実態調査 

 本調査は、薬局の組織形態や勤務薬剤師

数、処方箋応需状況等、薬局の概要に関す

る情報、かかりつけ薬局・薬剤師の状況、

在宅業務の実施状況、保険医療機関等との

連携状況の実績等について実際に調査を行

い、「患者のための薬局ビジョン」の実現に

向けて、指標や調査手法の妥当性を検証し、

医薬分業の質の評価により効果的な具体的

方法について検討することを目的として実

施した。 

（１）調査対象 

調査対象地域の抽出については、（公社）

日本薬剤師会に依頼した。その際、大都市

圏、地方都市、面分業が進展した地域など

ができるだけ網羅できるように配慮を求

めた。日本薬剤師会から全国の 6 つのモデ

ル地区が推薦され、「北海道（（一社）釧路

薬剤師会、（一社）北海道薬剤師会十勝支

部）、群馬県（高崎市薬剤師会、伊勢崎市

薬剤師会）、東京都（（一社）中野区薬剤師

会）、京都府（（一社）京都府薬剤師会城南

支部、（一社）京都府薬剤師会綴喜支部、

（一社）京都府薬剤師会相楽支部）、山口

県（（一社）下関市薬剤師会）、福岡県（（一
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社）小倉薬剤師会）」の 6 都道府県内の 10

地域薬剤師会におけるすべての日本薬剤

師会会員薬局 1,042 件を対象として、調査

を依頼した。 

 

（２）調査項目 

１）薬局の概要 

 ・薬局の経営主体 

 ・同一経営主体に属する薬局数 

 ・併設施設・事業所の状況 

・薬剤師数、かかりつけ薬剤師数、認定

薬剤師数、健康サポート薬局に係る研修

修了薬剤師数 

 ・処方箋の応需状況 

 ・１カ月間の営業日数 

 ・受付処方箋枚数 

 ・処方箋の発行医療機関数 

 ・処方箋集中率 

・１カ月における処方箋受付患者数とそ

のうち複数の医療機関の処方箋受付患

者数 

・麻薬、要指導医薬品、一般用医薬品の

備蓄品目数 

等 

 

２）かかりつけ薬剤師・薬局としての役割

や機能について 

・かかりつけ薬剤師指導料等の施設基準の

届出状況 

・来局日以外の患者に対するフォローアッ

プの実施の有無 

・お薬手帳の持参率 

・電子版お薬手帳の導入の有無 

 （導入している場合、導入しているベン

ダー以外のアプリへの対応可否） 

等 

３）在宅業務への対応状況 

・在宅業務の届出状況 

・在宅患者訪問薬剤管理指導料等の調剤報

酬や介護報酬の算定状況 

等 

４）医療機関等との連携状況 

・健康や介護等に関する相談応需実績、そ

のうち受診勧奨の実績 

・疑義照会の実績 

・処方箋受付時に医療機関から提供される

患者情報の状況 

・退院時カンファレンスへの参加状況 

・地域ケア会議、サービス担当者会議等へ

の参加状況 

・地域医療情報連携ネットワークへの参加

状況 

・副作用情報等の PMDA への報告状況 

等 

５）その他 

・患者満足度調査実施状況 

・評価してほしい薬局機能 

・本調査における回答が困難な項目 

 

（３）調査方法 

ＷＥＢアンケートにより実施。対象薬局

には事前にＩＤ及びパスワードを通知し、

対象薬局はそのＩＤ等によりログインし、

回答を入力。 

 

（４）調査実施時期 

平成 29年１月 20日（金）～2月 5日（日） 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究は、患者の治療に介入せず、患者

個人を特定する情報収集もないため、倫理

面の問題はない。 
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C. 結果 

１. 都道府県における薬局機能情報提供

制度の実態調査 

（１）回収状況 

46 都道府県から回答を得たが、1 県のみ

未回答であり、回答率は 97.9%であった。 

（２）調査結果は別添「別添 1」の「第 1

章 結果」を参照。 

 

２. 薬局機能に関する実態調査 

 主な結果を下記に示す（詳細は別添 2 を

参照）。なお、文章中の表番号は、別添 2 の

表を指す。 

（１）回収状況 

 調査対象薬局 1,042 件における回答数は

367件であり、回答率は35.2%であった。（表

1） 

 

（２）集計結果 

Ⅰ 対象薬局の概要 

 回答薬局の組織形態は、株式会社（有限

会社を含む）が 92.4%、個人薬局が 6.3%で

あった（表 2）。そのうち、薬局店舗数が１

店舗のみの薬局が 27.0%（99 件）であった

（表 3）。また、店舗販売業（ドラッグスト

ア等）を併設しているところが 32 件あり、

全体の 8.7%を占め、居宅介護支援事業所を

併設しているところが 11 件（3.0%）あっ

た（表 4）。 

 常勤薬剤師数（実人数）が１人の薬局が

42.5%と高い割合であり（表 5）、また、対

象薬局での勤務年数が３年以上の薬剤師数

は、1 人が 33.2%と最も多かった（表 6-1）。

同一法人等内の薬局店舗数が増加すると、

対象薬局での勤務年数が３年以上の薬剤師

が減少する傾向が認められた（表 6-2）。 

かかりつけ薬剤師指導料の施設基準を満

たしている薬剤師数は、１人が 46.0%と最

も多かったが、１人もいないところが

29.2%と２番目に多かった（表 7）。 

 CPC（公益社団法人薬剤師認定制度認証

機構）認定プロバイダーによる認定薬剤師

数は、１人が 30.5%、２人が 16.3％であっ

たが、１人もいないところが 40.9％であっ

た（表 8）。 

 健康サポート薬局に係る研修を修了した

薬剤師がいる薬局は、13.3%であり、その

うち 14.3％では複数の薬剤師が研修を終了

していた（表 9）。 

 処方箋の応需状況では、主に近隣にある

特定の診療所の処方箋を応需している薬局

が 56.7%と最も多く、様々な保険医療機関

からの処方箋を応需している薬局は 23.2%

であった（表 10）。 

 平成 28 年 12 月１カ月の処方箋枚数は、

平均で 1,356.4 枚（中央値 1,118.0）であり、

処方箋発行医療機関数は平均で 37.7 施設

（中央値 26.0）であった（表 11-1、11-2）。

また、処方箋の集中率では、平均値が 75.7％

（中央値86.0%、最小値6.2%、最大値99.6%）

であった（表 11-3）。 

 平成 28 年 12 月１カ月に処方箋を受け付

けた患者数（実人数）（表 12-1）と、複数

の医療機関の処方箋を受け付けた患者数

（実人数）（表 12-2）から、複数の医療機

関の処方箋を受け付けた患者割合を算出す

ると、平均 4.6%（中央値 1.6%）となった

（表 12-3）。複数の医療機関の処方箋を受

け付けた患者数の割合が 5%以上の薬局は

24.5%であった。このうち、75%の薬局はか

かりつけ薬剤師指導料の施設基準の届出を

していた（表 12-4）。 
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 麻薬について、内服薬は 69.5%の薬局で

備蓄しているが、そのうちの約８割は備蓄

品目数が 10 未満であった。注射薬の備蓄が

ある薬局は 3.0%であった（表 13）。 

 要指導医薬品を取り扱っている薬局は

37.3％、一般用医薬品を取り扱っている薬

局は 78.2%であった（表 14-1、14-2）。 

 開局時間外の対応体制は、「輪番制等によ

り地域の薬局と連携して対応している」が

59.7%と最も高く、「自局のみで対応してい

る」は 15.3%であった（表 15）。 

 

Ⅱ かかりつけ薬剤師・薬局の状況 

 かかりつけ薬剤師指導料の施設基準に係

る届出をしている薬局は 66.5%であった

（表 16）。 

 来局日以外の継続的な服薬指導（電話に

よる状況確認等）の実施の有無では、51.1%

が実施をしていた（表 17-1）。 

 かかりつけ薬剤師指導料の届出の有無別

にみた来局日以外の継続的な服薬指導の実

施については、届出薬局のうち 60.7%が継

続的な服薬指導を実施していたが、未届出

の薬局の実施率は 35.0%であった（表 17-2）。 

 来局日以外の継続的な服薬指導（電話に

よる状況確認等）の必要性については、「必

要だと思う」12.0%、「患者によっては必要

だと思う」83.1%、「必要だと思わない」4.9%

であった（表 18-1）。特にアドヒアランス

に関連して必要性を感じる薬剤師が多いこ

とが判明した（表 18-2）。 

 直近一週間におけるお薬手帳を持参した

患者のおおよその割合が５割以上と回答し

た薬局は 91.8%であり、最も多い回答は７

割であった（表 19）。 

 電子版お薬手帳での対応については、

42.2%が既に提供可能であったが、今後も

提供する予定はないという回答も同じよう

な割合（43.9%）であった（表 20-1）。提供

可能な薬局のうち、40.6%の薬局では、自

局で導入している電子版お薬手帳以外のベ

ンダーへの対応が可能であった（表 20-2）。 

 

Ⅲ 在宅業務の実施状況 

 在宅業務については、82.3%の薬局が届

出をしていた（表 21-1）。そのうち、平成

28 年１年間に在宅患者訪問薬剤管理指導

料（医療保険）を算定している薬局は 19.2%

であった（表 21-3）。また、算定している

薬局の多くは、算定人数が１人であった（表

21-2）。 

また、居宅療養管理指導費（介護保険）

を算定している薬局は 55.9%であり、算定

人数も多かった（表 21-4、21-5）。介護予

防居宅療養管理指導費（介護保険）につい

ては、算定している薬局は 12.9%であり、

算定人数が１人の薬局が多かった（表 21-6、

21-7）。 

 

Ⅳ 保険医療機関等との連携状況 

 平成 28 年 10～12 月の３カ月間における

健康や介護に関する相談応需実績（延べ人

数）は、約７割の薬局では実績があり、１

～９人が 27.0%、10～19 人が 13.9%であっ

た（表 22-1）。そのうち、医療機関への受

診勧奨をした人数については、２人が

17.2%、１人が 16.0％であった（表 22-2）。 

 調査期間中の１週間における処方箋受付

回数の平均は 319.2 枚（中央値 277.5 枚）

であり、そのうちの疑義照会した回数は平

均で 12.9 回（中央値 8.0 回）、疑義照会に

よる処方変更率は 71.4%（中央値 80.0%）
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であった（表 23-1～23-4）。 

 処方箋とあわせて医療機関から外来患者

に関する情報を受け取った経験の有無では、

55.3%の薬局が何らかの情報を受け取った

経験があり、そのうち「患者の病名」が

60.1%と最も多く、「入院中に使用した薬剤

の情報」が 47.8%、「身長・体重や血液検査

値などのデータ」が 44.8%の順に多かった

（表 24-1、24-2）。情報を受け取ることで、

服薬指導の質が向上したと回答した薬局は

85.7%と多かった（表 24-3）。 

 医療機関における退院時カンファレンス

への参加経験については、参加経験がある

のは 6.0%であった（表 25）。また、地域ケ

ア会議への参加経験及びサービス担当者会

議への参加経験については、参加したこと

があると回答したのは共に 19.6%であった

（表 26、27）。地域医療情報連携ネットワ

ークについては、53.4%と半数以上が参加

していたが、参加していない理由には地域

情報連携ネットワークの存在を知らないな

どの根本的な課題も明らかとなった（表

28-1、28-2）。 

医薬品等の使用による副作用等の発生情

報を PMDA（独立行政法人医薬品医療機器

総合機構）に報告した経験の有無では、「報

告したことがある」のは、11.2%であった（表

29）。 

 

Ⅴ その他の事項 

平成 28 年１年間に患者満足度調査等を

実施し、その結果に基づいた取組を実施し

ている割合は 13.9%であった（表 30）。 

 評価してほしい薬局機能の項目としては、

相談応需（17 件）、セルフメディケーショ

ン ・OTC（14 件）、在宅（12 件）、患者応

対（11 件）、在庫数（10 件）、地域貢献・地

域密着（10 件）等、様々な意見が挙がった

（表 31-1、31-2）。 

 本調査において回答が困難だった設問と

しては、「平成 28 年 12 月１カ月に処方箋を

受け付けた患者数のうち、複数の医療機関

の処方箋を受け付けた患者数（実人数）」（27

件）、「利用者からの健康や介護に関する相

談」（19 件）、「疑義照会の実績」（15 件）が

多く挙げられた（表 32）。 

 

D．考察 

１. 都道府県における薬局機能情報提供

制度の実態調査 

 本調査の考察は、別添「資料 1」の「第 2

章 考察」を参照。 

 

２. 薬局機能に関する実態調査 

（１）「服薬情報の一元的・継続的把握とそ

れに基づく薬学的管理・指導」について 

対象薬局での勤務年数が３年以上の薬剤

師数では、１～３人の薬局が全体の約 75%

を占めたが、０人と回答する薬局もあった。

今後、地域包括ケアシステムを担う薬剤

師・薬局として役割を果たすためには、地

域で関係機関等と顔の見える関係となるこ

とが求められることから、多店舗を有する

薬局開設者は、同一法人内での薬剤師の転

勤などのあり方も考えていく必要があると

推察する。 

かかりつけ薬剤師指導料の施設基準届出

別にみた来局日以外の継続的な服薬指導

（電話による状況確認等）の実施の有無で

は、届出薬局の方が継続的に実施している

ことがわかった。しかし、施設基準の届出

をしている薬局の約４割、また、届出をし
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ていない薬局では約７割が、継続的な服薬

状況の確認や服薬指導を実施できていなか

った。施設基準の届出は、必ずしもかかり

つけ薬剤師指導料を算定しているものでは

なく、患者によって来局日以外の継続的な

服薬指導の必要性が異なるので、この結果

をもって判断することは難しいが、来局時

以外でも患者の服薬状況を確認することは、

今後の薬剤師・薬局の機能として強化して

いかなければならない。 

電子版お薬手帳での対応については、

42.2%の薬局が既に電子版で提供可能であ

るが、今後も提供する予定がないと回答し

た薬局も 43.9%であり、二極化している傾

向がある。今後、電子版お薬手帳を利用す

る患者が増加すると考えられることから、

今後も提供する予定がないと回答した薬局

であっても、電子版お薬手帳を持参する患

者が来局した場合には、患者の薬歴などを

確認するためには電子版お薬手帳の情報を

把握しなければならないので、今後対応で

きるようにすべきである。なお、電子版お

薬手帳のベンダーが異なっていたとしても、

現在は、日本薬剤師会が提供しているリン

ク付けサーバを通じて薬局は自分たちが導

入しているベンダー以外の手帳も閲覧可能

な仕組みとなっている。今回の調査では、

電子版お薬手帳での対応が可能な薬局のう

ち、他のベンダーの電子版お薬手帳への対

応はできないとの回答が半数ほどあったが、

本来はリンク付けサーバの活用により閲覧

可能なはずである。回答者の中には、ベン

ダーの意味を知らない者やリンク付けサー

バを活用することが他のベンダーの電子版

お薬手帳を閲覧可能であることを意味する

ということを理解していない者がいるもの

と推察される。 

来局日以外の継続的な服薬指導の必要性

については、95.1%が必要性を感じていた

が、指導が必要だと思う患者は、「次回の来

局までに日にちがありアドヒアランスがよ

くない患者」（66.8%）や、「用法用量を変

更した患者」（55.6%）、「抗がん剤や結核な

どのアドヒアランスが重要な薬を内服して

いる患者」（48.1%）、「小児患者」（42.7%）

で比較的割合が高かった。今後、これらの

患者に対する来局時以外における服薬指導

の方法とその実績についても検討しなけれ

ばならない。 

平成 28 年 12 月１カ月に受け付けた処方

箋の集中率は、平均値が 75.7%であったが、

90%以上が 43.8%であり、中央値が 86.0%

であることから、かなり偏りがあり、特定

の医療機関からの処方箋を受け付けている

薬局が多いことが判明した。 

複数の医療機関の処方箋を受け付けた患

者割合を算出すると、平均 4.6%（中央値

1.6%）と低い結果であった。しかしながら

この数値は、元々、複数の医療機関を受診

していない患者の数も含まれていることに

注意しなければならない。複数の医療機関

の処方箋を受け付けた患者数（実人数）は、

服薬情報の一元管理の指標として活用でき

ると考えるが、本調査で回答困難とした数

が最も多かったため、このような患者数が

把握できるよう、薬局内のレセプトコンピ

ュータで集計できるようなシステムを開発

することが望まれる。あるいは、保険者が

有するレセプトデータから算出する方法に

ついても検討する余地がある。 

麻薬に関しては、麻薬の内服薬は約７割

の薬局で備蓄していたが、そのうち約８割
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の薬局では備蓄品目数が 10 未満であった。

また、麻薬注射薬の備蓄があると回答した

薬局は 3.0％であった。このように、麻薬を

備蓄している薬局は一定程度あるものの、

麻薬が活用できるほど備蓄品目が多くはな

く、注射薬の対応ができるのは少数であっ

た。今後、在宅でのターミナルケアにおけ

る疼痛緩和療法や注射薬の使用が増加して

いくことが想定されることから、麻薬（注

射薬も含む）の備蓄品目数も薬局の質の評

価に加えるべきであると考える。 

要指導医薬品の品目数を 0 品目と回答し

た薬局が 55.3%と半数以上であり、一般用

医薬品の品目数が 0 品目と回答した薬局は

20.7%であった。また、一般用医薬品の品

目数 20 品目未満の薬局が 50.4%と約半数

を占めた。したがって、要指導医薬品・一

般用医薬品への取組はあまり進んでいない

といえる。その反面、OTC や相談機能を発

揮できている薬局は、それらの取組を評価

してほしい薬局機能の項目として挙げてい

る。地域包括ケアシステムの下で薬局が機

能を発揮するためには、調剤業務のみなら

ず、住民の健康相談に応じたり、要指導医

薬品・一般用医薬品を供給したりしながら、

住民の健康保持・増進に関わっていくこと

が求められている。その際には、医療機関

などの関係機関と連携をとり、必要に応じ

て、適切な医療機関への早期の受診勧奨を

促すことも必要である。このため、要指導

医薬品・一般用医薬品の取扱い品目数につ

いては、地域包括ケアシステムで活躍する

薬局の質の評価に重要な評価項目となると

考える。 

また、平成 28 年 10～12 月の３カ月間に

健康や介護に関する相談を応需した割合は、

64.9%であり、そのうち約８割が医療機関

への受診勧奨をしていた。要指導医薬品・

一般用医薬品の相談・販売時以外にも、薬

剤師が適切な医療機関に受診勧奨している

ことがわかる。そのため、受診勧奨の数も

薬局の質の評価項目になると考える。 

さらに、平成 28 年 10～12 月の３カ月間

における利用者からの健康や介護に関する

相談応需実績（延べ人数）では、71.1%が

20 人未満であり、０人と回答した薬局は

30.2%であった。相談を受けることは、患

者との信頼関係がある証拠であり、相談応

需業務の数は、かかりつけ薬局機能の評価

の１つとして有用と考える。 

健康サポート薬局に係る研修を修了した

薬剤師の割合は 13.3%であった。また、現

状では実際に健康サポート薬局の届出をし

ている薬局は、全国で 113 件（平成 28 年

12 月末現在）と、まだ少ないといえる。今

後、研修修了薬剤師の増加のみでなく、届

出薬局数の増加が望まれる。 

 

（２）「24 時間対応・在宅対応」につい

て 

開局時間外の対応体制は、「輪番制等によ

り地域の薬局と連携して対応している」、

「自局のみで対応している」を合計すると

約 75%の薬局で対応ができていた。今後、

地域連携を強化していくことで、地域内で

の 24 時間対応が可能となる体制が整備さ

れることを期待する。 

 在宅業務は、82.3%の薬局が在宅訪問を

行うための施設基準の届出をしているにも

かかわらず、そのうち４割以上の薬局で、

平成 28 年１年間に居宅療養管理指導費（介

護保険）の請求実績がなかった。今後、在
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宅医療チームの中で、薬局の薬剤師がチー

ムの一員となって薬剤師の能力を発揮する

ためにも、さらなる在宅業務の実施が必要

と考える。 

 

（３）「かかりつけ医を始めとした医療機

関等との連携強化」について 

本調査結果では、疑義照会率は 4.7%（中

央値 3.2%）、疑義照会による処方変更率は

71.4%（中央値 80.0%）であり、従来の調

査結果よりも疑義照会率が高かったが、今

回は疑義照会の内容までは調査しておらず、

疑義照会回数には形式的疑義照会事例も含

まれていると考えられる。薬剤師による薬

学的管理・指導の本質的な効果を評価する

ためには、形式的疑義照会を除いた薬学的

疑義照会のみを指標とすることが望ましい

と思われるが、疑義照会全体の調査になる

と作業量が多くなり、本調査で回答が困難

だった設問として、疑義照会に関する項目

が多く挙げられていることから、調査に対

する現場の負担も考慮する必要があると考

える。 

半数以上の薬局が、処方箋とあわせて医

療機関から外来患者に関する何らかの情報

を受け取った経験があり、その内容は「患

者の病名」（60.1%）、「入院中に使用した薬

剤の情報」（47.8%）、「身長・体重や血液検

査値などのデータ」（44.8%）、「保険薬局に

対して特に指導してほしい事項」（28.1%）

等、多岐にわたっていた。このような情報

を受け取ったことにより、患者への服薬指

導の質が向上したと 85.7%が回答していた。

したがって、医療機関からの情報提供は患

者の薬学的管理・指導を行う上で有益であ

り、より発展させる施策を講じる価値があ

ると思われる。また、「抗がん剤などの外来

での治療スケジュールや治療内容について」

の情報は 12.8%と少ない割合であったが、

薬局薬剤師が患者に薬学的管理・指導を適

切に行うためには、安全性の面からも必要

な情報と思われる。今後、医療機関から提

供された情報の活用実績についても調査を

実施したい。 

地域医療情報連携ネットワークについて

は、53.4%と半数以上が参加していたが、

地域医療情報連携ネットワークの意味を理

解できていない薬局も見受けられた。また、

地域ケア会議及びサービス担当者会議への

参加経験については、「参加したことがある」

という回答は共に 19.6%と低い割合であっ

た。その理由として、サービス担当者会議

には、具体的な在宅患者を受け持つことが

必要であることが考えられる。 

医薬品等の使用による副作用等の発生情

報を PMDA に報告したことがあると回答

した割合は、11.2%と少なかったが、医薬品

等の市販後の安全対策のためには、薬局で

得られた副作用情報は必要なものであり、

薬剤師はもっと積極的に患者から情報得て、

副作用等の情報を報告すべきである。医療

安全の観点では、薬局ヒヤリ・ハット事例

収集・分析事業（公益財団法人日本医療機

能評価機構）への報告制度がある。このよ

うな有益な報告制度に関わっていくために、

これらの報告の有無を薬局の指標とするこ

とも検討すべきである。 

患者満足度調査等を実施し、その結果に

基づいた取組を行っている薬局の割合は

13.9%と少なかったが、評価してほしい薬

局機能項目として患者満足度調査を挙げて

いる薬局もあった。しかしながら、患者満
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足度を全国で客観的に数値化することは困

難であり、指標としては、その実施の有無

を確認する程度と考える。 

 

（４）本調査において回答が困難であった

設問について 

 疑義照会調査は、調査期間の処方箋を全

て確認する必要があるため、さかのぼって

集計することは困難であるが、あらかじめ

調査期間がわかっていれば集計可能という

意見もあった。しかし、長期間にわたりこ

のようなデータを収集し、記録することは

調査すべき処方箋の数も多く、困難である

と考えられる。 

また、複数の医療機関の処方箋を受け付

けた患者数（実人数）についても、把握す

ることが困難であるとの意見が多かった。 

これらの項目については、例えば、レセ

プトコンピュータで出力できるなど、新た

なシステムの開発が期待される。 

 

E. 結論 

本研究では、患者本位の医薬分業の質を

評価する指標を全国的に集積し、解析する

ために活用できるであろう薬局機能情報提

供制度について調査したところ、現状では

都道府県によって報告時点や報告時期にば

らつきがあり、統一性のあるデータを取得

することが困難であることが判明した。都

道府県の公表情報から指標を集めて解析で

きるようにするためには、今回把握した薬

局機能情報提供制度の実態を踏まえて、制

度を改善していく必要がある。 

また、今回実施した薬局機能に関する実

態調査の結果から、重要と考えられる指標

について、全国の薬局での取組実態が「見

える化」されれば、各薬局が自局の取組状

況が全国でどれくらいの位置にあるのかを

知ることができるようになり、これを元と

して、足りない部分を補い、長所を更に伸

ばすという各薬局レベルでのPDCAサイク

ルの実施が可能となると考える。 

かかりつけ薬剤師・薬局を評価する指標

だけでなく、それを把握・分析する体制も

含めた議論を今後さらに発展させ、最終的

には全国的なかかりつけ薬剤師・薬局の機

能強化につながることを期待する。 
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ouhappyou-11121000-Iyakushokuhi

nkyoku-Soumuka/vision_1.pdf 
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H. 知的財産権の出願・登録状況（予定を

含む） 

 1. 特許取得 
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 2. 実用新案登録 
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 3. その他 
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別添 1 

 

 

「都道府県における薬局機能情報提供制度の実態調査」 
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第１章 結果 

１．薬局機能情報提供制度に関する報告方法や公表方法 

（１）薬局から都道府県への情報の報告方法 

薬局から都道府県への情報の報告方法については、「紙媒体を郵送等で報告」が 42 件と

最も多く、ついで「電子申請システムでの報告」34 件であった。 

 

図表 1-1 薬局から都道府県への情報の報告方法 

 
 

 

（２）電子申請システムの兼用システム 

電子申請システムの兼用システムについては、「薬局機能情報提供制度における薬局から

の報告情報を公表するためのシステム」が 30 件と最も多く、ついで「医療機能情報提供制

度のためのシステム」26 件であった。 

 

図表 1-2 電子申請システムの兼用システム 

 
 

 

  

回答数(件) 回答割合(%)
紙媒体を郵送等で報告 42 91.3
電子申請システムでの報告 34 73.9
電子ファイルをメール等で報告 6 13.0
その他 4 8.7
全体 46 100.0

回答数(件) 回答割合(%)
薬局機能情報提供制度における薬局か
らの報告情報を公表するためのシステ
ム

30 88.2

医療機能情報提供制度のためのシステ
ム

26 76.5

その他 7 20.6
兼ねているシステムは無い（薬局機能
情報提供制度の申請専用である）

1 2.9

全体 34 100.0
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（３）薬局から報告された情報の公表方法 

薬局から報告された情報の公表方法については、「公表システム」が 45 件と大半を占め、

その他の方法として、「エクセルファイルを県のホームページの専用頁に掲載している」と

の回答が 1 件あった。 

 

図表 1-3 薬局から報告された情報の公表方法 

 

 

 

（４）公表システムの兼用システム 

公表システムの兼用システムについては、「医療機能情報提供制度のためのシステム」が

33 件と最も多く、ついで「薬局機能情報提供制度の申請のためのシステム」30 件であった。 

 

図表 1-4 公表システムの兼用システム 

 

 

 

  

回答数(件) 回答割合(%)
公表システム 45 97.8
その他の方法 1 2.2
全体 46 100.0

回答数(件) 回答割合(%)
医療機能情報提供制度のためのシステ
ム

33 73.3

薬局機能情報提供制度の申請のための
システム

30 66.7

兼ねているシステムは無い（薬局機能
情報提供制度の公表専用である）

7 15.6

その他 6 13.3
全体 45 100.0
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（５）薬局からの定期報告内容の報告時点の指定状況 

薬局からの定期報告内容の報告時点の指定状況については、「指定している」が 36 件と

多くを占めた。 

 

図表 1-5-1 薬局からの定期報告内容の報告時点の指定状況 

 

 

薬局からの定期報告内容の報告時点については、「1 月 1 日」、「12 月 31 日」が合計 25 件

と指定している都道府県の中で半数以上を占めていた一方、「4 月 1 日」や「10 月 1 日」な

ど年度内においてばらつきが見られた。 

 

図表 1-5-2 薬局からの定期報告内容の報告時点 

 

 

  

回答数(件) 回答割合(%)
指定している 36 78.3
指定していない 10 21.7
全体 46 100.0

回答数(件)
4月1日 3
7月1日 1
9月30日 2
10月1日 3
12月31日 12
1月1日 13
2月1日 2
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（６）薬局からの定期報告内容の報告期限の指定状況 

薬局からの定期報告内容の報告期限の指定状況については、「指定している」が 45 件と

大半を占めた。「指定していない」が 1 件あったが、その理由として「変更があれば薬局が

システムの内容を随時更新するため」との回答があった。 

 

図表 1-6-1 薬局からの定期報告内容の報告期限の指定状況 

 

 

薬局からの定期報告内容の報告期限については、「1 月 31 日」が 14 件と最も多かった。

その他「3 月 31 日」、「2 月 28 日」、「10 月 31 日」など年度内においてばらつきが見られた。 

 

図表 1-6-2 薬局からの定期報告内容の報告期限 

 

（参考）上表に記載した回答の他、「指定しているが、年度により異なる」との回答が 1件あった。 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答数(件) 回答割合(%)
指定している 45 97.8
指定していない 1 2.2
全体 46 100.0

回答数(件)
4月15日 1
4月30日 3
6月30日 1
7月31日 1
10月15日 1
10月31日 3
11月30日 1
12月31日 1
1月31日 14
2月15日 3
2月28日 5
2月3日 1
3月31日 9
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（７）電子システムに登録された定期報告の情報を公表するタイミング 

電子システムに登録された定期報告の情報を公表するタイミングについては、「薬局から

の報告された情報は、職員の確認後、一定のルールに基づき公表する」が 31 件と最も多く、

ついで「システムを通じ自動的に公表される」12 件であった。 

 

図表 1-7 電子システムに登録された定期報告の情報を公表するタイミング 

 

 

 

  

回答数(件) 回答割合(%)
薬局から報告された情報は、職員の確
認後、一定のルールに基づき公表す
る。

31 67.4

システムを通じ自動的に公表される 12 26.1
その他 3 6.5
全体 46 100.0
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２．都道府県による報告データの加工の容易さやシステム改修の見込み 

（１）薬局から報告された情報を電子ファイル化することの可否 

薬局から報告された情報を電子ファイル化することの可否については、「可能である」が

45 件と大半を占めた。一方「不可能である」と回答した都道府県は 1 件あったが、その理

由は、「情報保護の観点から出力はできない」とのことであった。 

 

図表 2-1 薬局から報告された情報を電子ファイル化することの可否 

 

 

（２）出力可能なファイル形式 

出力可能なファイル形式については、「CSV ファイル」が 41 件と最も多かった。「その他

の形式のファイル」3 件として、PDF ファイルとの回答があった。このうち 1 件は CSV フ

ァイルも出力できるが、2 件は PDF ファイルのみしか出力できない。 

 

図表 2-2 出力可能なファイル形式 

 
（参考）「その他の形式のファイル」3 件として、PDF ファイルとの回答があった。このうち 1 件は CSV ファイル

も出力できるが、2件は PDF ファイルのみしか出力できない。 

 

  

回答数(件) 回答割合(%)
可能である 45 97.8
不可能である 1 2.2
全体 46 100.0

回答数(件) 回答割合(%)
ＣＳＶファイル 41 91.1
エクセルファイル 4 8.9
その他の形式のファイル 3 6.7
全体 45 100.0
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（３）出力ファイル数 

出力ファイル数については、「1 ファイル」が 21 件と最も多かった。最も多いところでは

「49 ファイル」1 件との回答もあった。 

 

図表 2-3-1 出力ファイル数 

 

（参考）上表に記載した回答の他、、「出力する項目により異なる」、「1 薬局につき 1 ファイル作成される」「ベン
ダーに依頼した内容に応じたファイルが作成される」との回答がそれぞれ 1件あった。 

 

出力ファイルが複数になる理由としては、「項目別にファイルが分かれるため」「薬局別

にファイルが分かれるため」などの回答があった。 

 

図表 2-3-2 出力ファイルが複数になる理由（抜粋） 

・項目別にファイルが分かれるため。 

・薬局別にファイルが分かれるため。 

・CSVファイルで全薬局のデータの一覧が出力され、PDFファイルで各薬局の個別のデータが出

力されるため。 

 

 

 

  

ファイル数 回答数(件)
1 21
2 4
7 1
11 1
14 2
15 1
18 1
26 1
38 3
39 2
40 1
47 3
49 1
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（４）出力された電子ファイルの手作業での集計の容易さ 

出力された電子ファイルの手作業での集計の容易さについては、「容易である」が 27 件

と最も多く、ついで「容易ではない」17 件であった。 

 

図表 2-4-1 出力された電子ファイルの手作業での集計の容易さ 

 

 

手作業での集計が容易でない理由については、「出力ファイルの仕様が加工に適していな

い」「県が出力できる仕組みではないため」「処理や作業に時間がかかるため」「担当者のス

キルにもよるため」などが挙げられた。 

 

図表 2-4-2 手作業での集計が容易でない理由 

○出力ファイルの仕様が加工に適していない 

・CSV形式であるが項目ごとに分かれている。薬局名の記載が無い場合には整理が大変である。 

・空白があると、それが無回答なのか、入力漏れなのか分からない。 

・項目ごとにファイルが分かれていて、ある薬局の情報が全て登録されていないと、その薬局

名すら表示されない。 

・CSVファイルの中身まではわからないため、容易ではない。 

・ファイル数が複数あるため 

・出力されるファイルが分かれている。 

・CSVの項目が多く、加工が大変である。 

 

○県が出力できる仕組みではないため 

・県が出力できる仕組みになっておらず、外部委託しているため大変である。 

・外部委託をしており、業者とデータを見ながら、この結果はこちらの項目に入れる等、やり

とりが大変である。集計に時間がかかる。 

 

○処理や作業に時間がかかるため 

・CSVの一覧が重くて出力に時間がかかる。何らかの項目を確認したい時に、加工に時間がかか

る。 

・出力すると30～40ファイルが作られる。それをひとつのデータとしてまとめるのは時間がか

かって容易ではない。 

 

○担当者のスキルにもよるため 

・担当者のスキルや何を集計するかによるが、全テータを出力してピックアップしなければな

らないので、容易ではない。 

回答数(件) 回答割合(%)
容易である 27 60.0
容易ではない 17 37.8
全体 45 100.0
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（５）電子ファイル化することが可能な者 

電子ファイル化することが可能な者については、「薬局機能情報提供制度の担当者」が 38

件と最も多く、ついで「公表システムの委託先担当者」19 件であった。 

また、「公表システムの委託先担当者」もしくは「申請システムの委託先担当者」しか電

子ファイル化することができない都道府県が 5 件あった。 

 

図表 2-5 電子ファイル化することが可能な者 

 
（参考）「公表システムの委託先担当者」もしくは「申請システムの委託先担当者」しか電子ファイル化すること

ができない都道府県が 5件あった。 

 

 

（６）システム改修の可否や費用負担（新たな報告事項を追加する場合） 

システム改修の可否や費用負担（新たな報告事項を追加する場合）については、「有償で

できる」が 36 件と最も多く、ついで「無償でできる」5 件であった。 

また「システム改修は不可能である」1 件との回答もあった。この理由としては、「公表

システムへのデータ取込みについては、薬局等の施設台帳システムへの登録が前提となるが、

施設台帳システムの改修ができないため、現在、平成 31 年度に向けてシステムの再構築を

検討中である。」との回答が挙げられた。 

 

図表 2-6 システム改修の可否や費用負担（新たな報告事項を追加する場合） 

 

 

  

回答数(件) 回答割合(%)
薬局機能情報提供制度の担当者 38 84.4
公表システムの委託先担当者 19 42.2
申請システムの委託先担当者 12 26.7
自治体内の別部署の担当者 11 24.4
その他 4 8.9
全体 45 100.0

回答数(件) 回答割合(%)
有償でできる 36 78.2
無償でできる 5 10.9
その他 4 8.7
システム改修は不可能である 1 2.2
全体 46 100.0
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（７）システム改修の可否や費用負担（新たなフォーマットに出力する場合） 

システム改修の可否や費用負担（新たなフォーマットに出力する場合）については、「有

償でできる」が最も多く 32 件、ついで「その他」11 件であった。 

 

図表 2-7 システム改修の可否や費用負担（新たなフォーマットに出力する場合） 

 
 
※「その他」として以下が挙げられた。 
・フォーマットの具体的な内容が不明で対応できるかどうか分からない。 
・法改正や厚生労働省通知による場合は無償。 
・統一されたフォーマットの内容による。 
・現段階では不明。 
・改修内容による 
・現状、他部局もＰＤＦで出力されているので、それ以外のファイルへのエクスポートについて、可能かどうか
は不明。 

・内容により異なると思われる。／等 

 

 

 

  

回答数(件) 回答割合(%)
有償でできる 32 69.6
その他 11 23.9
システム改修は不可能である 3 6.5
無償でできる 0 0.0
全体 46 100.0
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第２章 考察 

指標追加により対応が必要な事項として、「システム改修」や「指標の定義の統一」が考えら

れる。 

 

１．システム改修 

現在、薬局から都道府県に対する報告にシステム（申請システム）を使用している都道

府県は 34 件あり（図表 1-1）、また都道府県から都道府県民に対し公表するためのシステム

（公表システム）を使用している都道府県は 45 件あった（図表 1-3）。上記のように多くの

都道府県で申請システム、公表システムを導入している。 

 

（１）システム改修の必要性 

都道府県から国へ指標の集計結果を報告するためには、都道府県は保有する電子ファイ

ルから国が定める項目を抽出する必要が生じる。 

現在、CSV ファイル、エクセルファイルへの出力についてはほとんどの都道府県で対応

できるが、PDF ファイルにしか出力できない都道府県も 2 件存在する（図表 2-2）。PDF フ

ァイルにしか出力できない都道府県については、システム改修をして CSV ファイルへ出力

できるようにするか、都度、システムベンダーに費用を支払い、国へ報告するファイルの作

成を依頼するなどの必要が生じる。 

また、CSV ファイルやエクセルファイルに出力することが可能な都道府県においても、

出力されたファイルに基づき手作業で集計することは、出力ファイル数が多い都道府県が相

応に多いことや（図表 2-3-1）、出力ファイルの仕様が加工に適していないことなど、様々な

理由から容易ではない（図表 2-4-1、2-4-2）。 

この他、国へ報告するための電子ファイルの作成をシステムの委託先担当者しか行えな

い都道府県が 5 件存在し（図表 2-5）、この場合についてもシステム改修をして都道府県の担

当者が電子ファイルを出力できるようにするか、都度、システムベンダーに費用を支払い、

国へ報告するファイルの作成を依頼する必要が生じる。 

 

（２）システム改修費用 

システム改修する場合の費用負担の有無については、指標として新たな報告事項を追加

する場合に有償となる都道府県は 36 件あった（図表 2-6）。また新たなフォーマットに出力

する場合に有償となる都道府県は 32 件あった（図表 2-7）。これらから多くの都道府県では

システム改修に費用負担が生じることがわかる。 

また、いずれの場合においてもシステム改修が不可能である都道府県が少数ながら存在
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するため留意が必要である（図表 2-6、2-7）。 

これらから、指標を追加する場合、多くの都道府県ではシステム改修費用の見積もり、

予算確保、システム改修が必要となる。また、この一連のプロセスを経て改修に至るには相

応の時間がかかることも指標追加の検討にあたり留意が必要である。 

 

２．指標の定義の統一 

現状、薬局からの定期報告の報告時点や報告期限は都道府県によってばらつきがある（図

表 1-5-2、1-6-2）。国として同一の定義による指標を全国の薬局について把握するためには統

一する必要がある。 

現在、薬局から都道府県への報告に電子申請システムを使用していない都道府県は 12 件

あり（図表 1-1）、報告された電子ファイルや紙媒体を手作業で電子データ化している。 

また、薬局から報告されたデータを公表するまでのプロセスとして、職員が確認した後

公表する場合と、自動的に公表する場合とがある（図表 1-7）。 

指標の定義の統一にあたっては、薬局によるデータの作成から、都道府県への報告、国

への報告といった一連の報告スケジュールを検討する必要があるが、そのプロセスに含まれ

る職員による手作業や確認のための時間には相応に時間がかかると考えられ、留意が必要で

ある。 
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別添 2

「薬局機能に関する実態調査」
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平成２８年度厚生労働科学研究「薬局ビジョンの指標探索と実績評価手法に関する研究」

薬局機能に関する実態調査

ご回答方法

・あてはまる番号を選んでください。

・（  ）内には具体的な数値、用語等をご記入ください。

・（  ）内に数値を記入する設問で、該当なしは「０(ゼロ)」を、わからない場合は「－」をご記入ください。

・特に断りのない限り、平成 29 年 1 月１日現在の状況についてお答えください。

Ⅰ 貴局の概要についてお尋ねします。

問 1 貴局の組織形態は何ですか。該当するものをお選びください。（1 つだけ）

なお、「02 持分会社」の場合、会社形態として該当するものをお選びください。（1 つだけ）

01 株式会社

02 持分会社 ⇒（11 合名会社 12 合資会社 13 合同会社 14 有限会社 15 その他）

03 個人

  04 その他（具体的に：                                    ）

問 2 同一法人又は同一開設者（個人）の薬局店舗総数（貴局を含む）をご記入ください。 店舗

問 3 貴局に併設している施設・事業所として該当するものを全てお選びください。

01 なし 06 福祉用具貸与事業所

02 居宅介護支援事業所 07 福祉用具販売事業所

03 地域包括支援センター 08 店舗販売業（ドラッグストア等）

04 訪問介護事業所 09 コンビニエンスストア

05 通所介護事業所 10 その他（                ）

問 4 貴局に勤務する薬剤師数（管理薬剤師を含む）の状況についてご記入ください。

なお、非常勤の薬剤師については、実人数と常勤換算人数※1 の両方についてご記入ください。

① 常勤薬剤師数 （実人数）      人 ② 非常勤薬剤師数 （実人数）      人 （常勤換算）     人

③ 貴局への勤務年数が 3 年以上の薬剤師数※2 （実人数）      人

④ かかりつけ薬剤師指導料の施設基準を満たしている薬剤師数 （実人数）      人

⑤ CPC（公益社団法人薬剤師認定制度認証機構）認定プロバイダー※3 による認定薬剤師数 （実人数）      人

⑥ 健康サポート薬局に係る研修を修了し、研修修了証の交付を受けた薬剤師数 （実人数）      人

※1．非常勤職員の常勤換算人数については、以下の計算式により計算し、小数点以下第二位を四捨五入し、小数点以下第一

     位まで計上してください。

  換算人数 ＝ 直近 1 週間の延べ労働時間 ÷ 貴局が定めている 1 週間の所定労働時間

  例．1 週間の所定労働時間が 40 時間の薬局において、週 30 時間労働の薬剤師(非常勤者)が 1 名、週 20 時間労働

         の薬剤師が 2 名、週 15 時間労働の薬剤師が 1 名いた場合の換算人数の計算式は以下の通り。

換算人数 ＝
30 時間×1 名＋20 時間×2 名＋15 時間×1 名

＝ 2.1 人
40 時間

※2．貴局が開局後 3 年未満の場合は、開局時から勤務している薬剤師数をご記入ください。

※3．公益社団法人日本薬剤師研修センター等

問 5 貴局の処方箋の応需状況として最も近いものを 1 つお選びください。

「薬局機能に関する実態調査」調査票
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※1．半日のみの営業の場合は 0.5 日として計上してください。

※2．処方箋の集中率については、平成 28 年 12 月 1 カ月間に最も多く処方箋を受け付けた医療機関からの受付回数を、全

     医療機関からの受付回数で除した割合（小数点以下第二位を四捨五入して小数点以下第一位まで）をご記入ください。

問 7 貴局における麻薬、要指導医薬品、一般用医薬品の備蓄品目数※をご記入ください。

① 麻薬の備蓄品目数 内用薬 品目

外用薬 品目

注射薬 品目

② 要指導医薬品の備蓄品目数 品目

③ 一般用医薬品の備蓄品目数 品目

※ 販売実績に関わらず、店内で陳列している品目数（アイテム数；同じ製品であっても、包装される錠数のサイズが異なる

   場合はそれぞれを 1 品目として計上してください）をご記入ください。

問 8 開局時間外の対応体制として該当するものをお選びください。（1 つだけ）

01 対応していない 03 輪番制等により地域の薬局と連携して対応している

02 貴局のみでしている 04 その他（                 ）

Ⅱ かかりつけ薬局・薬剤師の状況についてお尋ねします。

問 9 貴局では、かかりつけ薬剤師指導料の施設基準に係る届出をしていますか。

01 届出している 02 届出していない（⇒ 問 11 へ）

問 10 来局日以外の継続的な服薬指導（電話による状況確認等）を行うことはありますか。

01 ある 02 ない

問 11 来局日以外の継続的な服薬指導（電話による状況確認等）を必要だと思いますか。

01 必要だと思う 02 患者によっては必要だと思う 03 必要だと思わない

≪問 12 は、問 11 で「01」又は「02」の場合にのみご回答ください。≫

問 12 来局日以外の継続的な服薬指導（電話による状況確認等）が特に必要だと思う患者はどのような患

者ですか。該当するものを全てお選びください。

01 抗がん剤や結核などのアドヒアランスが重要な薬を内服している患者 05 服薬の管理を行う家族などがいない患者

02 次回の来局までに日にちがあり、アドヒアランスがよくない患者 06 小児患者

03 用法用量を変更した患者 07 用法が複雑な薬剤を内服している患者

04 新たに服用を開始した薬剤がある患者 08 その他（                ）

01 主に同じ敷地内にある病院・診療所の処方箋を応需している薬局（いわゆる敷地内薬局）

02 主に近隣にある特定の大病院（500 床以上）の処方箋を応需している薬局

03 主に近隣にある特定の中小病院（500 床未満）の処方箋を応需している薬局

04 主に近隣にある特定の診療所の処方箋を応需している薬局

05 主に同じ医療モール内の保険医療機関の処方箋を応需している薬局

06 様々な保険医療機関からの処方箋を応需している薬局

  07 その他（具体的に：                                    ）

問 6 貴局の平成 28 年 12 月 1 カ月間の営業日数、処方箋の受付状況についてご記入ください。

① 平成 28 年 12 月 1 カ月の営業日数※1 日

② 平成 28 年 12 月 1 カ月に受け付けた処方箋枚数 枚

③ 平成 28 年 12 月 1 カ月に受け付けた処方箋の発行医療機関数 施設

④ 平成 28 年 12 月 1 カ月に受け付けた処方箋の集中率※2 ％

⑤ 平成 28 年 12 月 1 カ月に処方箋を受け付けた患者数（実人数） 人

⑥ ⑤のうち、複数の医療機関の処方箋を受け付けた患者数（実人数） 人
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問 13 直近１週間に貴局に来局した利用者のうち、お薬手帳を持参した利用者のおおよ

その割を記入してください。
おおよそ   割

問 14 貴局では、電子版お薬手帳による情報提供は可能ですか。該当するものをお選びください(1 つだけ)

なお、「02」の場合は、おおよその導入時期をご記入ください。

01 既に提供可能である

02 提供可能ではないが、今後提供する予定である⇒導入時期 （平成    年    月頃を予定）

03 提供可能ではなく、今後も提供する予定はない

≪問 15 は、問 14 で「01 既に提供可能である」の場合にのみご回答ください。≫

問 15 貴局で導入している電子お薬手帳以外のベンダーによる電子お薬手帳についても対応可能ですか。

01 対応できる 02 対応できない

Ⅲ 在宅業務の実施状況に関してお尋ねします。

◎ 本調査において、「在宅業務」とは、調剤報酬における「在宅患者訪問薬剤管理指導料」、介護報酬における

  「居宅療養管理指導費」「介護予防居宅療養管理指導費」を算定できる業務を指します。

問 16 貴局では、在宅業務を行う旨の届出をしていますか。

01 届出している 02 届出していない

≪問 17 は、問 16 で「01 届出している」の場合にのみご回答ください。≫

問 17 平成 28 年 1 年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料等の算定状況をご記入ください。

算定人数 算定回数

① 在宅患者訪問薬剤管理指導料（医療保険） （実人数）    人 回

② 居宅療養管理指導費（介護保険） （実人数）    人 回

③ 介護予防居宅療養管理指導費（介護保険） （実人数）    人 回

Ⅳ 保険医療機関等との連携状況についてお尋ねします。

問 18 平成 28 年 10～12 月の 3 カ月間において、利用者からの健康や介護に関する相

談対応※を行った実績をご記入ください。
延べ約    人

※ 貴局利用者の栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙などの健康に関する相談や、貴局

   利用者本人又はその家族等の介護・認知症に関する相談について応需・対応していることを指します。

≪問 19 は、問 18 で「1 人」以上の回答があった場合にお答えください≫

問 19 問 18 で回答された実績のうち、医療機関への受診勧奨を行った実績をご記

入ください。
延べ約    人

問 20 調査期間中の一週間（1/13（金）～1/19（木））における、貴局の疑義照会業務に関する実績を記

入してください。

① 処方せんの受付回数 回

② ①のうち、疑義照会した回数 回

③ ②のうち、疑義照会した結果、処方に変更があった回数 回
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問 21 処方箋とあわせて、医療機関から外来患者に関する情報を受け取ることはありますか。

01 受け取ったことがある 02 受け取ったことがない

≪問 22・問 23 は、問 21 で「01 受け取ったことがある」の場合にのみご回答ください。≫

問 22 医療機関から受け取ったことがある情報を全てお選びください。

01 抗がん剤などの外来での治療スケジュールや治療内容について 04 身長・体重や血液検査値などのデータ

02 患者の病名 05 入院中に使用した薬剤の情報

03 保険薬局に対して特に指導してほしい事項 06 その他（                ）

問 23 処方箋以外に医療機関から外来患者に関する情報を受け取ることで、業務等に変化がありました

か。該当するものを全てお選びください。

01 患者への服薬指導の質が向上した 04 その他（                ）

02 処方監査の質が向上した 05 特になし

03 患者との信頼関係が向上した

問 24 貴局では、医療機関における退院時カンファレンスに参加したことがありますか。

01 参加したことがある

02 参加したことはないが、退院患者の退院時の情報を医療機関から提供されたことはある

03 参加したことはなく、退院患者の退院時の情報を医療機関から提供されたこともない

問 25 貴局では、平成 28 年 1 年間に在宅患者に係る地域ケア会議やサービス担当者会議に参加したことが

ありますか。

① 地域ケア会議 01 参加したことがある（⇒H28 年実績   回） 02 参加したことがない

② サービス担当者会議 01 参加したことがある（⇒H28 年実績   回） 02 参加したことがない

問 26 貴局では、地域医療情報連携ネットワークに参加していますか。

01 参加している 02 参加していない

≪問 27 は、問 26 で「02 参加していない」を選んだ場合のみご回答ください≫

問 27 地域医療情報連携ネットワークに参加していない理由を具体的にご記入ください。

問 28 貴局では、医薬品等の使用による副作用等の発生に係る情報を独立行政法人医薬品医療機器総合機構

（PMDA）に報告したことがありますか。

01 報告したことがある 02 報告したことがない

Ⅴ その他の事項についてお尋ねします。

問 29 貴局では、平成 28 年 1 年間に患者満足度調査等を実施し、その結果に基づいた取組を実施していますか。

01 実施している 02 実施していない

問 30 薬局機能を評価する際に、どのような項目を評価してほしいと思いますか。具体的にご記入ください。

問 31 本調査において回答が困難であった設問がありましたら、具体的にご記入ください。



表1 回収状況

対象数 回収数 割合

北海道 153 44 28.8%
群馬県 225 67 29.8%
東京都 122 27 22.1%
京都府 170 54 31.8%
山口県 153 99 64.7%
福岡県 219 76 34.7%
全　体 1,042 367 35.2%

ⅠⅠ　　対対象象薬薬局局のの概概要要
表2 組織形態

件数 割合

株式会社 339 92.4%
持分会社 4 1.1%

合名会社 0 0.0%

合資会社 4 1.1%

合同会社 0 0.0%

有限会社 0 0.0%

その他 0 0.0%

個人 23 6.3%
その他 1 0.3%

367 100.0%
※その他の内訳：一般社団法人

表3 同一法人又は同一開設者（個人）の薬局店舗総数

件数 割合

1店舗 99 27.0%
2店舗 60 16.3%
3～5店舗 56 15.3%
6～9店舗 42 11.4%
10～19店舗 17 4.6%
20～29店舗 10 2.7%
30～39店舗 10 2.7%
40～49店舗 5 1.4%
50～99店舗 21 5.7%
100～199店舗 16 4.4%
200～499店舗 14 3.8%
500店舗以上 15 4.1%
無回答 2 0.5%

367 100.0%
57.4

4

表4 併設施設・事業所

件数 割合
なし 323 88.0%
居宅介護支援事業所 11 3.0%
地域包括支援センター 2 0.5%
訪問介護事業所 1 0.3%
通所介護事業所 2 0.5%
福祉用具貸与事業所 2 0.5%
福祉用具販売事業所 1 0.3%
店舗販売業（ドラッグストア等） 32 8.7%
コンビニエンスストア 1 0.3%
その他 4 1.1%

367

「薬局機能に関する実態調査」
【集計結果】

合　計

総　数

合　計

平均値

中央値

-97-

※その他の内訳：建設業・医療コンサルタント、飲食店、健康食品販売、化粧品販売



表5 常勤薬剤師数（実人数）

件数 割合

1人 156 42.5%
2人 119 32.4%
3人 44 12.0%
4人 15 4.1%
5人 14 3.8%
6人以上 8 2.2%
無回答 11 3.0%

367 100.0%
2.0

2

表6-1 対象薬局での勤務年数が3年以上の薬剤師数

件数 割合
0人 38 10.4%
1人 122 33.2%
2人 102 27.8%
3人 48 13.1%
4人 19 5.2%
5人 14 3.8%
6人以上 13 3.5%
無回答 11 3.0%

367 100.0%
2.1

2

表6-2 対象薬局での勤務年数が3年以上の薬剤師数；同一法人等内の薬局店舗数区分別

1～2店舗 3～9店舗 10店舗以上 1～2店舗 3～9店舗 10店舗以上

0人 8 7 22 5.0% 7.1% 20.4%
1人 50 32 39 31.4% 32.7% 36.1%
2人 50 33 19 31.4% 33.7% 17.6%
3人 24 13 11 15.1% 13.3% 10.2%
4人 12 1 6 7.5% 1.0% 5.6%
5人 7 3 4 4.4% 3.1% 3.7%
6人以上 5 6 2 3.1% 6.1% 1.9%
無回答 3 3 5 1.9% 3.1% 4.6%

159 98 108 100.0% 100.0% 100.0%
2.2 2.3 1.7
2.0 2.0 1.0

表7 かかりつけ薬剤師指導料の施設基準を満たしている薬剤師数

件数 割合

0人 107 29.2%
1人 169 46.0%
2人 49 13.4%
3人 18 4.9%
4人 9 2.5%
5人 3 0.8%
6人以上 1 0.3%
無回答 11 3.0%

367 100.0%
1.1

1

件数 割合

合　計

合　計

平均値
中央値

合　計

平均値

中央値

合　計

平均値

中央値

平均値

中央値
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表8 CPC（公益社団法人薬剤師認定制度認証機構）認定プロバイダーによる認定薬剤師数

件数 割合

0人 150 40.9%
1人 112 30.5%
2人 60 16.3%
3人 17 4.6%
4人 11 3.0%
5人 4 1.1%
6人以上 2 0.5%
無回答 11 3.0%

367 100.0%
1.1

1

表9 健康サポート薬局に係る研修を修了し、研修修了証の交付を受けた薬剤師数

件数 割合

0人 307 83.7%
1人 42 11.4%
2人 4 1.1%
3人 2 0.5%
4人 0 0.0%
5人 0 0.0%
6人以上 1 0.3%
無回答 11 3.0%

367 100.0%
0.1

0

合　計

平均値

中央値

合　計
平均値

中央値
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表表1100  処処方方箋箋のの応応需需状状況況

件数 割合

主に同じ敷地内にある病院・診療所の処方箋を応需している薬局（いわゆる敷地内薬局） 14 3.8%
主に近隣にある特定の大病院（500床以上）の処方箋を応需している薬局 10 2.7%
主に近隣にある特定の中小病院（500床未満）の処方箋を応需している薬局 43 11.7%
主に近隣にある特定の診療所の処方箋を応需している薬局 208 56.7%
主に同じ医療モール内の保険医療機関の処方箋を応需している薬局 5 1.4%
様々な保険医療機関からの処方箋を応需している薬局 85 23.2%
その他 2 0.5%

367 100.0%
※その他の内訳：処方箋を応需していない、薬局製剤のみ

表表1111--11  平平成成2288年年1122月月11カカ月月のの処処方方箋箋枚枚数数
件数 割合

0枚 1 0.3%
1～499枚 34 9.3%
500～999枚 106 28.9%
1000～1499枚 92 25.1%
1500～1999枚 55 15.0%
2000～2499枚 34 9.3%
2500～2999枚 12 3.3%
3000枚以上 16 4.4%
無回答 17 4.6%

367 100.0%
1,356.4
1,118.0

表表1111--22  平平成成2288年年1122月月11カカ月月のの処処方方箋箋発発行行医医療療機機関関数数
件数 割合

0施設 1 0.3%
1～9施設 44 12.0%
10～19施設 84 22.9%
20～29施設 61 16.6%
30～39施設 46 12.5%
40～49施設 29 7.9%
50～99施設 62 16.9%
100施設以上 23 6.3%
無回答 17 4.6%

367 100.0%
37.7
26.0

表表1111--33  平平成成2288年年1122月月11カカ月月のの処処方方箋箋のの集集中中率率
件数 割合

0% 1 0.3%
0%超 10%未満 1 0.3%
10%以上 20%未満 8 2.2%
20%以上 30%未満 15 4.1%
30%以上 40%未満 18 4.9%
40%以上 50%未満 19 5.2%
50%以上 60%未満 24 6.5%
60%以上 70%未満 26 7.1%
70%以上 80%未満 28 7.6%
80%以上 90%未満 66 18.0%
90%以上 100%未満 144 39.2%
100% 17 4.6%

367 100.0%
75.7%

合　計

合　計

平均値

平均値

合　計

中央値

合　計
平均値

中央値

-100-

86.0%中央値



表表1122--11  平平成成2288年年1122月月11カカ月月にに処処方方箋箋をを受受けけ付付けけたた患患者者数数（（実実人人数数））
件数 割合

0人 1 0.3%
1～499人 57 15.5%
500～999人 129 35.1%
1000～1499人 79 21.5%
1500～1999人 39 10.6%
2000～2499人 19 5.2%
2500～2999人 6 1.6%
3000人以上 11 3.0%
無回答 26 7.1%

367 100.0%
1,104.4

895

表表1122--22  前前表表ののううちち、、複複数数のの医医療療機機関関のの処処方方箋箋をを受受けけ付付けけたた患患者者数数（（実実人人数数））
件数 割合

0人 24 6.5%
1～9人 96 26.2%
10～19人 67 18.3%
20～29人 29 7.9%
30～39人 19 5.2%
40～49人 12 3.3%
50～99人 32 8.7%
100～199人 16 4.4%
200～299人 9 2.5%
300人以上 7 1.9%
無回答 56 15.3%

367 100.0%
40.7

13

表表1122--33  複複数数のの医医療療機機関関のの処処方方箋箋をを受受けけ付付けけたた患患者者数数のの割割合合
件数 割合

0% 23 7.4%
0%超 1%未満 91 29.4%
1%以上 2%未満 59 19.0%
2%以上 3%未満 24 7.7%
3%以上 4%未満 21 6.8%
4%以上 5%未満 16 5.2%
5%以上 10%未満 36 11.6%
10%以上 20%未満 23 7.4%
20%以上 17 5.5%

310 100.0%
4.6%
1.6%

届出 未届出 届出 未届出

0% 13 10 6.4% 9.3%
0%超 1%未満 54 37 26.7% 34.3%
1%以上 2%未満 42 17 20.8% 15.7%
2%以上 3%未満 12 12 5.9% 11.1%
3%以上 4%未満 12 9 5.9% 8.3%
4%以上 5%未満 12 4 5.9% 3.7%
5%以上 10%未満 26 10 12.9% 9.3%
10%以上 20%未満 18 5 8.9% 4.6%

表表1122--44  複複数数のの医医療療機機関関のの処処方方箋箋をを受受けけ付付けけたた患患者者数数のの割割合合
                          ；；かかかかりりつつけけ薬薬剤剤師師指指導導料料のの施施設設基基準準のの届届出出別別

件数 割合

中央値

合　計
平均値
中央値

合　計
平均値

合　計
平均値
中央値
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20%以上 13 4 6.4% 3.7%
202 108 100.0% 100.0%

4.9% 4.0%
1.7% 1.3%

合　計
平均値

中央値



表13 麻薬の備蓄品目数

内用薬 外用薬 注射薬 内用薬 外用薬 注射薬
0品目 110 214 355 30.0% 58.3% 96.7%
1品目 28 48 4 7.6% 13.1% 1.1%
2品目 36 26 3 9.8% 7.1% 0.8%
3品目 34 26 0 9.3% 7.1% 0.0%
4品目 30 17 2 8.2% 4.6% 0.5%
5品目 27 9 0 7.4% 2.5% 0.0%
6～9品目 50 17 1 13.6% 4.6% 0.3%
10～19品目 36 2 1 9.8% 0.5% 0.3%
20品目以上 14 6 0 3.8% 1.6% 0.0%
無回答 2 2 1 0.5% 0.5% 0.3%

367 367 367 100.0% 100.0% 100.0%
15.7 3.2 0.1

3 0 0

表14-1 要指導医薬品の品目数
件数 割合

0品目 203 55.3%
1品目 31 8.4%
2品目 25 6.8%
3品目 14 3.8%
4品目 16 4.4%
5品目 11 3.0%
6～9品目 15 4.1%
10～19品目 17 4.6%
20品目以上 8 2.2%
無回答 27 7.4%

367 100.0%
2.2

0

表14-2 一般用医薬品の品目数

件数 割合

0品目 76 20.7%
1～9品目 77 21.0%
10～19品目 32 8.7%
20～29品目 30 8.2%
30～39品目 21 5.7%
40～49品目 14 3.8%
50～99品目 32 8.7%
100～199品目 27 7.4%
200～299品目 10 2.7%
300～399品目 5 1.4%
400～499品目 6 1.6%
500～599品目 9 2.5%
600～699品目 3 0.8%
700～799品目 3 0.8%
800～899品目 4 1.1%
900～999品目 1 0.3%
1000品目以上 13 3.5%
無回答 4 1.1%

367 100.0%
131.2

15

合　計
平均値
中央値

合　計

平均値

平均値
中央値

件数

合　計

件数

中央値
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表表1155  開開局局時時間間外外のの対対応応体体制制

件数 割合

対応していない 67 18.3%
輪番制等により地域の薬局と連携して対応している 219 59.7%
自局のみで対応している 56 15.3%
その他 25 6.8%

367 100.0%
※その他の内訳：電話対応、同一法人内の他店舗と連携して対応　等

ⅡⅡ　　かかかかりりつつけけ薬薬局局・・薬薬剤剤師師のの状状況況
表表1166  かかかかりりつつけけ薬薬剤剤師師指指導導料料のの施施設設基基準準にに係係るる届届出出状状況況

件数 割合

届出している 244 66.5%
届出していない 123 33.5%

367 100.0%

表表1177--11  来来局局日日以以外外のの継継続続的的なな服服薬薬指指導導（（電電話話にによよるる状状況況確確認認等等））のの実実施施のの有有無無

件数 割合

ある 118 51.1%
ない 113 48.9%

231 100.0%

届出 未届出 届出 未届出

ある 148 43 60.7% 35.0%
ない 96 80 39.3% 65.0%

244 123 100.0% 100.0%

表表1188--11  来来局局日日以以外外のの継継続続的的なな服服薬薬指指導導（（電電話話にによよるる状状況況確確認認等等））のの必必要要性性

件数 割合

必要だと思う 44 12.0%
患者によっては必要だと思う 305 83.1%
必要だと思わない 18 4.9%

367 100.0%

表表1188--22  来来局局日日以以外外のの継継続続的的なな服服薬薬指指導導（（電電話話にによよるる状状況況確確認認等等））のの必必要要性性
件数 割合

抗がん剤や結核などのアドヒアランスが重要な薬を内服している患者 168 48.1%
次回の来局までに日にちがあり、アドヒアランスがよくない患者 233 66.8%
用法用量を変更した患者 194 55.6%
新たに服用を開始した薬剤がある患者 32 9.2%
服薬の管理を行う家族などがいない患者 79 22.6%
小児患者 149 42.7%
用法が複雑な薬剤を内服している患者 108 30.9%
その他 18 5.2%

349総数

件数 割合

合計

合　計

合計

合計

表表1177--22  来来局局日日以以外外のの継継続続的的なな服服薬薬指指導導（（電電話話にによよるる状状況況確確認認等等））のの実実施施のの有有無無
　　　　　　　　；；かかかかりりつつけけ薬薬剤剤師師指指導導料料のの施施設設基基準準のの届届出出別別

合　計
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表表1199  直直近近11週週間間のの来来局局患患者者ののううちち、、おお薬薬手手帳帳をを持持参参ししたた患患者者ののおおおおよよそそのの割割合合

件数 割合

0割 2 0.5%
1割 0 0.0%
2割 1 0.3%
3割 11 3.0%
4割 13 3.5%
5割 33 9.0%
6割 53 14.4%
7割 98 26.7%
8割 80 21.8%
9割 67 18.3%
10割 6 1.6%
無回答 3 0.8%

367 100.0%
7.0

7

表表2200--11  電電子子版版おお薬薬手手帳帳のの情情報報提提供供のの可可否否

件数 割合

既に提供可能である 155 42.2%
提供可能ではないないが、今後提供する予定である 51 13.9%
提供可能ではなく、今後も提供する予定はない 161 43.9%

367 100.0%

表表2200--22  自自局局でで導導入入ししてていいるる電電子子版版おお薬薬手手帳帳以以外外ののベベンンダダーーへへのの対対応応のの可可否否

件数 割合

対応できる 63 40.6%
対応できない 91 58.7%
無回答 1 0.6%

155 100.0%

合計

合　計

中央値

平均値

合計
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ⅢⅢ　　在在宅宅業業務務のの実実施施状状況況
表表2211--11  在在宅宅業業務務のの届届出出状状況況

件数 割合

届出している 302 82.3%
届出していない 65 17.7%

367 100.0%

表表2211--22  平平成成2288年年11年年間間のの在在宅宅患患者者訪訪問問薬薬剤剤管管理理指指導導料料（（医医療療保保険険））のの算算定定人人数数（（実実人人数数））

件数 割合

0人 242 80.1%
1人 42 13.9%
2人 7 2.3%
3人 0 0.0%
4人 3 1.0%
5人 0 0.0%
6～9人 2 0.7%
10人以上 3 1.0%
無回答 3 1.0%

302 100.0%
0.4

0

表表2211--33  平平成成2288年年11年年間間のの在在宅宅患患者者訪訪問問薬薬剤剤管管理理指指導導料料（（医医療療保保険険））のの算算定定回回数数

件数 割合

0回 242 80.1%
1～5回 17 5.6%
6～9回 9 3.0%
10～19回 10 3.3%
20～29回 14 4.6%
30回以上 8 2.6%
無回答 2 0.7%

302 100.0%
3.6

0

表表2211--44  平平成成2288年年11年年間間のの居居宅宅療療養養管管理理指指導導費費（（介介護護保保険険））のの算算定定人人数数（（実実人人数数））

件数 割合
0人 131 43.4%
1～5人 128 42.4%
6～9人 11 3.6%
10～19人 11 3.6%
20～29人 7 2.3%
30～39人 3 1.0%
40～49人 2 0.7%
50～99人 4 1.3%
100～199人 1 0.3%
200人以上 2 0.7%
無回答 2 0.7%

302 100.0%
5.6

1

合　計

平均値

中央値

中央値

合　計

平均値
中央値

合計

合　計

平均値
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表表2211--55  平平成成2288年年11年年間間のの居居宅宅療療養養管管理理指指導導費費（（介介護護保保険険））のの算算定定回回数数
件数 割合

0回 131 43.4%
1～5回 30 9.9%
6～9回 17 5.6%
10～19回 28 9.3%
20～29回 24 7.9%
30～39回 13 4.3%
40～49回 11 3.6%
50～99回 18 6.0%
100～199回 7 2.3%
200～299回 6 2.0%
300～399回 4 1.3%
400～499回 2 0.7%
500回以上 9 3.0%
無回答 2 0.7%

302 100.0%
65.3

4

表表2211--66  平平成成2288年年11年年間間のの介介護護予予防防居居宅宅療療養養管管理理指指導導費費（（介介護護保保険険））のの算算定定人人数数（（実実人人数数））
件数 割合

0人 260 86.1%
1人 22 7.3%
2人 6 2.0%
3人 1 0.3%
4人 4 1.3%
5人 1 0.3%
6～9人 1 0.3%
10人以上 3 1.0%
無回答 4 1.3%

302 100.0%
0.4

0

表表2211--77  平平成成2288年年11年年間間のの介介護護予予防防居居宅宅療療養養管管理理指指導導費費（（介介護護保保険険））のの算算定定回回数数
件数 割合

0回 260 86.1%
1～5回 7 2.3%
6～9回 4 1.3%
10～19回 10 3.3%
20～29回 10 3.3%
30～39回 3 1.0%
40～49回 0 0.0%
50～99回 3 1.0%
100回以上 2 0.7%
無回答 3 1.0%

302 100.0%
4.0

0

中央値

合　計
平均値

中央値

合　計

合　計
平均値

平均値

中央値
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ⅣⅣ　　保保険険医医療療機機関関等等ととのの連連携携状状況況
表表2222--11  平平成成2288年年1100～～1122月月のの33カカ月月間間のの健健康康やや介介護護にに関関すするる相相談談応応需需実実績績（（延延べべ人人数数））

件数 割合

0人 111 30.2%
1～9人 99 27.0%
10～19人 51 13.9%
20～29人 28 7.6%
30～39人 19 5.2%
40～49人 3 0.8%
50～99人 16 4.4%
100～199人 13 3.5%
200人以上 9 2.5%
無回答 18 4.9%

367 100.0%
28.1

5

表表2222--22  前前表表ののううちち、、医医療療機機関関へへのの受受診診勧勧奨奨をを行行っったた実実績績（（延延べべ人人数数））

件数 割合

0人 40 16.8%
1人 38 16.0%
2人 41 17.2%
3人 35 14.7%
4人 3 1.3%
5人 30 12.6%
6～9人 8 3.4%
10～19人 25 10.5%
20～29人 7 2.9%
30人以上 9 3.8%
無回答 2 0.8%

238 100.0%
5.4

1

表表2233--11  調調査査期期間間中中のの11週週間間ににおおけけるる処処方方箋箋受受付付回回数数
件数 割合

0回 11 3.0%
1～99回 27 7.4%
100～199回 64 17.4%
200～299回 99 27.0%
300～399回 62 16.9%
400～499回 48 13.1%
500～599回 23 6.3%
600～699回 10 2.7%
700～799回 6 1.6%
800～899回 3 0.8%
900～999回 4 1.1%
1000回以上 7 1.9%
無回答 3 0.8%

367 100.0%

合　計
平均値

中央値

合　計

合　計

平均値

中央値
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平均値
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表表2233--22  前前表表ののううちち、、疑疑義義照照会会ししたた回回数数
件数 割合

0回 35 9.5%
1～9回 167 45.5%
10～19回 82 22.3%
20～29回 36 9.8%
30～39回 20 5.4%
40～49回 7 1.9%
50～59回 4 1.1%
60～69回 3 0.8%
70～79回 0 0.0%
80～89回 0 0.0%
90～99回 2 0.5%
100回以上 4 1.1%
無回答 7 1.9%

367 100.0%
12.9

8

表表2233--33  処処方方箋箋受受付付回回数数ののううちち、、疑疑義義照照会会ししたた回回数数のの割割合合
件数 割合

0% 24 6.9%
0%超 1%未満 40 11.5%
1%以上 2%未満 55 15.8%
2%以上 3%未満 46 13.2%
3%以上 4%未満 45 12.9%
4%以上 5%未満 36 10.3%
5%以上 6%未満 26 7.4%
6%以上 7%未満 16 4.6%
7%以上 8%未満 11 3.2%
8%以上 9%未満 11 3.2%
9%以上 10%未満 10 2.9%
10%以上 20%未満 20 5.7%
20%以上 9 2.6%

349 100.0%
4.7%
3.2%

表表2233--44  疑疑義義照照会会ししたた処処方方箋箋受受付付回回数数ののううちち、、処処方方にに変変更更ががああっったた回回数数のの割割合合
件数 割合

0% 13 4.0%
0%超 10%未満 3 0.9%
10%以上 20%未満 8 2.5%
20%以上 30%未満 14 4.3%
30%以上 40%未満 20 6.2%
40%以上 50%未満 14 4.3%
50%以上 60%未満 24 7.4%
60%以上 70%未満 27 8.3%
70%以上 80%未満 29 9.0%
80%以上 90%未満 48 14.8%
90%以上 124 38.3%

324 100.0%
71.4%

合　計
平均値

合　計
平均値
中央値

合　計
平均値
中央値
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表24-1 処方箋とあわせて医療機関から外来患者に関する情報を受け取った経験の有無

件数 割合
受け取ったことがある 203 55.3%
受け取ったことがない 164 44.7%

367 100.0%

表24-2 医療機関から受け取ったことがある情報
件数 割合

抗がん剤などの外来での治療スケジュールや治療内容について 26 12.8%
患者の病名 122 60.1%
保険薬局に対して特に指導してほしい事項 57 28.1%
身長・体重や血液検査値などのデータ 91 44.8%
入院中に使用した薬剤の情報 97 47.8%
その他 13 6.4%

203
※その他の内訳

表24-3 医療機関から外来患者に関する情報を受け取ったことによる業務の変化の状況

件数 割合
患者への服薬指導の質が向上した 174 85.7%
処方監査の質が向上した 87 42.9%
患者との信頼関係が向上した 67 33.0%
その他 7 3.4%
特になし 12 5.9%

203
※その他の内訳

表25 医療機関における退院時カンファレンスへの参加経験の有無

件数 割合

参加したことがある 22 6.0%
参加したことはないが、退院患者の退院時の情報を医療機関から提供されたことはある 93 25.3%
参加したことはなく、退院患者の退院時の情報を医療機関から提供されたこともない 252 68.7%

367 100.0%

表26 地域ケア会議への参加経験の有無

件数 割合
参加したことがある 72 19.6%
参加したことはない 295 80.4%

367 100.0%

表27 サービス担当者会議への参加経験の有無
件数 割合

　：介護施設関係者等の他職種との連携が向上した、現状把握が可能になった、残薬問題が解消した、
　　副作用の確認が容易になった、入院中の調剤方法が確認できた、在庫にない医薬品を事前に準備
　　できた、在宅への引継ぎが円滑になった　等

合計

総　数

総　数

　：基本的な患者情報（体重、体温等）、残薬、麻薬、問題行動、以前の医療機関での処方内容、既往歴、
　　病態、術前投与指示事項、転院後の治療方針、検査スケジュール 等

合計

合　計
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参加したことがある 72 19.6%
参加したことはない 295 80.4%

367 100.0%合計



表28-1 地域医療情報連携ネットワークへの参加状況

件数 割合
参加している 196 53.4%
参加していない 171 46.6%

367 100.0%

表28-2 地域医療情報連携ネットワークに参加していない理由
・ネットワークが存在しない

・ネットワークの存在を知らない

・ネットワークが現在構築中のため

・参加方法が分からない

・参加するための環境が整っていない
・利用料が高い

・日常業務が忙しくて時間がない、人手不足　等

表29 医薬品等の使用による副作用等の発生情報をPMDAに報告した経験の有無

件数 割合
報告したことがある 41 11.2%
報告したことがない 326 88.8%

367 100.0%

Ⅴ　その他の事項
表30 平成28年1年間に患者満足度調査等を実施し、その結果に基づいた取組の実施の有無

件数 割合

実施している 51 13.9%
実施していない 316 86.1%

367 100.0%

合計

合計

合計
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表表3311--11  評評価価ししててほほししいい薬薬局局機機能能のの項項目目（（主主なな意意見見をを抜抜粋粋））

表表3311--22  評評価価ししててほほししいい薬薬局局機機能能のの項項目目分分類類（（複複数数回回答答あありり））

分類 件数 分類 件数

相談応需 17 小児の調剤 2
セルフメディケーション・OTC 14 待ち時間 2
在宅 12 服薬指導 2
患者応対 11 医療機関への情報提供 1
在庫数（麻薬を含む） 10 職員配置数 1
地域貢献・地域密着 10 処方剤数 1
受付医療機関数 8 処方箋枚数 1
疑義照会 7 設備 1
時間外・休日・夜間・緊急時・24時間対応 7 相互作用・重複投与防止 1
開局時間・営業時間 6 電話フォロー 1
患者満足度 6 多職種連携 1
かかりつけ薬剤師・薬局機能 5 調剤過誤防止 1
栄養指導 4 適正使用 1
配達 3 認定薬剤師 1
高度薬学管理（ハイリスク患者・処方提案） 3 高度管理医療機器等販売業 1

開局時間外対応、電話相談対応などの実績

かかりつけ薬剤師指導が真に発揮できるのは複数医療機関の薬を提供する場合と思われる。異なる医療機関の
処方箋を持参した患者に薬の情報提供・服薬指導が行えた場合に評価して欲しい。

スタッフの数と外来患者の比率について。（看護師と入院患者のように）
在宅のお届けについての交通費・人件費の算定化。
消費税が増税されたときにしっかり薬価が上昇しているとは思えない（内税表記をを辞めてほしい）

高度薬学管理機能。学会認定の薬剤師の配置や薬薬連携、HIV・難病の自宅支援などの特にハイリスクな薬剤の
服薬指導を行う薬局を評価していただきたい。

地域イベントへの参加（認知症カフェ、地域ケア会議、地域や施設への研修会講師、HbA1c測定事業など）

ＯＴＣ・健康食品類にどれだけ力を入れているかを評価できればセルメがどれだけ加速しているかも同時に評
価できると思います。あくまでどれだけ売れたか？ではなく、どれだけ相談を受けたか？を評価していただき
たい。中には、説明は専門家のいる調剤薬局で、購入は安いドラッグストアで。とういう方もいるのが事実で
す。購入＝実績となると破格を出す大手ドラッグストアに勝てないのが実情です。相談履歴で勝負できるなら
平等だと思います。

地域包括ケアシステムでの保険薬局を多機能薬局へ展開する取り組みへの評価
例えば管理栄養士を雇い栄養管理指導、OT.PTによる在宅リハビリテーションなどを保険薬局で行うなど
地域住民へ病気の予備軍を医療消費者にしないためにサプリメント・トクホの相談などセルフメディケーショ
ン実施に対しての評価

患者対応の評価

時間外の対応実績（電話対応等で請求実績からはわからない部分）
電話によるフォロー（医科の電話再診のようなもの）

集中率だけでなく、複数の医療機関の処方せんを調剤していることを評価していただきたいと思います。
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医療費削減 2 その他 26
後発医薬品 2 合計 171



表表3322  本本調調査査ににおおいいてて回回答答がが困困難難だだっったた設設問問（（主主なな意意見見をを抜抜粋粋））

「問8 （時間外対応）」
現在電話対応しているが調剤対応は難しい状況。近隣薬局が少なく連携対応するのが難しい。一番近くで7～8
㎞あります。夜間不在の薬局が多い。

「問18（利用者からの健康や介護に関する相談対応）」
相談内容を薬歴に記入していますが、後から件数などを検索する事が困難です。

「問18～19（相談対応による受診勧奨）」
健康等に関する相談対応は、業務のなかで普通に行っている事なので、改めて人数を尋ねられても難しいと思
いました。

「問20 疑義照会した件数」
レセコンでの集計機能がないため多少の困難がありました。

「問27 地域医療情報ネットワークの参加」
自治体からの要請で参加するもので、自分から参加する方法がないと思うのですが。又、在宅は同じような仕
事をしていても距離などで算定要件を満たさず算定しない事がほとんどで、算定していない＝実施していない
と判断されるのは適当と思えない。

「問20 疑義照会した件数」
疑義照会の内容と回数を調べるのは、期間の処方箋をすべてチェックする必要があり手間である。

「問18（利用者からの健康や介護に関する相談対応）」
電話による応対は日に数件ありますが、毎回記録をとっているわけではないので、延べ人数と聞かれてもわか
りません。

「問６ ⑥（ 複数の医療機関の処方箋を受け付けた患者数（実人数））」
1ヶ月の処方枚数や受付回数を出すことはシステム上すぐにできるのですが患者の実人数や複数を受け付けた人
数などは処方をすべて1枚ずつ見返す必要があるため1か月分を出すことは業務上むずかしかったです。

「問６ ⑥（ 複数の医療機関の処方箋を受け付けた患者数（実人数））」
 複数の医療機関を受診した患者数を出すのが手間だった。12月以前にアンケートの内容が分かっていればその
都度数えられたので手間がかからなかったと思う。在宅の回数を調べるのも大変だった。

「問６ ⑥（ 複数の医療機関の処方箋を受け付けた患者数（実人数））」
この項目に該当するレセコン上に集計機能が存在しておらず、1カ月分直接数えざるを得なかったため大変労力
を要した。
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